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第２編 開発許可申請手続き 

第１章 申請書等作成 
第１節 公共施設管理者の同意及び協議 

⑴ 協議書提出先 

  公共施設の管理者が二本松市長の場合は、建設部都市計画課へ提出します。（複数の施設がある場

合も一括して協議します。） 

  公共施設の管理者が二本松市長以外の場合は、それぞれの管理者と協議を行います。 

 

  ○ 事前協議部署 

関係部署 取扱事項 

都市計画課 

・開発行為関係全般の調整 

・緑地又は公園 

・都市下水路 

・法５３条許可が必要となる開発 

契約管財課 ・普通財産の使用 

生活環境課 

・一般廃棄物収集運搬（ごみ収集所関係） 

・集会所 

・消防水利施設 

・開発行為に伴う騒音又は振動等に対する指導 

農政課 ・農業振興地域地区における開発行為の適否の判断 

農林課 
・二本松地域内における農業用水路の利用 

・森林の伐採 

商工課 ・工場等を建設する場合における関係機関との調整 

土木課 

・二本松地域における道路法 24 条申請 

・法定外公共物の利用又は払い下げ 

・二本松地域における道路側溝の利用等 

・調整池 

・雨水、排水対策 

建築住宅課 

・建築確認申請 

・後退道路 

・位置指定道路 

水道課 ・給水施設 

下水道課 

・下水道区域内における下水道接続 

・認可区域外における下水道接続 

・浄化槽 

各支所産業建設課 

・各支所管内における農業用水路の利用 

・各支所管内における道路法 24 条申請 

・各支所管内における道路側溝の利用等 

文化課 ・埋蔵文化財重点地区等の確認 

農業委員会 ・農用地の転用許可 
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⑵ 提出部数 

 ① 協議先が二本松市長の場合 

  １．公共施設管理予定者との事前協議申請書（正本）･･････････････････････････････････１部 

  ２．公共施設管理予定者との事前協議申請書（副本）･････････････対象となる公共施設数の部数 

  ３．公共施設管理者同意願出書（正本）･･････････････････････････････････････････････１部 

  ４．公共施設管理者同意願出書（副本）････････････････････････対象となる公共施設数の部数 

  ５．公共施設管理予定者との協議経過書（正本）･･････････････対象となる公共施設ごとに 1 部 

  ６．公共施設管理予定者との協議経過書（副本）･･･････････････対象となる公共施設ごとに 1 部 

  ７．添付図書････････････････････････････････････････対象となる公共施設ごとに 1 部＋１部 

 ② 協議先が二本松市長以外の場合は、公共施設管理者の所定の手続きに従って下さい。 

⑶ 様式、添付図書、添付順序、留意事項等 
順 名称  ※様式 内容、留意事項等 

１ 公共施設管理予定者と
の事前協議申請書 

※第１３号様式 

・申請者又は工事施工者が法人である場合、氏名は、その法人の名称
及び代表者氏名を記載 

・開発区域の全ての地番表示（一筆の一部がある場合「～の一部」、無
地番の場合は「○番地先」と記載）、欄が不足する場合は地番表の別
添も可 

・面積は実測値（小数点第２位まで） 

・「５ 工事施行者の住所、氏名及び電話」の欄は、事業者が決定して
いない場合はその理由を記載 

・「８ 関係法令等」の欄は、開発行為を行なうことについて、農地法、
その他の法令による許認可等を要する場合には、その手続き状況を
記載 

・「（裏面）概要」の欄の道路幅員は有効幅員を、面積は道路敷を含め
て記載 

２ 公共施設管理者同意願
出書 

※第１４号様式 

・申請者又は工事施工者が法人である場合、氏名は、その法人の名称
及び代表者氏名を記載 

・開発区域の全ての地番表示（一筆の一部がある場合「～の一部」、無
地番の場合は「○番地先」と記載）、 

欄が不足する場合は地番表の別添も可 

・面積は実測値（小数点第２位まで） 

・「５ 工事施行者の住所、氏名及び電話」の欄は、事業者が決定して
いない場合はその理由を記載 

・「８ 関係法令等」の欄は、開発行為を行なうことについて、農地法、
その他の法令による許認可等を要する場合には、その手続き状況を
記載 

・「（裏面）摘要」欄には廃止、交換の別等を記載 

３ 公共施設管理予定者と
の協議経過書 

※第１７号様式 

・申請者又は工事施工者が法人である場合、氏名は、その法人の名称
及び代表者氏名を記載 

・開発区域の全ての地番表示（一筆の一部がある場合「～の一部」、無
地番の場合は「○番地先」と記載）、欄が不足する場合は地番表の別
添も可 

4 委任状 ※参考様式１ 

（代理人委任の場合） 

・委任者及び受任者の住所、氏名、開発区域及び面積、委任日等を明
記 

5 現況写真 ・現況図との整合 
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《図面、計算書等》         ※ 申請図書の凡例については、別表によること 

                  ※ 設計者の記名押印又は署名をすること 

                  ※ 対象となる公共施設ごとに帳合いすること。 

順 図書の名称 縮尺 明示すべき事項及び注意事項 

１ 開発区域位
置図 

1/50,000 

以上 

①方位 

②開発区域の位置 

③主要交通機関からの経路、名称 

④主要道路の名称 

⑤排水先の河川への経路、名称 

⑥周辺の都市施設 

※1/10,000 の管内図のある区域はそれによること 

※排水経路は着色 

※市販の住宅地図等の場合は原本（コピーは不可） 

２ 開発区域区
域図 

1/2,500 

以上 

①方位 

②開発区域、市町村界、町又は字界、都市計画区域界 

③土地の地番及び形状 

（公図の各筆を割り込んだものを明示） 

※1/2,500 の都市計画図のある区域はそれによること 

※開発区域は朱線で明示（以下の図面も同じ） 

※市販の住宅地図等の場合は原本（コピーは不可） 

３ 現況図 1/2,500 

以上 

①方位 

②地形 

 ・標高差を示す等高線 

 ・植生区分 

 ・既存建築物及び既存擁壁等の工作物の位置及び形状 

③開発区域の境界（朱書き） 

④開発区域及び開発区域の周辺の公共施設 

 ・道路、公園、緑地、広場、河川、水路、取水施設その他公共施設並
びに官公署、文教施設その他公益施設の位置及び形状 

 ・道路の幅員、道路交差点の地盤高、河川又は水路の幅員 

⑤令第２８条の２第１号に規定する樹木又は樹木の集団の状況（位置） 

⑥令第２８条の２第２に規定する切土又は盛土を行う部分の表土の状況
（位置） 

⑦写真撮影場所、方向等を記入 

※等高線は２ｍの標高差を明示 

※樹木若しくは樹木の集団又は表土の状況にあっては、規模が１ｈａ以
上の開発行為について記載 

※接続先道路の名称・種別・幅員を記入 

※市販の住宅地図等の場合は原本（コピーは不可） 

４ 開発区域及
び周辺の土
地の公図の
写し 

 ①方位 

②開発区域の境界 

③地番、地目、権利者氏名 

④道路、河川・水路 

※開発区域の境界を朱書き 

※周辺部も記入 

※転写場所、転写日、転写者名、を記入 

※複数枚になる場合は、参考図として大判で１枚にした集成図を添付 

５ 土地利用計
画図 

1/1,000 

以上 

①方位 

②開発区域の境界（朱書き） 

③公共施設の位置及び形状 

 ・公園、緑地、広場の位置、形状、面積、出入口及びさく又はへいの
位置 

 ・開発区域内の既存道路の位置、形状及び幅員 

 ・開発区域外の道路の位置、形状及び幅員 

 ・接続先道路、取付道路の名称、位置、形状及び幅員 

 ・新設する道路の位置、形状、勾配、幅員、交差点及び隅切り辺長 
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 ・排水施設の位置、形状及び水の流れの方向 

 ・都市計画施設又は地区計画に定められた施設の位置、形状及び名称 

 ・消防水利、河川その他の公共施設の位置、形状及び幅 

 ・貯水施設の形状及び面積 

 ・遊水池（調整池）の位置及び形状（多目的利用の場合にあっては、
専用部分と多目的利用の区分） 

④予定建築物等の敷地の形状及び面積 

⑤敷地に係る予定建築物等の用途 

⑥公益的施設の敷地の位置、形状、名称及び面積 

⑦樹木又は樹木の集団の位置 

⑧緩衝帯の位置、形状及び幅員 

⑨法面（がけを含む。）の位置及び形状、擁壁の位置及び種類 

⑩開発区域内の既存建築物の位置 

⑪街区又は敷地の番号、辺長、面積、計画地盤高 

※凡例毎に着色するのが望ましい 

※植栽する場合は樹木の種類を明示 

６ 造成計画平
面図 

1/1,000 

以上 

①方位 

②開発区域の境界（朱書き） 

③切土又は盛土をする土地の部分 

④擁壁の位置、種類、高さ、延長 

⑤法面（がけを含む。）の位置、形状、高さ及び勾配 

⑥道路の中心線、延長、幅員、勾配及び交差点の計画高 

⑦調整池の位置及び形状 

⑧予定建築物等の敷地の形状及び計画高 

⑨計画地盤高 

⑩隣接地の地盤高及び建物の位置 

⑪断面図作成箇所（A－A´等） 

⑫ベンチマークの位置と高さ 

※切土又は盛土をする土地の部分で表土の復元等の措置を講ずるものが
あるときはその部分を図示 

※現況図に重ね合わせて作成 

７ 造成計画断
面図 

1/1,000 

以上 

①測点番号（A－A´等） 

②開発区域の境界（朱書き） 

③切土又は盛土をする前後の地盤面 

④現地盤面と計画地盤面 

⑤計画地盤高 

⑥擁壁の構造及び垂直高 

⑦がけの勾配及び垂直高 

⑧法面の勾配、垂直高及び排水施設 

⑨表土の復元のある部分 

※高低差の著しい箇所について作成 

※盛土の場合、土質及び施工方法を明示 

８ 道路計画平
面図 

1/500 

以上 

①方位 

②開発区域の境界（朱書き） 

③道路交点・宅地・公園その他の公共施設の計画高 

④路線番号 

⑤側点 

⑥縦横勾配・延長 

⑦曲線半径 

⑧縦断曲線延長 

⑨勾配変化点の高さ及び区間距離 

⑩Ｌ型及びＵ字溝の種別 

⑪舗装種別 

⑫安全施設の位置･形状･ガードレール等 

⑬帰属する道路区域 

⑭在来公道の位置・形状 
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９ 道路横断図 1/100 

以上 

①路面、路盤の詳細 

②幅員構成（車道、歩道、中央帯、停車帯、自転車帯、自転車歩行者通
行帯、路肩等による構成幅員） 

③中央高からの高低差 

④中心線からの単距離及び追加距離 

⑤測点及び路線番号 

⑥道路側溝の位置、形状、寸法 

⑦雨水桝及び取付管の形状 

⑧埋設管の位置、勾配、形状及び人孔の形状 

⑨道路横断勾配 

※道路、幅員、構造別に表示 

10 道路縦断図 1/500 

以上 

①測点、勾配 

②計画等、地盤高 

③単距離、追加距離 

④道路記号 

⑤基準線 

※幹線街路及び主要区画街路について作成 

11 給水施設計
画平面図 

1/500 

以上 

①方位 

②開発区域の境界（朱書き） 

③給水施設の位置、形状、内のり寸法 

④取水の位置及び方法 

⑤消火栓の位置 

⑥予定建築物等の敷地の形状及び計画高 

※排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい 

12 排水施設計
画平面図 

1/500 

以上 

①方位 

②開発区域の境界（朱書き） 

③排水区域の区域界 

④調整池の位置及び形状 

⑤都市計画に定められた排水施設の位置、形状及び名称 

⑥道路側溝その他の排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法及
び勾配 

⑦排水管の種類、位置、延長、勾配及び内径 

⑧人孔の位置及び人孔間距離 

⑨集水ますの位置、形状、内径又は内法幅、深さ 

⑩水の流れの方向 

⑪吐口の位置 

⑫放流先河川又は水路の名称、位置、形状及び断面寸法 

⑬予定建築物等の敷地の形状及び計画高 

⑭道路、公園その他の公共施設の敷地の計画高 

⑮法面（がけを含む）又は擁壁の位置及び形状 

⑯流量計算書との照合符号 

⑰縦断図作成箇所（A－A´等） 

※集水区域を番号、系統毎に色分け、流下方向明示 

※流域界、集水系統別に色分け 

13 排水施設構
造図 

1/50 

以上 

①排水施設構造詳細図 

②開渠、暗渠、落差工、人孔、雨水桝吐口等 

14 排水施設縦
断図 

1/50 

以上 

①測点番号（A－A´等） 

②排水施設の延長、寸法、勾配 

③排水施設高 

④人孔種類、位置・記号 

⑤人孔間距離 

⑥断面図作成箇所（A－A´等） 

※１ha 未満でも落差工のある時は作成 

15 流末水路構
造図 

1/50 

以上 

①放流先の水路、河川の構造詳細図（常水面も表示のこと） 

②放流口の排水施設の構造詳細図 

※遊水池等の場合はその構造 
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16 排水先流路
図 

1/500 

以上 

①方位 

②排水経路の道路、水路等の名称、管理者名及び寸法 

③排水先の河川等の名称及び寸法 

④排水経路の延長 

※申請地から河川までの排水経路を明示 

※水の流れの方向を矢印で明示 

17 下水道縦断
図 

1/500 

以上 

①人孔の種類、形状、位置、間隔 

②配水管の勾配、管径、土被、管低高 

③地盤高、計画地盤高 

※道路縦断図と兼ねてもよい 

18 公園広場等
計画図 

1/100 

以上 

①方位 

②公園、広場の形状、寸法、施設の種類 

③出入口及びさく又はへいの形状及び寸法 

※造成緑地についても作成 

19 その他の公
共、公益施
設計画平面
図 

1/100 

以上 

 

20 公共施設の
管理者に関
する図面 

1/500 

以上 

①方位 

②開発区域の境界（朱書き） 

③廃止される公共施設 

④変更される公共施設 

⑤新設される公共施設 

⑥新旧公共施設一覧表 

※道路、水路、公園等について作成 

※公図を基に作成 

※新旧公共施設一覧表には番号、面積、管理者、所有者記入 

※一覧表と符合させる 

21 その他必要
に応じ指示
する図書 

 ※土量計算書 

※工作物等の施設の能力に関する計算書 

※ごみ集積所の位置、寸法等 

※残土処理場等 

 ② 協議先が二本松市長以外の場合は、公共施設管理者の所定の手続きに従って下さい。 
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第２節 他法令の手続き 
 

⑴ 公有地の拡大の推進に関する法律 

 ① 一定面積以上の土地を有償で譲り渡す場合、事前の届出 

   ・都市計画施設内の土地等で･･････････････２００㎡以上 

   ・その他の土地で････････････････１０，００００㎡以上 

 ② 届出先：二本松市役所建設部都市計画課 

 

⑵ 国土利用計画法 

 ① 一定面積以上の土地売買等の契約を締結したときは、契約の日から２週間以内に届け出なけれ

ばなりません。 

   ・都市計画区域内････････････････････５，０００㎡以上 

   ・都市計画区域外･･････････････････１０，０００㎡以上 

 ② 届出先：二本松市役所建設部都市計画課 

 

⑶ 福島県大規模土地利用事前指導要綱 

 ① 事前協議の必要な行為 

  Ⅰ ５ｈａ以上の開発行為 

  Ⅱ 開発区域内に農地法第４条又は第５条の規定に基づく農地転用許可を要する４ｈａを超える

農地を含む開発行為（除外事業等あり） 

 ② 事前協議先：福島県県北地方振興局地域づくり・商工労政課 

 

⑷ 環境影響評価法 

 ① 大規模な開発事業を行う者は、事前に環境影響評価を行う必要があります。 

 ② 届出先：福島県生活環境部環境共生課 

 

⑸ 農地法 

 ① 農地を含む場合、農地転用の許可申請を同時に行う必要があります。 

 ② 届出先：二本松市農業委員会（申請受付締め切り：毎月５日） 

 

⑹ 森林法 

 ① 保安林、保安施設地区の区域及び地域森林計画の対象になっている民有林において開発を行う

場合に許可申請又は届出を行う必要があります。 

 ② 申請・届出先：二本松市産業部農林課 

 

⑺ 道路法 

 ① 承認（第２４条） 

   道路管理者以外のものが、自らの費用で道路に関する工事を行う場合 
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 ② 担当機関 

   市建設部土木課（市道） 

   国土交通省東北地方整備局福島河川国道事務所（国道４号） 

   二本松土木事務所業務課（一般国道、県道） 

 

⑻ 建築基準法 

 ① 建築確認 

   一定規模以上の擁壁等の工作物を設置する場合 

 ② 担当機関 

   特定行政庁（福島県土木部建築指導課、福島県県北建設事務所建築住宅課） 

   指定確認機関（(財)ふくしま建築センターほか） 

 

⑼ 文化財保護法 

 ① 埋蔵文化財包蔵地の現状に何らかの変更を招来する一切の行為は届出を行う必要があります。 

 ② 届出先：二本松市教育委員会文化課 

 

⑽ 土壌汚染対策法 

 ① 一定規模（３，０００㎡）以上の土地の掘削その他の土地の形質の変更を行う者は、当該土地

の形質の変更に着手する日の３０日前までに計画の届出を行う必要があります。 

 ② 届出先：二本松市民部生活環境課 

 

⑾ 自然公園法及び福島県立自然公園条例 

 ① 許可（届出） 

   国立公園・国定公園・県立自然公園内で、工作物の新設、建築物の新築・改築・増築、木材の 

伐採、土地の開墾、土地の形状の変更等を行おうとする場合 

 ② 担当機関：福島県県北地方振興局県民生活課 

 

⑿ 景観法、福島県景観条例及び二本松市景観条例 

 ① 届出・協議 

   大規模な建築物及び工作物の新築等や土地の区画形質の変更などで、大規模行為を行う場合に

は届出が必要になります。また、「大規模特定行為」に該当する場合は、届出をする前に協議が必

要となります。 

 ② 届出（協議）時期 

   大規模行為届出・・・・・・・・・・着手日の３０日前 

   大規模特定行為の事前協議・・・・・着手日の６０日前 

 ③ 届出先：二本松市建設部都市計画課 
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⒀ 屋外広告物法及び福島県屋外広告物条例 

 ① 屋外で公衆に表示されているポスター、立看板、広告板、広告塔などの屋外広告物を許可地域

に表示するためには、市長の許可が必要となります。 

 ② 申請先：二本松市建設部都市計画課 

 

⒁ その他の法令 

  店舗、工場等の開発行為は、都市計画法上は適合する用途であっても、これら継続的に行うため

に必要な資格等を有しない限り、これらの業を開始できないことにもなりかねませんので、建築物

の用途が資格等が必要な場合には、資格等を取得しているか、又は取得する見込みを確認します。 

 ・ 水道法（専用水道の布設工事等） 

 ・ 福島県給水施設等条例（給水施設の布設工事等） 

 ・ 温泉法（温泉ゆう出目的での土地の掘削・試掘、温泉保護地域等での土地の掘削・試掘） 

 ・ 公有水面埋立法（河、沼等の埋立て） 

 ・ 河川法（河川占用、工作物、土地の掘削等） 

 ・ 砂防法（砂防指定地で土地の掘削、立木竹の伐採等） 

 ・ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（急傾斜地崩壊危険区域内でのり切、切土、立

木竹の伐採、水の放流、土砂採取等） 

 ・ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（土砂災害特別警戒区域内

での開発行為等） 

 ・ 消防法（屋外タンク貯蔵所等の危険物施設） 

 ・ 火薬類取締法（火薬の貯蔵施設等） 

 ・ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（産業廃棄物処理施設） 

 ・ 福島県産業廃棄物等の処理の適正化に関する条例（産業廃棄物処理施設、保管場所、汚染土壌

の処分等） 

 ・ 福島県産業廃棄物処理指導要綱（産業廃棄物処理施設） 

 ・ 大気汚染防止法（工場、事業場等のばい煙、粉じん発生施設等） 

 ・ 水質汚濁防止法（工場、事業場等の有害物質使用特定施設等） 

 ・ 騒音規制法（工場、事業場等の騒音） 

 ・ 振動規制法（金属加工機械等の施設、くい打機・くい抜機を使用する作業等） 

 ・ 福島県生活環境の保全等に関する条例（騒音指定建設作業の届出等） 

 ・ 悪臭防止法（悪臭物質濃度規制等） 

 ・ ダイオキシン類対策特別措置法（大気基準、水質基準等） 

 ・ 墓地、埋葬等に関する法律（墓地経営等の許可） 

 ・ 福島県ゴルフ場開発指導要綱（９ホール以上） 

 ・ 大規模小売店舗立地法（１，０００㎡を超える店舗面積の新設等） 

 ・ 福島県商業まちづくりの推進に関する条例（６，０００㎡を超える店舗面積の新設等） 

 ・ 工場立地法（製造業等の新設の場合、建築面積３，０００㎡以上の届出等） 

 ・ 福島県工業開発条例（敷地面積１，０００㎡以上の工場新設等） 
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第３節 開発許可申請 
 

⑴ 申請書提出先 

  二本松市の区域で行う開発行為にあっては、二本松市役所建設部都市計画課となります。 

  〒９６４－８６０１ 福島県二本松市金色４０３－１（二本松市役所本庁舎２階） 

 

  また、複数の市町村にまたがる区域を対象とする開発行為の場合は、当該市町村それぞれに申請

書を提出することになります。 

⑵ 提出部数 

 ① 申請書･･････････････正本１部、副本１部 

 ② 添付図書････････････正本１部、副本１部 

⑶ 様式、添付図書、添付順序、留意事項等 

    Ａ 自己用住宅の場合 

    Ｂ 自己業務用の場合 

    Ｃ その他の場合 

《書面》                               △は１ｈａ以上の場合 
順 名称  ※様式 内容、留意事項等 Ａ Ｂ Ｃ 
１ 開発行為許可申請書 

（都市計画区域内の開
発行為で３，０００㎡
以上の場合） 
※別記様式第二 

・開発区域の全ての地番表示（一筆の一部がある場合「～
の一部」、無地番の場合は「○番地先」と記載）、欄が
不足する場合は地番表の別添も可 

・住所は略さず正確に記載します。添付している住民票
等の記載を確認し、そのとおりに記載します。（例：一
丁目２番３号（１－２－３などと略さない） 

・地番順に記載 
・認定外道路、水路（いわゆる赤線、青線）を見落とし

ていないか。「この場合は、・・・、○○番○及び○○
番○並びにこれらの区域に介在（隣接・隣接介在）す
る認定外道路及び水路」と記載する。記入欄が狭い場
合は、別紙に記載することも可。 

・工区に分けたときは、その位置、区域、規模を明記 
・面積は㎡単位で実測値（小数点第２位まで） 
※実測値と登記簿とで整合しない場合、実測地とするが

土地境界立会確認書を添付 
・「予定建築物等の用途」欄は、建築基準法上の表現とし、

工場などの場合は、何の工場か括弧書きで具体的に記
載。既存建築物を含めた開発の場合、その建築物も含
める 

・「工事施行者住所氏名」欄は、「未定」として申請され
る場合があるが、公共団体等が申請者の場合で、「内部
規定等で入札手続きは諸法令の手続完了後に行うた
め」といった内容の理由以外には認められない。 

・「工事着手予定年月日」欄は、許可日が予定日を過ぎて
しまう場合が想定されるときは、「許可の日から」と記
載することも可能 

・他の法令による許認可等を要する場合には、その手続
き状況を明記 

○ ○ ○ 

開発行為許可申請書 
（都市計画区域外の開
発行為で１０，０００
㎡以上の場合） 
※別記様式第二の二 

２ 委任状 ※参考様式１ 
（代理人委任の場合） 

・委任者及び受任者の住所、氏名、開発区域及び面積、
委任日等を明記 

○ ○ ○ 
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３ 申請者の印鑑登録証明
書 

・発行後３ヶ月以内のもの 
・申請書、委任状の印影と合致させる 

○ ○ ○ 

４ 設計説明書 
※第１１号様式 

・開発の目的、必要性等を簡述すること 
・工区に分割したときは工区別の内訳表を作成 

× ○ ○ 

５ 資金計画書 
※別記様式第三 

・宅地処分収入に、申請宅地の分譲等の処分収入を記載
しないこと 

・工事費のうち、整地工事費は、伐採、暗渠、切土盛土、
敷地の整形、張芝、擁壁等について算定 

・道路工事費は路盤工、道路側溝、砂利敷、舗装等につ
いて算定 

・排水工事費は、公共の用に供する排水施設、敷地の排
水溝、ならびに調整池の築造費等について算定 

・終末処理施設については別途計上する 
・公園施設工事費は、公園内の植樹、遊具施設について

算定 
・附帯工事費は、仮設工事費、道路復旧費等、工事に関

連して必要な費用について算定 

× △ ○ 

 工事費等に関す
る積算資料 

・見積書等    

６ 申請者の資力信用調書 
※第８号様式 

・「法令による許可等」の欄は、宅地建物取引業法による
免許、建設業法による建設業許可等を明記 

・公共団体の場合は、予算書の抄本を添付 

× △ ○ 

 （個人） 
①住民票 
②預金残高証明書 
③融資証明書 
④納税証明書 

・住民票は発行後３ヶ月以内のもの 
・預金残高証明書、融資証明書金融機関が２ヶ月以内の
残高等を証明したもの（複数機関のときは同一日付の
残高を証明したもの） 

・納税証明書は前年度分の固定資産税、個人事業税及び
市町村民税に係るもの 

（法人） 
①登記事項証明書 
②定款 
③預金残高証明書 
④融資証明書 
⑤納税証明書 

・登記事項証明書は発行後３ヶ月以内のもの 
・預金残高証明書、融資証明書金融機関が２ヶ月以内の
残高等を証明したもの（複数機関のときは同一日付の
残高を証明したもの） 

・納税証明書は前年度分の固定資産税、法人事業税及び
法人市町村民税に係るもの 

７ 設計者の資格に関する
申告書 
※第１２号様式 

 △ △ △ 

 ①設計者の資格に
関する卒業証明
書又は免許証等
の写し 

②実務経歴証明書
又は在職証明書 

・証明書は発行後３ヶ月以内のもの 

８ 工事施行者の工事能力
調書 ※第９号様式 

・「法令による許可等」の欄は、建設業法による許可の種
類を明記 

× △ ○ 

 ①建設業等の許可
証明書又は建設
業等の許可書の
写し 

②法人の登記事項
証明書 

・建設業許可の種類については土木工事業であること（た
だし、１件の請負金額が５００万円以上（消費税を含
む）の工事） 

・登記事項証明書は発行後３ヶ月以内のもの 

９ 開発区域の土地等の登
記全部事項証明書 

・開発区域内、区域外施行箇所の土地の登記全部事項証
明書は全て添付 

・既に開発許可を取得した区域を含む体開発については
今回開発に係る部分のみの登記事項全部証明書で可 

・開発区域内に既存の建築物があるときは、その登記事
項全部証明書を添付 

○ ○ ○ 
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・未登記建物の場合は資産証明書を添付 
・発行後３か月以内のもの 
・開発行為同意書の記載順に編綴 
・コピー不可 

10 開発行為同意書 
※第１０号様式 

・「権利の対象物」欄には、土地、建築物等の別を記入し、
（ ）内には、土地については地目を、建築物等につ
いては用途を記入 

・「権利の種類」欄には、所有権・永小作権・地上権・貸
借権・質権・抵当権・根抵当権・先取特権等の種別を
記入 

・権利者が死亡している場合は相続関係が分かる書類を
併せて添付 

・土地・建物権利者以外の同意書はコピーで可 

○ ○ ○ 

 ①同意者の印鑑登
録証明書 

・発行後３か月以内のもの 

11 公共施設管理者同意書 ・写し（要原本照合）を提出 
・開発区域外においても、開発行為に伴って変更又は廃

止される公共施設があればこれを含む 
・区域周辺が農地で農業用水が生きている場合、同意が

必要 
・管理者によっては法３２条同意であることを明記して

いない場合もあるが即した内容であれば可 

○ ○ ○ 

12 公共施設管理予定者と
の協議一覧表 
※第１６号様式 

 ○ ○ ○ 

 ①公共施設管理予
定者との協議経
過書 

※第１７号様式 

・写し（要原本照合）を提出 
・国有財産の処理が伴う場合特に注意 
・公共施設が事業主管理となる場合、将来に問題が生じ

ないように手当をしておくことが必要(特に公園、緑
地） 

13 工事の工程表 ・梅雨期にかかる工事については特に詳細に記入 × ○ ○ 
14 その他、関係法令に基

づく許可、認可等が必
要な場合はその許可等
に関する書面 

・関係法令の許認可が必要な場合は、写しを添付 
・同時許可以外は、関係法令許可書の写しを添付 
・同時許可となるものは、許可申請書の写しを添付 
・農地転用がある場合、申請書の写し（受付印のあるも

の） 

○ ○ ○ 

 

《図面、計算書等》              ※ 申請図書の凡例については、別表によること 

                       ※ 設計者の記名押印又は署名をすること 
順 図書の名称 縮尺 明示すべき事項及び注意事項 Ａ Ｂ Ｃ 
１ 開発区域位

置図 
1/50,000 
以上 

①方位 
②開発区域の位置 
③主要交通機関からの経路、名称 
④主要道路の名称 
⑤排水先の河川への経路、名称 
⑥周辺の都市施設 
※1/10,000 の総括図のある区域はそれによること 
※排水経路は着色 
※市販の住宅地図等の場合は原本（コピーは不可） 

○ ○ ○ 

２ 開発区域区
域図 

1/2,500 
以上 

①方位 
②開発区域、市町村界、町又は字界、都市計画区域界 
③土地の地番及び形状（公図の各筆を割り込んだものを明

示） 
※1/2,500 の都市計画図のある区域はそれによること 
※開発区域は朱線で明示（以下の図面も同じ） 
※市販の住宅地図等の場合は原本（コピーは不可） 

○ ○ ○ 
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３ 現況図 1/2,500 
以上 

①方位 
②地形 
 ・標高差を示す等高線 
 ・植生区分 
 ・既存建築物及び既存擁壁等の工作物の位置及び形状 
③開発区域の境界（朱書き） 
④開発区域及び開発区域の周辺の公共施設 
 ・道路、公園、緑地、広場、河川、水路、取水施設その

他公共施設並びに官公署、文教施設その他公益施設の
位置及び形状 

 ・道路の幅員、道路交差点の地盤高、河川又は水路の幅
員 

⑤令第２８条の２第１号に規定する樹木又は樹木の集団
の状況（位置） 

⑥令第２８条の２第２に規定する切土又は盛土を行う部
分の表土の状況（位置） 

⑦写真撮影場所、方向等を記入 
※等高線は２ｍの標高差を明示 
※樹木若しくは樹木の集団又は表土の状況にあっては、規
模が１ｈａ以上の開発行為について記載 

※接続先道路の名称・種別・幅員を記入 
※市販の住宅地図等の場合は原本（コピーは不可） 

○ ○ ○ 

４ 開発区域及
び周辺の土
地の公図の
写し 

 ①方位 
②開発区域の境界 
③地番、地目、権利者氏名 
④道路、河川・水路 
※開発区域の境界を朱書き 
※周辺部も記入 
※転写場所、転写日、転写者名、を記入 
※複数枚になる場合は、参考図として大判で１枚にした集

成図を添付 

○ ○ ○ 

５ 求積図 1/500 
以上 

①開発区域求積図 
②新旧公共施設求積図 
③区画割求積図 
※求積方法は三斜法等として算式も明示（座標求積の場合

は、全座標点を網羅して求積すること） 
※測点が密集する箇所は、拡大図を作成すること 
※予定道路、その他の道路、水路、公園等を区別して算出 
※崖、法、未利用空地等も算出 
※開発区域外周及び各施設の辺長を表示すること 

○ ○ ○ 

６ 土地利用計
画図 

1/1,000 
以上 

①方位 
②開発区域の境界（朱書き） 
③公共施設の位置及び形状 
 ・公園、緑地、広場の位置、形状、面積、出入口及びさ

く又はへいの位置 
 ・開発区域内の既存道路の位置、形状及び幅員 
 ・開発区域外の道路の位置、形状及び幅員 
 ・接続先道路、取付道路の名称、位置、形状及び幅員 
 ・新設する道路の位置、形状、勾配、幅員、交差点及び

隅切り辺長 
 ・排水施設の位置、形状及び水の流れの方向 
 ・都市計画施設又は地区計画に定められた施設の位置、

形状及び名称 
 ・消防水利、河川その他の公共施設の位置、形状及び幅 
 ・貯水施設の形状及び面積 
 ・遊水池（調整池）の位置及び形状（多目的利用の場合

にあっては、専用部分と多目的利用の区分） 
④予定建築物等の敷地の形状及び面積 

○ ○ ○ 
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⑤敷地に係る予定建築物等の用途 
⑥公益的施設の敷地の位置、形状、名称及び面積 
⑦樹木又は樹木の集団の位置 
⑧緩衝帯の位置、形状及び幅員 
⑨法面（がけを含む。）の位置及び形状、擁壁の位置及び

種類 
⑩開発区域内の既存建築物の位置 
⑪街区又は敷地の番号、辺長、面積、計画地盤高 
※凡例毎に着色するのが望ましい（蛍光ペンは不可） 
※植栽する場合は樹木の種類を明示 
※工区分けがある場合、工区毎の完成形及び全体の完成形

を作成する必要がある 
７ 造成計画平

面図 
1/1,000 
以上 

①方位 
②開発区域の境界（朱書き） 
③切土又は盛土をする土地の部分 
④擁壁の位置、種類、高さ、延長 
⑤法面（がけを含む）の位置、形状、高さ、勾配、保護方
法 

⑥道路の中心線、延長、幅員、勾配及び交差点の計画高 
⑦調整池の位置及び形状 
⑧予定建築物等の敷地の形状及び計画高 
⑨計画地盤高 
※切土又は盛土をする土地の部分で表土の復元等の措置

を講ずるものがあるときはその部分を図示 
※現況図に重ね合わせて作成 
⑩隣接地の地盤高及び建物の位置 
⑪断面図作成箇所（A－A´等） 
⑫ベンチマークの位置と高さ 
※工区分けがある場合、工区毎の完成形及び全体の完成形

を作成する必要がある 

○ ○ ○ 

８ 造成計画断
面図 

1/1,000 
以上 

①測点番号（A－A´等） 
②開発区域の境界 
③切土又は盛土をする前後の地盤面 
④現地盤面と計画地盤面 
⑤計画地盤高 
⑥擁壁の構造及び垂直高 
⑦がけの勾配及び垂直高 
⑧法面の勾配、垂直高及び排水施設 
⑨表土の復元のある部分 
※高低差の著しい箇所について作成 
※盛土の場合、土質及び施工方法を明示 
※区域外の地形も含んだ断面を作成 
※工区分けがある場合、工区毎の完成形及び全体の完成形

を作成する必要がある 

○ ○ ○ 

９ がけの断面
図 

1/50 
以上 

①がけの高さ、勾配 
②土質（土質の種類が２以上のときは、それぞれの土質） 
③地層の厚さ 
④切土又は盛土をする前の地盤面 
⑤小段の位置及び幅 
⑥がけ面の保護の方法（石張り、張り芝、モルタル吹きつ
け等） 

⑦排水施設の位置及び形状 
※切土は高さが２ｍをこえるがけ 
※盛土は高さが１ｍをこえるがけ 
※切土と盛土を同時の場合は高さが２ｍをこえるがけに

ついて作成 
※がけの種類毎、各位置毎に標準図を作成 

○ ○ ○ 
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10 擁壁の断面
図（構造図） 

1/50 
以上 

①擁壁の寸法及び勾配 
②擁壁の材料の種類及び寸法 
③裏込めコンクリートの寸法 
④透水層の位置及び寸法 
⑤水抜き穴の位置、寸法及び材料 
⑥伸縮目地の位置 
⑦隅部の補強の位置 
⑧擁壁を設置する前後の地盤面 
⑨天端より土羽を打った場合、勾配及び寸法 
⑨基礎地盤の土質 
⑩基礎くいの位置、材料及び寸法 
⑪改良地盤の範囲及び方法 
※鉄筋コンクリート擁壁のときは配筋図が必要 
※コンクリート強度、基礎材規格値を表示すること 
※二次製品（宅造認定品）の製品名を表示すること 
※複数の種類がある場合は、種類ごとに作成 
※代表断面図毎に図面作成 
※各構造物の仕様や設計条件等、必要事項を記入すること 
※国土交通省標準図集を使用する場合は、設計条件等、必

要事項を記入すること 

○ ○ ○ 

11 擁壁の展開
図 

1/50 
以上 

①基礎幅 
②基礎前端厚 
③擁壁全高 
④根入れ深さ 
⑤擁壁高 
⑥造成計画高 
⑦地盤高 
⑧単距離 
⑨距離 
※伸縮目地は、原則として２０ｍ以内につき１箇所 
※図の下側に各変化点での値が分かるように記入 

○ ○ ○ 

12 排水施設計
画平面図 

1/500 
以上 

①方位 
②開発区域の境界（朱書き） 
③排水区域の区域界 
④調整池の位置及び形状 
⑤都市計画に定められた排水施設の位置、形状及び名称 
⑥道路側溝その他の排水施設の位置、種類、材料、形状、
内のり寸法及び勾配 

⑦排水管の種類、位置、延長、勾配及び内径 
⑧人孔の位置及び人孔間距離 
※集水区域を番号、系統毎に色分け、流下方向明示 
⑨集水ますの位置、形状、内径又は内法幅、深さ 
⑩水の流れの方向 
⑪吐口の位置 
⑫放流先河川又は水路の名称、位置、形状及び断面寸法 
⑬予定建築物等の敷地の形状及び計画高 
⑭道路、公園その他の公共施設の敷地の計画高 
⑮法面（がけを含む）又は擁壁の位置及び形状 
⑯流量計算書との照合符号 
⑰縦断図作成箇所（A－A´等） 
※集水区域を番号、系統毎に色分け、流下方向明示 
※流域界、集水系統別に色分け 

○ ○ ○ 

13 排水施設構
造図 

1/50 
以上 

①排水施設構造詳細図 
②開渠、暗渠、落差工、人孔、雨水桝吐口等 

○ ○ ○ 

14 排水施設縦
断図 

1/50 
以上 

①測点番号（A－A´等） 
②排水施設の延長、寸法、勾配 
③排水施設高 

△ △ △ 
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④人孔種類、位置・記号 
⑤人孔間距離 
⑥断面図作成箇所（A－A´等） 
※１ha 未満でも落差工のある時は作成 

15 流末水路構
造図 

1/50 
以上 

①放流先の水路、河川の構造詳細図（常水面も表示のこと） 
②放流口の排水施設の構造詳細図 
※遊水池等の場合はその構造 

○ ○ ○ 

16 排水先流路
図 

1/500 
以上 

①方位 
②排水経路の道路、水路等の名称、管理者名及び寸法 
③排水先の河川等の名称及び寸法 
④排水経路の延長 
※申請地から河川までの排水経路を明示 
※水の流れの方向を矢印で明示 

○ ○ ○ 

17 道路計画平
面図 

1/500 
以上 

①方位 
②開発区域の境界 
③道路交点・宅地・公園その他の公共施設の計画高 
④路線番号 
⑤測点 
⑥縦横勾配・延長 
⑦曲線半径 
⑧縦断曲線延長 
⑨勾配変化点の高さ及び区間距離 
⑩Ｌ型及びＵ字溝の種別 
⑪舗装種別 
⑫安全施設の位置･形状･ガードレール等 
⑬帰属する道路区域 
⑭在来公道の位置・形状 

○ ○ ○ 

18 道路横断図 1/100 
以上 

①路面、路盤の詳細 
②幅員構成（車道、歩道、中央帯、停車帯、自転車帯、自
転車歩行者通行帯、路肩等による構成幅 
員） 
③中央高からの高低差 
④中心線からの単距離及び追加距離 
⑤測点及び路線番号 
⑥道路側溝の位置、形状、寸法 
⑦雨水桝及び取付管の形状 
⑧埋設管の位置、勾配、形状及び 
人孔の形状 
⑨道路横断勾配 
※道路、幅員、構造別に表示 

○ ○ ○ 

19 道路縦断図 1/500 
以上 

①測点、勾配 
②計画等、地盤高 
③単距離、追加距離 
④道路記号 
⑤基準線 
※幹線街路及び主要区画街路について作成 

○ ○ ○ 

20 公園広場等
計画図 

1/100 
以上 

①方位 
②公園、広場の形状、寸法、施設の種類、構造、配置、寸

法、高さ 
③出入口及びさく又はへいの形状及び寸法 
※造成緑地についても作成 

× ○ ○ 

21 貯水施設詳
細図 

1/50 
以上 

①躯体形状、寸法 
②各部配筋状況 
③基礎断面図 
④土被り寸法 
⑤蓋平面図 
⑥使用するコンクリート及び鉄筋の品質 

○ ○ ○ 



－４６０－ 

 

22 防災工事計
画平面図 

1/1,000 
以上 

①地形（等高線等） 
②計画道路路線 
③防災施設の位置、形状、寸法、名称 
④段切位置 
⑤表土除却位置 
⑥ヘドロ除却位置、除却深さ 
⑦流土計画 
⑧工事中の雨水、排水系路、沈砂池 
⑨防災施設の設置時期及び期間 
※開発区域が１０ｈａ以上の場合は、防災設計図を別途作

成 
※工区分けがある場合、工区毎の完成形及び全体の完成形

を作成する必要がある 

○ ○ ○ 

23 防災施設構
造図 

1/50 
以上 

・防災施設構造詳細図 
※防災調節池、調整池、沈砂池等防災施設について作成 

○ ○ ○ 

24 給水施設計
画平面図 

1/500 
以上 

①方位 
②開発区域の境界 
③給水施設の位置、形状、内のり寸法 
④取水の位置及び方法 
⑤消火栓の位置 
⑥予定建築物等の敷地の形状及び計画高 
※排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい 

○ ○ ○ 

25 下水道縦断
図 

1/500 
以上 

①人孔の種類、形状、位置、間隔 
②配水管の勾配、管径、土被、管低高 
③地盤高、計画地盤高 
※道路縦断図と兼ねてもよい 

○ ○ ○ 

26 電気施設等
計画平面図 

1/500 
以上 

・電柱・電話柱等の位置、配線 
・ガス基地の位置、配管 
※電柱は道路面に設置しないこと 
※電気供給者、ＮＴＴ、ガス供給者と協議のうえ作成 

× ※ ※ 

27 予定建築物
等の立面及
び平面図 

1/100 
以上 

・建築物等の用途 
※分譲目的の場合等、建築物の規模等が未定の場合は添付
不要 

○ ○ ○ 

28 その他の公
共、公益施
設計画平面
図 

1/100 
以上 

 × ○ ○ 

29 公共施設の
管理者に関
する図面 

1/500 
以上 

①方位 
②開発区域の境界 
③廃止される公共施設 
④変更される公共施設 
⑤新設される公共施設 
⑥新旧公共施設一覧表 
※道路、水路、公園等について作成 
※公図を基に作成・新旧公共施設一覧表には番号、面積、
管理者、所有者記入 

※一覧表と符合させる 

× ○ ○ 

30 擁壁の構造（安定）計
算書 

①設計条件 
②土圧 
③転倒に対する安定 
④滑動に対する安定 
⑤沈下に対する安定 
⑥各部断面の検討 
⑦掘削面の検討 
⑧地震に対する安定 
⑨基礎杭の検討 
※鉄筋コンクリート擁壁、重力式コンクリート擁壁、その

○ ○ ○ 
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他橋梁等の構造物を設置するとき 
※建設省及び福島県の図集使用のときはその写し 
※５ｍを超える場合は土質調査報告書を添付 
※土圧は計算方法を明らかにすること 
※二次製品はカタログの写しを添付し、該当箇所に着色表

示をすること 
31 斜面（地盤）の安定計

算書 
①設計条件 
②土圧 
③斜面先崩壊の検討 
④斜面崩壊の検討 
⑤底部崩壊の検討 
※擁壁で保護しないがけ等について作成 

○ ○ ○ 

32 土地調査書及び地盤
改良計算図書 

①土質の状況、地盤改良の計画 
・軟弱地盤等を含む場合に添付 

○ ○ ○ 

33 水理計算書 ①計画流出量、流速、流量、トレンチ等 
※排水施設、下水道施設、防災施設等について作成 
※開発区域内における雨水、汚水について流水方向別に排

水区域図を作成し、集排水系統別に計画流出量を算定 
※放流先排水施設の排水能力に関する資料を添付 

○ ○ ○ 

34 仕様書 ※開発区域が１０ｈａ以上の場合は必ず添付。１０ｈａ未
満の場合は必要に応じ添付 

○ ○ ○ 

35 その他必要に応じ指
示する図書 

※地質構造図、ボーリング調査等の結果 
※土質試験結果 
※軟弱地盤処理計画書 
※土量計算書（切土量、盛土量、搬入土量及び搬出土量を
算定して土量移動計画図との対象を明記）１ha 以上の
造成又は切土、盛土の面積が 3,000 ㎡以上の場合に添付 

※防災計画書（参考様式３） 
※工作物等の施設の能力に関する計算書 
※ごみ集積所の位置、寸法等（１ha 未満の場合も添付） 
※残土処理場等（開発区域外に搬出する場合） 
※樹木の保存、表土の保全に関する計画書 

× △ △ 
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擁壁の種類別添付資料 

擁壁の種類 

構
造
（
安
定
）
計
算
書 

構
造
図 

カ
タ
ロ
グ 

宅
造
認
定
証 

土
質
試
験
結
果 

現
場
打
擁
壁 

本節に規定する重力式擁壁 

（土質等の設計条件が合致する場合に限る） 
 ○   ○ 

上記以外の重力式擁壁 ○ ○   ○ 

もたれ擁壁 ○ ○   ○ 

片持梁式擁壁 ○ ○   ○ 

擁
壁 

ﾌ
ﾟ
ﾚ
ｷｬ
ｽ
ﾄ 

宅造認定品のプレキャスト擁壁（注１）  ○ ○ ○ ○ 

宅造認定品のプレキャスト擁壁で認定以外の条件で使用 ○ ○ ○  ○ 

宅造認定品以外のプレキャスト擁壁 ○ ○ ○  ○ 

ブ
ッ
ロ
ッ
ク
積 

宅造法令第８条に規定するブロック積  ○   ○ 

宅造認定品のブロック積  ○ ○ ○ ○ 

宅造認定品のブロック積で認定以外の条件で使用 ○ ○ ○  ○ 

本節に規定する重力式擁壁 

（土質等の設計条件が合致する場合に限る） 
○ ○   ○ 

（注１）宅造認定品とは、宅造法施行令第１４条による国土交通大臣の認定を受けたものをいう。 

（注２）土質試験結果とは、背面土および基礎地盤の土質試験結果を指す。現地の土質が、安定計算

書や構造図等において明示している土質等の設計条件と合致していることを確認するためで

ある。 
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第４節 工事着手届出 
 

⑴ 提出時期 

  当該許可に係る工事に着手したとき 

⑵ 申請書提出部数 

  １．届出書･･････････････正本１部、副本１部 

  ２．添付図書････････････正本１部、副本１部 

⑶ 様式、添付図書、添付順序、留意事項等 

順 名称  ※様式 内容、留意事項等 
１ 工事着手届 

※第２２号様式 
・「開発許可番号」は当初許可、すべての変更許可の番号を記載 
・開発区域の全ての地番表示（一筆の一部がある場合「～の一部」、無

地番の場合は「○番地先」と記載）、欄が不足する場合は地番表の別
添も可 

・代理人に委任する場合、余白に代理人住所、氏名、印、電話番号等を
明記 

２ 工事の工程表 ・梅雨期にかかる工事については特に詳細に記入 
３ 開発標識設置位置図 ・写真を撮影した方向を明示 

※市販の住宅地図等の場合は原本（コピーは不可） 
４ 開発標識設置写真 ・撮影日時を記載 

・１箇所の標識について、設置した標識の位置が知れる距離から撮影し
たものと、標識の文字が読み取れる距離から撮影したものの２種類 

 

 

第５節 開発標識 
 

⑴ 掲示期間 

  当該許可に係る工事に着手するときから完了するまでの間 

⑵ 掲示場所 

  当該行為を行う区域内の見やすい場所 

⑶ 標識の内容（様式） 

  当該許可内容を表示した標識･････････････第２３号様式  
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第６節 工事の施工状況管理 
 

⑴ 紛争防止 
  開発行為に関する工事等を施行する場合、あらかじめ隣接地との境界等について争いが生じない

ように民事上の権利関係を明確にするとともに、住民自治会等を通じて要求がある場合には、下記

の事項等について説明会等を開催し、近隣住民との紛争を未然に防止するよう努めてください。 

  なお、紛争が生じた場合は、その解決に誠意をもって当たってください。 

  調整経緯等について報告書等の提出を求める場合があります。 
 

区   分 主な留意事項 

１ 工事に伴う影響に関すること 工事日時帯、工事車両通行の日時帯・頻度、通行工事車両の規模・
進入路、作業重機の搬入方法、必要により交通整理員の配置等 

２ 日照、通風等に関すること 日照､通風、プライバシー等 
３ 交通安全確保に関すること 幹線道路への接続等 
４ 駐車場に関すること 駐車場の位置・規模等 
５ 里道等の通行に関すること 工事期間中の代替通路及び付替里道（道路）の位置等 
⑵ 写真、資料等の整備 
  開発行為に関する工事等を施行状況が把握できる写真や資料を常に整備してください。 

  特に基礎工事等の進捗により検査時に明視できない工事部分については、漏れなく整備すること。 

 ① 工事状況写真の撮影種目 
１ 工事着手前写真 
２ 工事施行中の写真 
 ⑴施行状況写真（下段参照） 
 ⑵検品写真 
 ⑶品質確認写真 
 ⑷計画と現地との不一致の写真 
 ⑸その他施行中の写真 
３ 工事中の安全管理関係写真 
４ 工事完成後写真 
 

※工事施行中の写真の撮影時期 
ア 擁壁工事 
 Ⅰ 掘削の完了時 
 Ⅱ 基礎配筋の完了時 
 Ⅲ 壁配筋の完了時 
 Ⅳ 練積み造擁壁を下端から２分の１の高さまで築造完了

時 
イ 盛土工事 
 Ⅰ 集水施設の敷設の完了時 
 Ⅱ 急傾斜面の段切りの完了時 
 Ⅲ 軟弱な地盤改良等の工事の完了時 
ウ 排水施設工事 
 Ⅰ 軟弱な地盤における排水施設の基礎工事の完了時 
 Ⅱ 主要な暗渠の敷設の完了時 
エ 道路工事 
 Ⅰ 側溝下の基礎栗石の敷設の完了時 
 Ⅱ 舗装工事の開始時 
オ 貯水施設工事 
 Ⅰ 掘削の完了時 
 Ⅱ 底版の配筋の完了時 
 Ⅲ 床版の配筋の完了時 

 ⑴施行状況写真 
 ・ 仮設工事（仮設の排水路、遊水池、沈砂池、防護施設等） 
 ・ 給水施設（給水管の敷設状況、埋め戻し状況） 
 ・ 汚水・雑排水処理施設（桝・管の床付け、配管のサイズ、埋め戻し等の施工状況） 
 ・ 雨水排水管（桝・管の床付け、配管のサイズ、埋め戻し等の施工状況） 
 ・ 貯留浸透施設（施設全体の大きさ、掘削の状況〔幅×長さ×深さ〕、透水シート、フィルター層、

砕石・トレンチ等の施工状況〔出来形の状況 たて×よこ×深さ〕） 
 ・ 浸透施設（施設全体の大きさ、掘削の状況〔幅×長さ×深さ〕透水シート、砕石トレンチ等、

フィルター層、入れ替え層の施工状況〔保護壁が１ｍ以上の工作物の場合、壁に準じた写真〕） 
 ・ 調整池（施設全体の大きさ、掘削の状況〔幅×長さ×深さ〕オリフィス、余水吐きの大きさ（保

護壁が１ｍ以上の工作物の場合、擁壁に準じた写真） 
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 ・ 切土工事（切土厚の測定状況、地滑り抑止ぐい等の設置状況） 
 ・ 盛土工事（切株・雑草及び腐しょく土の除去状況、盛土厚の確定状況、段切りの施工状況〔地

盤勾配 20％以上、高さ 2ｍ以上の場合〕、転圧状況及び地滑り抑止ぐい等の設置状況、地下排水溝
の施工状況〔地下浸透水が生じる場合〕） 

 ・ 擁壁（根伐り底の状況、地業〔杭（材種・長さ・径・継手等）、地盤改良、土の入れ替え等〕の
状況、基礎、止水コンクリート（厚さ５ｃｍ以上）、裏込砕石の施工状況〔全面施工、厚さ、材料〕、
水抜きの設置状況、二次製品の施工状況〔寸法等〕） 

 ・ RC 造擁壁（配筋の状況〔鉄筋の径、ピッチ等〕、鉄筋のかぶり〔４ｃｍ以上、底盤は６ｃｍ以
上〕、型枠の施工状況） 

 ・ 間知石練積み造その他練積み造擁壁（擁壁の下端部分の施工状況〔下端部の厚さ〕、控え長さ〔３
０ｃｍ以上〕の確認、胴込及び裏込コンクリートの施工状況） 

 ・ 防火水槽（施設全体の大きさ、掘削の状況〔幅×長さ×深さ〕根伐り底の状況、地業〔杭、地
盤改良、土の入れ替え、転圧状況等〕の状況、配筋の状況〔鉄筋の径、ピッチ等〕、出来形の確認
〔内法寸法４０㎥以上〕、既製品ラベル等の確認、水張りの状況） 

 ・ 道路工事（道路側溝等の施工状況、道路の舗装状況、〔下層路盤、上層路盤の材料・厚さと転圧
状、舗装仕上げの厚さの確認〕） 

 ・ 各種試験等の状況（ボーリング試験等） 
 ② 出来形管理用写真 
１ 石積（張）工、コンクリート工、擁壁工、地下排水工、吹付け工、側溝工、管（函）渠工等の出
来形寸法及びこれらの基礎工で完成後明視できなくなるもの。 

２ トンネル支保工（埋設）建込間隔、防水工覆工厚、排水竪工、しゃ水膜、集水ます、インバート
巻厚の出来形寸法及びこれらの基礎工で完成後明視できなくなるもの。 

３ 抗門工、水門、ひ門、ひ管、床固め、せき橋台、橋脚等の出来形寸法及び井筒その他基礎工で完
成後明視できなくなるもの。 

４ 床堀、置換工、段切り、まき出し厚、表土厚、地盤線の変化点等における寸法 
５ 路盤工の厚さ、のり覆工、根固工、のり留工等の基礎又はコンクリート等で完成後明視できなく
なるもの。 

６ コンクリート工等の鉄筋、鉄網、伸縮継手等の位置、組立寸法 
７ その他のもので完成後明視できなくなるもの 
 ③ 工事中の災害写真 
１ 被災前の写真（上記の各種目の写真と兼用できる。） 
２ 被災中の写真 
３ 被災後の写真（全ぼう写真、部分写真の両方） 
４ 復旧工事の関する写真（工事状況写真及び出来形管理用写真） 
 ④ 撮影基準 
・撮影された写真が状況、場所、時期、寸法等の確認、判定等ができるよう工夫する。 
・写真の目的を明確にするため必要な事項を記入した小黒板を写し込む。 
・小黒板は、寸法４５×３０㎝とし、次の事項を記入する。 
 （工事名、工種、位置、設計寸法、実測寸法、略図） 
・写真は、９×９㎝の大きさを標準とする。ただし、必要によりサービス版又はつなぎの写真とする
ことができる。 

 ⑤ 管理方法 
・写真は工種、種別、細別ごとに整理し、貼り付ける。 
・提出用写真の整理 
 ア 台紙の大きさは原則Ａ４判 
 イ 表紙には工事名、工事箇所、着工・竣工年月日、写真全枚数、施行者名を記入する。 
 ウ 写真の整理は、初めに竣工写真を、次に着工前写真を貼付し、対照できるようにする。 
 エ 工事中の写真は、各工種について施工の順に応じて整理する。 
※ 目的どおりの撮影でない場合には、速やかに撮り直しを行うものとする。ただし、再撮影不能の

ものや撮り落とした場合は、直ちに市に報告し、その対応についての指示を受けること。 

⑶ 工事中の注意事項 
 ① 工事の施行時には、現場責任者を常駐させること。 
 ② 許可に係る図書を現地に常備すること。 
 ③ 許可に際し付帯された条件を厳守すること。また、施工中に市より指示あるいは注意された場
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合はこれに従うこと。 
 ④ 工事の内容に変更が予測される場合は、事前に協議を行い変更の許可申請等を行うこと。 
 ⑤ 工事中は十分な防災及び保安処置を行うこと。 
 ⑥ 隣接地との境界を明示し，隣接地に支障のない工事を行うこと。 
 ⑦ 工事に使用する進入道路は、使用中損傷しないようにし、損傷した場合は常に補修を行い、工

事完了後はただちに使用前の状態に復旧すること。 
 ⑧ 在来道路に横断管布設又は道路沿いに工事を行う場合には、当該道路管理者及び所轄の警察署

の許可が必要であり、道路の通行止、片側通行等所定の交通標識を設けること。 
 ⑨ 工事施行のため必要な関係官公署その他に対する手続きは迅速に処理すること。 
 ⑩ 測量標は、位置、高さの変動のないよう適切に保護すること。 
 ⑪ 工事が完了した場合は、工事現場の跡かたづけ並びに清掃を行うこと。 
 ⑫ 工事完了に伴う必要な書類は、関係部局へ速やかに提出すること。 
 

 

第７節 開発変更許可申請 
 

⑴ 申請時期 

  許可後、完了公告前に法第３０条第１項各号に掲げる事項を変更しようとするとき 

⑵ 公共施設管理者及び管理予定者との協議（同意） 

  開発行為に関係がある公共施設等について変更しようとする場合は、当該変更について再度、同

意取得又は協議を行う必要があります。 

⑶ 申請書提出部数 

  １．申請書･･････････････正本１部、副本１部 

  ２．添付図書････････････正本１部、副本１部 

⑷ 様式、添付図書、添付順序、留意事項等 
順 名称  ※様式 内容、留意事項等 
１ 開発行為変更許可申請

書 
※第２４号様式 

・「開発許可番号」は当初許可、すべての変更許可の番号を記載 
・開発区域の全ての地番表示（一筆の一部がある場合「～の一部」、無

地番の場合は「○番地先」と記載）、欄が不足する場合は地番表の別
添も可 

・面積は実測値（小数点第２位まで） 
・工区に分けたときは、その位置、区域、規模を明記 
・「その他必要な事項」の欄は、他の法令による許認可等を要する場合

には、その手続き状況を明記 
２ 前回までの許可指令書

の写し 
 

３ 変更前後対照表 
※第２５号様式 

・変更理由、変更事項概要を具体的に記載 
・新旧対照図と整合 

４ 工事の施行状況を記載
した図書 

・施工済み箇所、未施工箇所の別及び割合 
・工程表との整合 

５ 前回までの開発許可に
提出していた図書のう
ち開発行為の変更に伴
いその内容が変更され
るもの及び新たに提出
しなければならないも
の全部 

・変更許可申請書、設計説明書等において変更前及び変更後の比較対照
のできるものは二段書 

  上段（変更前：赤） 
  下段（変更後：黒） 
・変更箇所が分かるように着色 
・公共施設管理者の変更に関する同意添付 
・図面作成者の氏名、押印 
・証明書等で有効期限が過ぎたものは新たに提出 
・同時に軽易な変更届がある場合は、その内容も明示 

６ 変更に係る新旧対象図 ・図面作成者の氏名、押印 
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第８節 開発行為変更届出 
 

⑴ 申請時期 

  変更があった時から遅滞なく届出 

⑵ 届出書提出部数 

  １．届出書･･････････････正本１部、副本１部 

  ２．添付図書････････････正本１部、副本１部 

 

⑶ 様式、添付図書、添付順序、留意事項等 

順 名称  ※様式 内容、留意事項等 
１ 開発行為変更届出書 

※第２８号様式 
・「開発許可番号」は当初許可、すべての変更許可の番号を記載 
・開発区域の全ての地番表示（一筆の一部がある場合「～の一部」、無

地番の場合は「○番地先」と記載）、欄が不足する場合は地番表の別
添も可 

・面積は実測値（小数点第２位まで） 
２ 許可指令書の写し  
３ 予定建築物等の敷地の

形状の変更に係る新旧
対象図 
※第２５号様式 

変更前及び変更後の比較対照のできるものは二段書 
  上段（変更前：赤） 
  下段（変更後：黒） 
・変更箇所が分かるように着色 

 

 

第９節 工事の施行状況報告 
 

⑴ 報告を要する工事 
工事の種類 報告事項 

１ 擁壁工事（高さ
が３メートルを超
えるものに限る。） 

１ 鉄筋コンクリート造擁壁の基礎くいの耐力並びに基礎及び壁体の配筋 
２ 練積み造擁壁の床掘及び基礎並びに壁体の厚さ又は組石材及び裏込コン
クリートの厚さ 

３ 擁壁の水抜穴及びその周囲と透水層の状況 
２ 盛土工事 １ 主要な集水施設の施行状況 

２ 急傾斜面に盛土する場合における盛土前の段切りその他の措置 
３ 排水施設工事 暗渠の敷設状況 
４ 道路工事 舗装工事開始前の路床の状況 
５ 貯水施設、調整
池等工事 

底版及び床版の配筋状況 

６ その他市長が指
定する工事 

市長が必要と認めるもの 

⑵ 報告時期 

 ① 鉄筋を有する擁壁、橋梁等で配筋が完了（コンクリート打設前）したとき 

 ② ５ｍを超える擁壁を設置する場所の地耐力が確認（載荷試験等による）できるとき 

 ③ 石積擁壁の施工状況が確認できるとき 

 ④ 舗装をする場合の埋設物の工事が完了（舗装前）したとき 

 ⑤ 帰属予定の公共施設で、境界確認ができるとき 

 ⑥ 特殊な工法がある場合、その施工状況が確認できるとき 

 ⑦ 市の指示があったとき 
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⑶ 届出書提出部数 

  １．報告書･･････････････正本１部、副本１部 

  ２．添付図書････････････正本１部、副本１部 

⑷ 様式、添付図書、添付順序、留意事項等 
順 名称  ※様式 内容、留意事項等 
１ 開発行為に関する工事

の施行状況報告書 
※第３１号様式 

・「開発許可番号」は当初許可、すべての変更許可の番号を記載 

２ 状況を把握するのに必
要な図書及び写真 

・箇所が分かるように着色 
・写真撮影場所、方向等を記入 

 

 

第１０節 中間検査 

⑴ 検査時期 

  宅地の安全に密接な関連のある工種の中間工程が完了したとき 

⑵ 検査実施の通知 

  第９節の報告に基づき、中間検査が必要と市が判断した場合、文書等で検査日時等を通知します。 

⑶ 工事の手直し等の指示 

  検査の結果、測定の結果、設計と相違する箇所を発見した場合は、工事手直し指示書により工事

の是正を命じます。ただし、敷地の機能、維持上支障をきたさないと認められる軽微なものについ

ては、検査員の判定により指示事項とする。 

⑷ 手直し工事の完了届 

  手直しを指示された工事が完了したときは、手直し工事完了届（第７号様式）を市に提出する。 

  ※ 手直し箇所を表示した平面図並びに手直し前及び手直し後の写真を添付する。 

 

第１１節 災害等が発生したとき 

⑴ 届出時期 

  災害等が発生したときは、至急、電話等で第１報を市に入れる。その後、速やかに書面で届出る。 

⑵ 届出書提出部数 

  １．届出書･･････････････正本１部、副本１部 

  ２．添付図書････････････正本１部、副本１部 

⑶ 様式、添付図書、添付順序、留意事項等 
順 名称  ※様式 内容、留意事項等 
１ 災害等発生届 

※第３２号様式 
・「開発許可番号」は当初許可、全ての変更許可の番号を記載 
・「４発生した位置」の欄は、目標物等からの距離を記入 
・「５ 災害等の状況」の欄は、時系列、規模、内容等、具体的に記入 
・「６応急措置等の状況」の欄は、内容、施工者、時期等を記入 

２ 災害等が発生した位置
を表示した現況図 

・箇所が分かるように着色 
・写真撮影場所、方向等を記入 
※市販の住宅地図等の場合は原本（コピーは不可） 

３ 現況写真 ・第５節⑵③を参照 
・現況図との整合 

４ 状況を把握するのに必
要な図書 
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第１２節 予想外の土質、地盤等に遭遇したとき 
 

⑴ 報告時期 

  工事の施行に当たり予想した土質、地盤等と著しく相違した土質、地盤等に遭遇したとき 

⑵ 報告書提出部数 

  １．報告書･･････････････正本１部、副本１部 

  ２．添付図書････････････正本１部、副本１部 

⑶ 様式、添付図書、添付順序、留意事項等 

順 名称  ※様式 内容、留意事項等 
１ 予想外地盤報告書 

※第３３号様式 
・「開発許可番号」は当初許可、すべての変更許可の番号を記載 
・「３ 遭遇した地盤の位置」の欄は、目標物等からの距離を記入 
・「６ 対応方針等」の欄は、内容、時期等を記入 

２ 予想外地盤に遭遇した
位置を表示した現況図 

・箇所が分かるように着色 
・写真撮影場所、方向等を記入 
※市販の住宅地図等の場合は原本（コピーは不可） 

３ 現況写真 ・現況図との整合 
４ 状況を把握するのに必

要な図書 
 

 

 

第１３節 開発行為の地位の承継届出 
 

⑴ 届出時期 

  事情が生じたときは、遅滞なく市に届出をする。 

⑵ 届出する者 

  承継を受けた者 

⑶ 届出書提出部数 

  １．届出書･･････････････正本１部、副本１部 

  ２．添付図書････････････正本１部、副本１部 

⑷ 様式、添付図書、添付順序、留意事項等 

順 名称  ※様式 内容、留意事項等 
１ 地位承継届出書 

※第４３号様式 
・「開発許可番号」は当初許可、すべての変更許可の番号を記載 

２ 地位を承継したことを
証する書類 

・土地の登記全部事項証明書 
・被承継人が法人のときは、承継したことを証する書類 

⑸ その他 

  承継を受けた者は、工事完了の届出義務、工事廃止の届出義務、その他の届出義務が生じます。 
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第１４節 開発行為の地位の承継申請 
 

⑴ 申請時期 

  許可受人から開発区域内の土地の所有権を譲り受ける等して、実際に工事を施工する権原を取得

した後、速やかに市に申請をする。 

⑵ 申請者 

  承継を受けようとする者 

⑶ 申請書提出部数 

  １．申請書･･････････････正本１部、副本１部 

  ２．添付図書････････････正本１部、副本１部 

⑷ 様式、添付図書、添付順序、留意事項等 

順 名称  ※様式 内容、留意事項等 
１ 地位承継承認申請書 

※第４４号様式 
・「開発許可番号」は当初許可、すべての変更許可の番号を記載 

２ 許可指令書の写し  
３ 土地売買契約書等所有

権その他工事施行に関
する権原を承継したこ
とを証する書類 

 

４ 法人の登記事項証明
書、定款等 

・証明書は発行後３ヶ月以内のもの 

５ 申請者の資力信用調書 
※第８号様式 

・法令による許可等の欄は、宅地建物取引業法による免許、建設業法
による建設業許可等を明記 

 （個人） 
①住民票 
②預金残高証明書 
③融資証明書 
④納税証明書 

・住民票は発行後３ヶ月以内のもの 
・預金残高証明書、融資証明書金融機関が２ヶ月以内の残高等を証明
したもの（複数機関のときは同一日付の残高を証明したもの） 

・納税証明書は前年度分の固定資産税、個人事業税及び市町村民税に
係るもの 

（法人） 
①登記事項証明書 
②定款 
③預金残高証明書 
④融資証明書 
⑤納税証明書 

・住民票は発行後３ヶ月以内のもの 
・預金残高証明書、融資証明書金融機関が２ヶ月以内の残高等を証明
したもの（複数機関のときは同一日付の残高を証明したもの） 

・納税証明書は前年度分の固定資産税、法人事業税及び法人市町村民
税に係るもの 

６ 事業経歴書  
７ 工事施行者の工事能力

調書 
※第９号様式 

・法令による許可等の欄は、建設業法による許可の種類を明記 

 ①建設業等の許可
証明書又は建設 

業等の許可書の写
し 

②法人の登記事項
証明書 

・建設業許可の種類については土木工事業であること（ただし、１件
の請負金額が５００万円以上（消費 

税を含む）の工事） 
・登記事項証明書は発行後３ヶ月以内のもの 

８ 開発区域の土地等の登
記全部事項証明書 

・発行後３か月以内のもの 
（地位の承継の関するもの） 

⑸ その他 

  承継を受けた者は、工事完了の届出義務、工事廃止の届出義務、その他の届出義務が生じます。 
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第１５節 開発行為の廃止届出書 
 

⑴ 届出時期 

  開発行為に関する工事を中止、若しくは廃止する場合で、工事によって損なわれた公共施設の機

能を回復し、又は土地の形質の変更等によって周辺の地域に排水及び水利上の支障、若しくは土砂

崩れ等による被害を及ぼさないよう適切な措置を講じた後、速やかに市に届出をする。 

⑵ 届出書提出部数 

  １．届出書･･････････････正本１部、副本１部 

  ２．添付図書････････････正本１部、副本１部 

⑶ 様式、添付図書、添付順序、留意事項等 
順 名称  ※様式 内容、留意事項等 
１ 開発行為に関する工事

の廃止届出書 
※別記様式第八 

・届出者等の電話番号を明記 
・「開発許可番号」は当初許可、すべての変更許可の番号を記載 
・代理人に委任する場合、余白に代理人住所、氏名、印、電話番号等を

明記 
２ 許可指令書の写し  
３ 工事を廃止した理由を

記載した書類 
 

４ 工事の廃止時における
土地の状況を表した図
面 

※市販の住宅地図等の場合は原本（コピーは不可） 

５ 工事の廃止に伴う防災
対策その他の措置を記
載した書類 

※排水施設の流末までの整備状況、擁壁等構造物背面の状況、がけ面の
上端に続く地盤面の排水勾配、湧水の有無、切盛断面の完成度、のり
面保護工の完成度等は必須 

６ 工事の廃止に伴う防災
対策その他の措置を記
載した図面 

 

⑷ その他 

 ① 報告、勧告等 

   開発許可を行う際に付した条件が満たされてない場合、例えば、工事廃止後の公共施設の復旧

や管理、防災対策に支障がある場合等、開発許可の効力を維持する必要があると判断した場合は、

開発許可の効力を失効させずに、法第８０条による報告や法第８１条に基づく勧告等の必要な措

置を行います。 

 ② 許可の取消し 

   工事完了の意思がないのにもかかわらず、いつまでも廃止の手続をしないものや、廃止の時期

を明らかにしないもの、工事完了の意思があるとしながらも、客観的にみて工事完了の意思や能

力を欠いていると認められるものは、許可を取り消すことがあります。 

   また、工事完了の意思の有無が明らかでないものであっても、工事完了予定日を過ぎてなお工

事未着手のもので、開発区域内の地権者が法第３７条、第４１条等の規定により権利の行使の制

限を受けているものについては、当該地権者の権利保護の必要性と開発許可を受けた者の開発の

利益とを比較の上、開発許可を受けた者の側に特段の保護すべき利益がない限り、許可を取り消

すことがあります。 

 ③ 開発区域の一部を廃止しようとする場合は、更許可申請によることとなります。 
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第１６節 工事完了公告前における建築等の承認申請 
 

⑴ 申請時期 

  建築確認済証の受理後（建築確認が済んでも、全てが承認されるわけではありません。） 

⑵ 申請書提出部数 

  １．申請書･･････････････正本１部、副本１部 

  ２．添付図書････････････正本１部、副本１部 

⑶ 様式、添付図書、添付順序、留意事項等 

順 名称  ※様式 内容、留意事項等 
１ 工事完了公告前建築等

承認申請書 
※第３４号様式 

・「開発許可番号」は当初許可、すべての変更許可の番号を記載 

２ 許可指令書の写し  
３ 土地の登記事項証明書 ・発行後３か月以内のもの 
４ 建築確認済証の写し  
5 工事完了検査が終了す

るまで建物を使用しな
い旨等を記載した確約
書 
※参考様式２ 

 

６ 現況写真 ・直近に撮影したもの、現況図との整合 
７ 工事の工程表 ・梅雨期にかかる工事については特に詳細に記入 
８ 防災計画書 

※参考様式３ 
 

《図面、計算書等》              ※ 申請図書の凡例については、別表によること 

                       ※ 設計者の記名押印又は署名をすること 
順 図書の名称 縮尺 明示すべき事項及び注意事項 
１ 開発区域位

置図 
1/50,000 
以上 

①方位 
②開発区域の位置 
③主要交通機関からの経路、名称 
④主要道路の名称 
⑤排水先の河川への経路、名称 
※1/10,000 の管内図のある区域はそれによること 
※排水経路は着色 
※市販の住宅地図等の場合は原本（コピーは不可） 

２ 現況図 1/2,500 
以上 

①方位 
②地形 
 ・標高差を示す等高線 
 ・既存建築物及び既存擁壁等の工作物の位置及び形状 
③開発区域の境界（朱書き） 
④開発区域及び開発区域の周辺の公共施設 
 ・道路、公園、緑地、広場、河川、水路、取水施設その他公共施設並

びに官公署、文教施設その他公益施設の位置及び形状 
 ・道路の幅員、道路交差点の地盤高、河川又は水路の幅員 
⑤写真撮影場所、方向等を記入 
※等高線は２ｍの標高差を明示 
※接続先道路の名称・種別・幅員を記入 
※市販の住宅地図等の場合は原本（コピーは不可） 

３ 開発区域及
び周辺の土
地の公図の
写し 

 ①方位 
②開発区域の境界 
③地番、地目、権利者氏名 
④道路、河川・水路 
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※開発区域の境界を朱書き・周辺部も記入 
※転写場所、転写日、転写者名、を記入 
※複数枚になる場合は、参考図として大判で１枚にした集成図を添付 

４ 土地利用計
画図 

1/1,000 
以上 

①方位 
②開発区域の境界（朱書き） 
③公共施設の位置及び形状 
※凡例毎に着色するのが望ましい 
 ・開発区域外の道路の位置、形状及び幅員 
 ・接続先道路、取付道路の名称、位置、形状及び幅員 
 ・新設する道路の位置、形状、勾配、幅員、交差点及び隅切り辺長 
 ・排水施設の位置、形状及び水の流れの方向 
 ・都市計画施設又は地区計画に定められた施設の位置、形状及び名称 
 ・消防水利、河川その他の公共施設の位置、形状及び幅 
 ・貯水施設の形状及び面積 
④予定建築物等の敷地の形状及び面積 
⑤敷地に係る予定建築物等の用途 
⑥法面（がけを含む。）の位置及び形状、擁壁の位置及び種類 
⑦街区又は敷地の番号、辺長、面積、計画地盤高 

５ 建物配置図 1/500 
以上 

①方位 
②敷地、建物の道路との位置関係 
③建物の形態、大きさ 

６ 予定建築物
等の立面及
び平面図 

1/100 
以上 

・建築物等の用途 

第１７節 工事完了届出・公共施設工事完了届出 

⑴ 届出時期 

 ① 工事完了届出 

   開発区域若しくは工区の全部の工事が完了した時は、速やかに市に届出をする。 

 ② 公共施設工事完了届出 

   公共施設に関する工事が完了した時は、速やかに市に届出をする。 

⑵ 届出書提出部数 

  １．届出書･･････････････正本１部、副本１部 

  ２．添付図書････････････正本１部、副本１部 

⑶ 様式、添付図書、添付順序、留意事項等 
順 名称  ※様式 内容、留意事項等 
１ 工事完了届出書 

※別記様式第四 
・「開発許可番号」は当初許可、すべての変更許可の番号を記載 
・代理人に委任する場合、余白に代理人住所、氏名、印、電話番号等を

明記 
２ 開発区域位置図 ・1/25,000 の管内図のある区域はそれによること 

※市販の住宅地図等の場合は原本（コピーは不可） 
３ 工事完了図 ・変更前の情報は全て消去すること 
４ 出来高管理図 ・出来高寸法は、赤色で記載（施工管理に関する図書を含む） 
５ 地積測量図（確定）  
６ 開発区域となる土地の

所在図 
・土地の公図の写し 
※複数枚になる場合は、参考図として大判で１枚にした集成図を添付 

７ 工事施行前、工事施行
中及び工事完了後の写
真 

・工事施行中の写真は、⑴施行状況写真 ⑵検品写真 ⑶品質確認写真 
 ⑷計画と現地との不一致の写真 ⑸その他施行中の写真とする 
・工事中の安全管理関係写真も含む 

８ 品質管理に関する書類 ・検査員と協議の上、必要書類を添付すること 
９ 公共施設の管理・帰属

に必要な書類 
（次頁参照） 
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第１８節 公共施設の管理及び公共施設の用に供する土地の帰属 
 

⑴ 寄付申出時期 

 ① 工事完了届出と同時又は、公共施設を管理することとなるものの検査等の確認を受けた時に、

市又は公共施設管理予定者に提出する。 

⑵ 届出書提出部数 

  １．寄付申出書･･････････（帰属する公共施設ごとに）正本１部、副本１部 

  ２．添付図書････････････（帰属する公共施設ごとに）正本１部、副本１部 

⑶ 様式、添付図書、添付順序、留意事項等 

順 名称  ※様式 内容、留意事項等 
１ 寄付申出書 ・申請者又は工事施工者が法人である場合、氏名は、その法人の名称

及び代表者氏名を記載 
２ 登記嘱託書  
３ 登記原因証明情報兼登

記承諾書 
・印鑑登録してある実印を押印 

４ 印鑑登録証明書 ・発行後３ヶ月以内のもの 
・申出書、承諾書の印影と合致させる 

５ 土地の登記事項証明書 ・発行後３ヶ月以内のもの 
６ 開発区域位置図 ・1/25,000 の管内図のある区域はそれによること 

※市販の住宅地図等の場合は原本（コピーは不可） 
７ 土地の公図の写し ・開発区域の境界を朱書き 

※複数枚になる場合は、参考図として大判で１枚にした集成図を添付 
８ 地積測量図  
９ 土地所在図 ※市販の住宅地図等の場合は原本（コピーは不可） 
10 工事完了図（出来高図） ・出来高寸法は、赤色で記載 
11 土地境界立会確認書  
12 確約書 

※参考様式４ 
 

13 協定書 
※参考様式５ 

・土地のみを帰属し、管理を開発者が行う場合 

※ 市以外のものに帰属する場合は、公共施設管理予定者の取り決めによる。 

※ 開発区域のうち当該公共施設の用に供される土地を開発者以外の者が所有している場合等には、

当該開発行為に関する工事の完了までに、開発者において当該土地の所有権を取得する必要があり

ます。また、公共公益施設用地に抵当権、質権、貸借権その他の所有権以外の権利が設定されてい

るときは、当該権利を工事完了公告までに抹消し、又は消滅させてください。 

⑷ 開発者において管理される公共施設 

  開発行為によって設置された公共施設は、都市計画上、災害の防止上、環境の整備上の観点等か

ら、道路、公園、排水施設等の公共施設の整備を義務づけたものです。 

  よって、設置された公共施設が事業の施行後においても適正に管理してください。 

  原則、公共施設の廃止や用途変更は認められません。 

  また、第三者へ転売されて住宅が建ってしまう等、公共施設の機能が失われ、本市及び地域住民

の双方にとって問題となる事態の発生も考えられますので、やむを得ず、公共施設の廃止や用途変

更が必要となった場合は、事前に市に協議してください。 

 

  



－４７５－ 

 

第１９節 予定建築物等以外の建築等の許可申請 
 

⑴ 申請書提出部数 

  １．申請書･･････････････正本１部、副本１部 

  ２．添付図書････････････正本１部、副本１部 

⑵ 様式、添付図書、添付順序、留意事項等 

順 名称  ※様式 内容、留意事項等 
１ 予定建築物等以外の建

築等許可申請書 
※第３８号様式 

・「開発許可番号」は当初許可、すべての変更許可の番号を記載 

２ 許可指令書の写し  
３ 建築しなければならな

い理由を記載した書類 
 

６ 現況写真 ・直近に撮影したもの 
・現況図との整合 

７ 工事の工程表 ・梅雨期にかかる工事については特に詳細に記入 
《図面、計算書等》              ※ 申請図書の凡例については、別表によること 

                       ※ 設計者の記名押印又は署名をすること 
順 図書の名称 縮尺 明示すべき事項及び注意事項 
１ 開発区域位

置図 
1/50,000 
以上 

①方位 
②開発区域の位置 
③主要交通機関からの経路、名称 
④主要道路の名称 
※1/10,000 の管内図のある区域はそれによること 
※排水経路は着色 
※市販の住宅地図等の場合は原本（コピーは不可） 

２ 開発区域区
域図 

1/2,500 
以上 

①方位 
②開発区域、市町村界、町又は字界、都市計画区域界 
③土地の地番及び形状 
（公図の各筆を割り込んだものを明示） 
※1/2,500 の都市計画図のある区域はそれによること 
※開発区域は朱線で明示（以下の図面も同じ） 
※市販の住宅地図等の場合は原本（コピーは不可） 

２ 現況図 1/2,500 
以上 

①方位 
②地形 
 ・標高差を示す等高線 
 ・既存建築物及び既存擁壁等の工作物の位置及び形状 
③開発区域の境界（朱書き） 
④開発区域及び開発区域の周辺の公共施設 
 ・道路、公園、緑地、広場、河川、水路、取水施設その他公共施設並

びに官公署、文教施設その他公益施設の位置及び形状 
 ・道路の幅員、道路交差点の地盤高、河川又は水路の幅員 
⑤写真撮影場所、方向等を記入 
※等高線は２ｍの標高差を明示 
※接続先道路の名称・種別・幅員を記入 
※市販の住宅地図等の場合は原本（コピーは不可） 
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４ 土地利用計
画図 

1/1,000 
以上 

①方位 
②開発区域の境界（朱書き） 
③公共施設の位置及び形状 
 ・開発区域外の道路の位置、形状及び幅員 
 ・接続先道路、取付道路の名称、位置、形状及び幅員 
 ・新設された道路の位置、形状、勾配、幅員、交差点及び隅切り辺長 
 ・排水施設の位置、形状及び水の流れの方向 
 ・都市計画施設又は地区計画に定められた施設の位置、形状及び名称 
 ・消防水利、河川その他の公共施設の位置、形状及び幅 
 ・貯水施設の形状及び面積 
④予定建築物等の敷地の形状及び面積 
⑤敷地に係る予定建築物等の用途 
⑥法面（がけを含む。）の位置及び形状、擁壁の位置及び種類 
⑦街区又は敷地の番号、辺長、面積、計画地盤高 
※凡例毎に着色するのが望ましい 

５ 建物配置図 1/500 
以上 

①方位 
②敷地、建物の道路との位置関係 
③建物の形態、大きさ 

６ 予定建築物
等の立面及
び平面図 

1/100 
以上 

・建築物等の用途 

 

⑶ 標識 

 ① 掲示期間 

   当該許可に係る工事に着手するときから完了するまでの間 

 ② 掲示場所 

   当該行為を行う区域内の見やすい場所 

 ③ 標識の内容（様式） 

   当該許可内容を表示した標識･････････････第３６号様式 
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第２０節 都市計画施設の区域における建築許可申請（５３条許可） 
 

⑴ 申請書提出部数 

  １．申請書･･････････････正本１部、副本１部 

  ２．添付図書････････････正本１部、副本１部 

⑵ 様式、添付図書、添付順序、留意事項等 

順 名称  ※様式 内容、留意事項等 
１ 許可申請書 

※別記様式第十 
・申請者等の電話番号を明記 
・代理人に委任する場合、余白に代理人住所、氏名、印、電話番号等を

明記 
２ 委任状 ※参考様式１ 

（代理人委任の場合） 
 

３ 確約書 
※第 49 号様式 

 

《図面、計算書等》 
順 図書の名称 縮尺 明示すべき事項及び注意事項 
１ 開発区域位

置図 
1/10,000 
以上 

①方位 
②開発区域の位置 
③主要交通機関からの経路、名称 
④主要道路の名称 
※1/10,000 の都市計画図のある区域はそれによること 
※市販の住宅地図等の場合は原本（コピーは不可） 

２ 開発区域区
域図 

1/2,500 
以上 

①方位 
②開発区域、市町村界、町又は字界、都市計画区域界 
③土地の地番及び形状 
※1/2,500 の都市計画図のある区域はそれによること 
※開発区域は朱線で明示（以下の図面も同じ） 
※市販の住宅地図等の場合は原本（コピーは不可） 

５ 建物配置図 1/500 
以上 

①方位 
②敷地、建物の道路との位置関係 
③建物の形態、大きさ 
※計画線又は事業区域を朱線により明示 

６ 二面以上の
建築物の断
面図 

1/200 
以上 

※計画線又は事業区域を朱線により明示 

７ 予定建築物
等の立面及
び平面図 

1/200 
以上 

・建築物等の用途 
※計画線又は事業区域を朱線により明示 

８ 土地の公図
の写し 

 ※計画線又は事業区域を朱線により明示 
※複数枚になる場合は、参考図として大判で１枚にした集成図を添付 
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第２１節 地区計画の区域内における行為の届出 
  ※ 開発許可を受けた場合は原則届出不要、ただし、建物の配置が変わる場合や、予定建築物と

なっていない建物を新たに建築する場合は必要 

⑴ 届出書提出部数 

  １．届出書･･････････････正本１部、副本１部 

  ２．添付図書････････････正本１部、副本１部 

⑵ 様式、添付図書、添付順序、留意事項等 
順 名称  ※様式 内容、留意事項等 
１ 地区計画の区域内にお

ける行為の届出書 
※別記様式第十一の二 

・代理人に委任する場合、余白に代理人住所、氏名、印、電話番号等を
明記 

・建築物等の用途の変更について変更部分が二以上あるときは、各部分
ごとに記載 

・地区計画において定められている内容に照らして、必要な事項につい
て記載すること。 

・都市計画法第１２条の９に規定する内容を定めた地区整備計画の区域
内における建築物の建築又は用途の変更については、次によること。 
⑴当該建築物の建築については、⑵(ﾛ)(ⅲ)延べ面積欄の（ ）の中に

当該建築物の住宅の用途に供する部分の延べ面積を記載すること。
用途の変更があわせて行われるときは、用途変更後の住宅の用途に
供する部分の延べ面積を記載すること。 

⑵当該建築物の用途の変更については、⑵(ﾛ)(ⅰ)敷地面積の合計欄及
び⑵(ﾛ)(ⅲ)延べ面積の合計欄（同欄中の（ ）は用途変更後の当該
建築物の住宅の用途に供する部分の延べ面積の合計欄）についても
記載すること。 

・同一の土地の区域について二以上の種類の行為を行おうとするとき
は、一の届出書によることができる。 

・緑化施設の面積は、都市緑地法施行規則第９条に定める方法により算
定すること。 

２ 委任状 ※参考様式１ 
（代理人委任の場合） 

 

《図面、計算書等》 
順 図書の名称 縮尺 明示すべき事項及び注意事項 
１ 区域図 1/1,000 

以上 
①方位 
②開発区域の位置 
③主要交通機関からの経路、名称 
④主要道路の名称 
⑤その他周辺の公共施設 
※市販の住宅地図等の場合は原本（コピーは不可） 

２ 設計図 1/500 
以上 

①建築物の用途 
②建築物等の形態又は意匠 
③かき又はさくの構造 

３ 配置図 1/1,000 
以上 

①方位 
②建築物毎の敷地面積 
③壁面位置 
④緑地又は公園 

４ ２面以上の
建築物又は
工作物の立
面図及び各
階平面図 

1/50 
以上 

①建築物等の形態又は意匠 

５ 施行方法を
明らかにす
る図面 

 （木竹の伐採の場合） 
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第２２節 開発行為又は建築に関する証明（６０条証明） 
 

⑴ 申請書提出部数 

  １．申請書･･････････････正本１部、副本１部 

  ２．添付図書････････････正本１部、副本１部 

⑵ 様式、添付図書、添付順序、留意事項等 

順 名称  ※様式 内容、留意事項等 
１ 開発行為又は建築等に

関する証明書交付申請
書 
※第６０号様式 

・「開発許可番号」は当初許可、すべての変更許可の番号を記載 
・代理人に委任する場合、余白に代理人住所、氏名、印、電話番号等を

明記 

２ 委任状 ※参考様式１ 
（代理人委任の場合） 

・委任者及び受任者の住所、氏名、開発区域及び面積、委任日、等を明
記 

３ 建築確認申請書の写し  
４ 都市計画法の規定に適

合していることを表す
書類 

 

５ 開発行為又は建築等の
内容が分かる書類 

・位置図 
・現況図 
・土地利用計画図 
・建築物の配置図 
・建築物の平面図及び立面図 
・土地の公図の写し 
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別記様式第二（第１６条関係） 

開発行為許可申請書 

 都市計画法第２９条第１項の規定により、開発行為の許可を申請します。 

平成   年   月   日 

二本松市長 三保 恵一 様 

住所（所在地）                

許可申請者 氏名                     

（名称及び代表者氏名）         印  

電話番号                   

※手数料欄 

※収受欄 

変
更
行
為
の
概
要 

１ 開発区域に含まれる地域

の名称 

 

 

 

 

２ 開発区域の地目及び面積 地目 面積          ㎡ 

３ 予定建築物 用途 面積          ㎡ 

４ 工事施工者の住所、氏名

及び電話（ＦＡＸ） 

 

 

電話           ＦＡＸ 

５ 工事着手予定年月日 平成   年   月   日 

６ 工事完了予定年月日 平成   年   月   日 

７ 自己の居住、自己の業務

の用、その他の別 
自己用（居住・業務） その他（         ） 

９ その他必要な事項  

申請代理人の住所、氏名及び電話

（ＦＡＸ） 

 

                          印  

電話          ＦＡＸ 

備考 １ 許可申請者又は工事施行者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名

を記載すること。 

   ２ 許可申請者の氏名（法人にあってはその代表者の氏名）の記載を自署で行う場合においては、押印を

省略することができる。 

   ３ ※印のある欄は記載しないこと。 

   ４ 「その他必要な事項」の欄には、開発行為を行うことについて、農地法その他の法令による許可、認

可等を要する場合には、その手続状況を記載すること。  
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別記様式第二の二（第１６条関係） 

開発行為許可申請書 

 都市計画法第２９条第２項の規定により、開発行為の許可を申請します。 

平成   年   月   日 

二本松市長 三保 恵一 様 

住所（所在地）                

許可申請者 氏名                     

（名称及び代表者氏名）         印  

電話番号                   

※手数料欄 

※収受欄 

変
更
行
為
の
概
要 

１ 開発区域に含まれる地域

の名称 

 

 

 

 

２ 開発区域の地目及び面積 地目 面積          ㎡ 

３ 予定建築物 用途 面積          ㎡ 

４ 工事施工者の住所、氏名

及び電話（ＦＡＸ） 

 

 

電話           ＦＡＸ 

５ 工事着手予定年月日 平成   年   月   日 

６ 工事完了予定年月日 平成   年   月   日 

７ 自己の居住、自己の業務

の用、その他の別 
自己用（居住・業務） その他（         ） 

９ その他必要な事項  

申請代理人の住所、氏名及び電話

（ＦＡＸ） 

 

                          印  

電話          ＦＡＸ 

備考 １ 許可申請者又は工事施行者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名

を記載すること。 

   ２ 許可申請者の氏名（法人にあってはその代表者の氏名）の記載を自署で行う場合においては、押印を

省略することができる。 

   ３ ※印のある欄は記載しないこと。 

   ４ 「その他必要な事項」の欄には、開発行為を行うことについて、農地法その他の法令による許可、認

可等を要する場合には、その手続状況を記載すること。  
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別記様式第三（第１６条関係） 

資金計画書 

１ 収支計画                                 （単位 円） 

科目 金額 摘要 

収
入 

処分収入 

 宅地処分収入 

 その他の処分収入 

補助負担金 

自己資金 

計 

  

支
出 

用地費 

工事費 

 整地工事費 

 （伐採、暗渠、切土盛土、

敷地の整形、張芝、擁壁等） 

 道路工事費 

 （路盤工、道路側溝、砂利

敷、舗装等） 

 排水施設工事費 

 （公共用排水施設、敷地の

排水溝、調整池等） 

 給水施設工事費 

 擁壁施設工事費 

 公園施設工事費 

 （公園内の植樹、遊具施設

等） 

附帯工事費 

 （仮設工事、道路復旧費等） 

事務費 

借入金利息 

計 

  

※ 特殊工事は別途積算資料を添付してください。 
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２ 年度別資金計画                              （単位 円） 

科目 年度 年度 年度 計 

支
出 

事業費 

 用地費 

 工事費 

 附帯工事費 

 事務費 

 借入金利息 

借入金償還金 

計 

    

収
入 

自己資金 

借入金 

処分収入 

 宅地処分収入 

 その他の処分収入 

補助負担金 

計 

    

借入金の借入先 
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別記様式第四（第２９条関係） 

 

工事完了届出書 

平成   年   月   日 

二本松市長 三保 恵一 様 

住所（所在地）                

届出者 氏名                     

（名称及び代表者氏名）         印  

電話番号                   

 

 都市計画法第３６条第１項の規定により、開発行為に関する工事（許可番号 平成  年  月  

日   第   号）が下記のとおり完了しましたので届け出ます。 

 

記 

 

１ 工事完了年月日        平成   年   月   日 

 

２ 工事を完了した開発区域 

  又は工区に含まれる地域の名称 

 

 

 

 

 

 

 

※ 受付年月日番号 平成   年   月   日   第    号 

※ 検査年月日 平成   年   月   日 

※ 検査結果 合  否 

※ 検査済証番号 平成   年   月   日   第    号 

※ 工事完了公告年月日 平成   年   月   日   第    号 

備考 １ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

   ２ 届出者の氏名（法人にあってはその代表者の氏名）の記載を自署で行う場合においては、押印を省略

することができる。 

   ３ ※印のある欄は記載しないこと。  
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別記様式第五（第２９条関係） 

 

公共施設工事完了届出書 

平成   年   月   日 

二本松市長 三保 恵一 様 

住所（所在地）                

届出者 氏名                     

（名称及び代表者氏名）         印  

電話番号                   

 

 都市計画法第３６条第１項の規定により、公共施設に関する工事（許可番号 平成  年  月  

日   第   号）が下記のとおり完了しましたので届け出ます。 

 

記 

 

１ 工事完了年月日        平成   年   月   日 

 

２ 工事を完了した開発区域 

  又は工区に含まれる地域の名称 

 

 

 

３ 工事を完了した公共施設 

 

 

 

※ 受付年月日番号 平成   年   月   日   第    号 

※ 検査年月日 平成   年   月   日 

※ 検査結果 合  否 

※ 検査済証番号 平成   年   月   日   第    号 

※ 工事完了公告年月日 平成   年   月   日   第    号 

備考 １ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

   ２ 届出者の氏名（法人にあってはその代表者の氏名）の記載を自署で行う場合においては、押印を省略

することができる。 

   ３ ※印のある欄は記載しないこと。 
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別記様式第六（第３０条関係） 

 

開発行為に関する工事の検査済証 

  都計第   号 

平成   年   月   日 

 

           様 

 

二本松市長 三保 恵一      

 

 下記の開発行為に関する工事は、平成  年  月  日検査の結果都市計画法第２９条第１項（第

２項）の規定による開発許可の内容に適合していることを証明します。 

 

記 

 

１ 許可番号   平成   年   月   日   都計第    号 

 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

 

 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

 

  



－４８８－ 

 

別記様式第七（第３０条関係） 

 

公共施設に関する工事の検査済証 

  都計第   号 

平成   年   月   日 

 

           様 

 

二本松市長 三保 恵一      

 

 下記の公共施設に関する工事は、平成  年  月  日検査の結果都市計画法第２９条第１項（第

２項）の規定による開発許可の内容に適合していることを証明します。 

 

記 

 

１ 許可番号   平成   年   月   日   都計第    号 

 

２ 工事を完了した公共施設が 

存する開発区域又は工区に 

含まれる地域の名称 

 

 

３ 工事を完了した公共施設 

 

 

４ 許可を受けた者の住所及び 

氏名 
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別記様式第八（第３２条関係） 

 

開発行為に関する工事の廃止の届出書 

平成   年   月   日 

二本松市長 三保 恵一 様 

住所（所在地）                

届出者 氏名                     

（名称及び代表者氏名）         印  

電話番号                   

 

 都市計画法第３８条の規定により、開発行為に関する工事（許可番号 平成   年   月   

日   第   号）を下記のとおり廃止しましたので届け出ます。 

 

記 

 

１ 開発行為に関する工事を廃止した年月日   平成   年   月   日 

 

２ 開発行為に関する工事を廃止 

係わる地域の名称 

 

 

３ 開発行為に関する工事を廃止 

係わる地域の面積 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 １ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

   ２ 届出者の氏名（法人にあってはその代表者の氏名）の記載を自署で行う場合においては、押印を省略

することができる。  
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第８号様式（第４条関係） 

申請者の資力信用調書 

 次のとおり相違ありません。 

平成   年   月   日 

二本松市長 三保 恵一 様 

住所（所在地）                

申請者 氏名                     

（名称及び代表者氏名）         印  

電話番号                   

概 
 
 

要 

設立年月日  資本金 千円 

法令による許可

等 
 

従業員数      人（うち土木建築関係技術者     人） 

前年度事業量 千円 総資産額 千円 

前年度納税額 法人税又は所得税       千円、事業税      千円 

主たる取引金融

機関 
 

工事管理者の住所及

び氏名 

 

 

役
員
略
歴 

職名 氏名 年齢 在職年数 資格、免許、学歴等 

          

     

          

宅
地
造
成
経
歴 

工事名 工事施行者名 工事施行場所 面積 ㎡ 
着工 

完了 
年月 

 

 
      

 

  
       

 

  
       

備考 １ 法令による許可等の欄は、宅地建物取引業法による免許、建設業法による建設業許可等について記載

すること。 

   ２ 個人にあっては住民票、法人にあっては登記全部事項証明書、定款を添付すること。 

   ３ 当該申請に係る預金残高証明書又は融資証明書を添付すること。 

   ４ 前年度の納税証明書を添付すること。  
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第９号様式（第４条関係） 

工事施行者の工事能力調書 

 次のとおり相違ありません。 

平成   年   月   日 

二本松市長 三保 恵一 様 

住所（所在地）                

施行者 氏名                     

（名称及び代表者氏名）         印  

電話番号                   

開発行為者住所氏名  

法令による 

許可等 
  

設立年月日 年  月  日 

資本金 千円 

取引金融機関  

建設業法第２６条による 

主任技術者住所氏名 
 

従
業
員 

事務 技術 労務 計 前年度 

納税額 

法人税又は所得税 事業税 

人 人 人 人   

技
術
者
略
歴 

職名 氏名 年齢 在社年数 資格、免許、学歴等 

     

     

     

     

宅
地
造
成
経
歴 

注文主名 
元請又は 

下請の別 
工事施行場所 面積 ㎡ 完成年月日 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

備考 １ 法令による許可等の欄は、建設業法による許可の種類について記載すること。 

   ２ 施行者の登記事項証明書（法人の場合）及び建設業許可証明書又は建設業許可書の写しを添付するこ

と。  
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第１０号様式（第４条関係） 

開発行為同意書 

                 の施行に係る開発行為については、異議なく、その施行につ

いて同意します。 

 なお、当該物件が公共施設の用に供する土地となる場合があっても、異議ありません。 

権利の 

対象物 

対象物の 

所在地番 

権利の 

種類 
同意の年月日 

権利者の 

住所氏名 
実印 共有関係 

(   ) 
  平成  年  月  日    

(   ) 
  平成  年  月  日    

(   ) 
  平成  年  月  日    

(   ) 
  平成  年  月  日    

(   ) 
  平成  年  月  日    

(   ) 
  平成  年  月  日    

(   ) 
  平成  年  月  日    

(   ) 
  平成  年  月  日    

(   ) 
  平成  年  月  日    

(   ) 
  平成  年  月  日    

(   ) 
  平成  年  月  日    

(   ) 
  平成  年  月  日    

備考 １ 「権利の対象物」欄には、土地、建築物等の別を記入し、（ ）内には、土地については地目を、建築

物等については用途を記入してください。 

   ２ 「権利の種類」欄には、所有権、地上権、抵当権、借地権等の種別を記入すること。 

   ３ 同意者の印鑑登録証明書を添付すること。  
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第１１号様式（第４条関係） 

設計説明書 

申請者の住所及び氏

名 
 

設計者の住所及び氏

名 
 

開発区域の名称  

設
計
の
方
針 

開発の目的 

 

 

 

予定建築物等の使用別 自己用・非自己用 

基本方針 

（１）計画戸数 

（２）進入路及び主要な道路計画 

（３）流末排水計画及び汚水処理計画 

（４）上水道給水計画 

（５）地盤改良等の計画 

（６）消防水利計画 

（７）公園等の計画 

（８）宅地防災の計画 

（９）公益的施設の計画 

（10）樹木保存、表土保全等の計画 

（11）緩衝地帯の計画 

（12）駐車台数 

（13）工事中の防災措置 

（14）近隣住民への説明方法等 

（15）その他 

開
発
区
域
の
現
況 

地域 □都市計画区域内・用途地域（      ）□都市計画区域外 

現況説明（地形
等）及び措置 

 

 

工区 地目 農地 宅地 山林 雑種地等 道路水路 公共用地 合計 

１工区 
面積 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 

比率 ％ ％ ％ ％ ％ ％ 100％ 

２工区 
面積        

比率       100％ 

合計 
面積        

比率       100％ 
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開
発
区
域
の
現
況 

現況（地形等）及び措置 

 

 

 

 

地盤の性質 

 

 

 

 

区分 自己所有 買収予定 借地・借地予定 その他 合計 

面積 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 

比率 ％ ％ ％ ％ 100％ 

土
地
利
用
計
画 

区分 建築物等敷地 公共施設用地 公益施設用地 その他 合計 

面積 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 

比率 ％ ％ ％ ％ 100％ 

区画数・棟数・戸数   区画   棟   戸 計画人口 人 

公
共
施
設
計
画 

区分 道路 公園 緑地  合計 

面積 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 

比率 ％ ％ ％ ％  

管理      

公
益
施
設 

名称     合計 

面積 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 

比率 ％ ％ ％ ％  

消防水利施設 消火栓（   ケ所）・貯水槽（   基     ㎥） 

上水道 公営水道・専用水道・簡易水道・井戸水・その他（       ） 

排
水
処
理 

汚水（し尿） 公共下水道・合併浄化槽・汲取り・生放流・放流先（      ） 

雑排水 公共下水道・浄化槽・道路側溝（    ）・河川水路（    ） 

雨水 都市下水路・道路側溝（    ）・河川水路（    ） 

そ
の
他
必
要
な
事
項 

 

※ 排水処理の欄には、放流先から最終の流末河川までを系統ごとに記入すること。  
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１ 宅地明細表（住宅用地及び公益施設用地） 

住宅用地 公益施設用地 

街区 

番号 
面積 

住宅等の 

敷地数 

戸当たり 

平均面積 

予定建築物

等 
番号 面積 予定建築物等 

 

 

 

 

 

 

㎡ 区画 ㎡   ㎡  

計     計   

最小区画面積     ㎡   最大区画面積     ㎡ 

 

２ 道路明細表 

番号 幅員 延長 面積 管理者 用地の帰属 特記事項 

 

 

 

 

 

のり面部分 

 

ｍ ｍ ㎡       

計        

 

３ 公園・緑地等明細表 

番号 面積 管理者 用地の帰属 特記事項 

 

 

 

 

 

㎡       

計     

備考 数工区に分けて行う場合、全体及び工区ごとに作成すること。  



－４９６－ 

 

（記載方法） 

１ 「開発の目的」欄には、住宅地の場合には、自己の住宅、宅地分譲、建売住宅付分譲、造成後一

括分譲、社員社宅の建設等。工場、店舗、倉庫等の場合は、自己の業務用か否かの別を明示して記

載してください。 

２ 「基本的方針」欄には、各事項について設計上特に配慮した内容を記載してください。 

３ 「基本的方針」の「（１）計画戸数」欄には、共同住宅予定の場合には、棟数、階数及び戸数人口

を記載し、「（12）その他」欄には、開発行為に関する工事のため施行区域外に土捨場、土取場等が

あるときは、その位置及び搬入・搬出の経路等を記載してください。 

４ 開発区域を工区に分けるときの「土地利用計画」の欄には、合計を記載し、工区別内訳を別様で

添えてください。 

５ 「開発区域の現況」の「地目別面積」および「所有別面積」欄の面積について、実測地の合計と

登記事項証明書による面積の合計に差異がある場合は、実測地の合計に合うように登記簿上の面積

をあん分して記入してください。 

６ 「公益的施設用地」欄には、公益用地（学校、清掃工場等の用地）、医療施設、購買施設等の面積

を記載してください。 

７ 「土地利用計画」の「その他」欄には、未利用地、がけ又は法面等の面積を記載してください。 

（記載例） 

○設計の方針 

 （１）計画戸数 

   開発区域は全体でおおむね一近隣分区を構成する計画である。 

   開発区域は中央部の幅員９ｍの道路によって区域外の都市計画街路○○線と連絡し、また幅員

６～８ｍの区画街路によって３０街区に分割する。一街区は平均２０戸の独立住宅用地に分割し、

各敷地の平均規模は２５０㎡とする。 

 （２）進入路及び主要な道路計画 

   道路配置計画の根拠や考え方、開発道路、接続道路等の幅員や道路名等ついて記入。 

 （３）流末排水計画及び汚水処理計画 

   開発区域内は分流式とし、汚水は○○市公共下水道に排出する。雨水は開発区域内の既存の水

路を改修し、一部をこれに放流すると共に、別に○○河に放流する。なお、排水施設は、○○市

公共下水道として○○市が管理するものとする。 

 （５）地盤改良等の計画 

    軟弱地盤がある場合や、盛土の場合等の対策措置並びに施工方法について記入（施工計画書

の添付も可） 

 （６）消防水利計画 

   消火栓、防火水槽の設置計画の根拠や考え方、設置数、面積、容量等について記入。 

 （７）公園等の計画 

   公園等の配置計画の根拠や考え方、公園の種別や面積等について記入 

 （８）宅地防災の計画 

   崖や斜面地の崩壊を防止する措置等について記入 
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 （９）公益的施設の計画 

   開発区域の中央付近に区域内の居住者の利便を図るため、１．２ha のセンター部分をとり、こ

こに購買施設、医療施設及び幼稚園の用地を確保し、当該目的で建築を行う予定者を特定して譲

渡する。購買施設は開発者が建築し、譲渡する。 

   学校は開発区域より約１．２km 東南にある○○小学校を利用するものとする。 

 （12）駐車台数 

   駐車場の標準寸法は、５．０ｍ×２．５ｍｍ以上、車路幅は、５．５ｍ以 

   標準寸法を下回る軽自動車等の駐車場は、原則駐車台数に含めないで下さい。 

   身体障害者用の駐車場を設ける場合は、その台数等を記入して下さい。 

 （13）工事中の防災措置 

   工事中に予想される、がけ崩れ、土砂流出、降雨等の流出、なだれ、その他の危険防止対策に

ついて記入 

   工事中における騒音、振動、粉塵対策 

   工事中における水質汚濁対策 

   工事中における道路交通対策 

 （14）近隣住民への説明方法等 

   いつ、どこで、だれが、だれに、何を説明するか記入すること。 

   理解が得られなかった場合の措置も記入すること。 
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第１２号様式（第４条関係） 

設計者の資格に関する申告書 

設計者の氏名及

び生年月日   年   月   日 

都市計画法施行規則第１９条の該当号 

第１号イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト 

第２号 現住所   

勤務先の所在地

及び名称 

 

                        電話           

最終学歴 
     年   月   日 卒業・中退 

学校名            学科名       修業年数 

資格、免許等 

名称 (イ)一級建築士 (ロ)技術士 (ハ) 

登録番号等 第     号 
(    )部門 

第     号 
 

取得年月日  年 月 日  年 月 日  

宅地開発に関 

する実務経歴 

工事及び実務の内容 実務に従事した期間 期間合計 

  
  年  月から 

  年  月まで（ 年 月） 

 年  月   
  年  月から 

  年  月まで（ 年 月） 

  
  年  月から 

  年  月まで（ 年 月） 

２０ha 以上の 

開発行為に関 

する設計経歴 

事業主名及び工

事の名称 
場所 面積 ha 時期 職務の内容 

         

その他必要な事

項 
  

※審査 

 

（ 適・否 ） 

二本松市長 三保 恵一 様 

 上記のとおり相違ありません。 

平成   年   月   日 

申告者氏名           印  

備考 １ 卒業証明書、実務経歴証明書又は免許証等の写しを添付すること。 

   ２ この申告書は面積１ha 未満は不要。 

   ３ ※印のある欄は記載しないこと。 
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第１３号様式（第５条関係） 

公共施設管理予定者との事前協議申請書 

 開発許可の申請をしたいので、都市計画法第３２条第２項の規定に基づき事前協議を申請します。 

平成   年   月   日 

二本松市長 三保 恵一 様 

住所（所在地）                

申請者 氏名                     

（名称及び代表者氏名）         印  

電話番号                   

１ 開発区域に含まれる地域

の名称及び地番 
  

２ 用途地域等 
□都市計画区域内・用途地域（       ） 

□都市計画区域外 

３ 開発区域の面積 ㎡ 

４ 予定建築物等の用途及び

面積 
用途 ㎡ 

５ 工事施行者の住所、氏名

及び電話 

 

 

                  電話           

６ 工事予定期間 平成   年   月   日から平成   年   月   日まで 

７ 申請代理者の住所、氏名

及び電話（担当者氏名） 

 

                            印  

（          ）電話 

８ 関係法令等   

９ 備考   
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公 共 施 設 

種 別 概 要（延長、幅員、管径、面積等） 備 考 

道 路     

拡 幅 道 路     

下 水 道 施 設     

公園、緑地等     

調 整 池 等     

水 路     

そ の 他     

 備考 １ 概要の欄の、道路幅員は有効幅員を、面積は道路敷を含めて記載すること。 

    ２ 次に掲げる図書を添付すること。 

     ⑴ 開発区域位置図（１／２５，０００以上） 

     ⑵ 開発区域区域図（１／２，５００以上） 

     ⑶ 開発区域及び周辺の土地の公図の写し 

     ⑷ 土地利用計画図（１／１，０００以上） 

     ⑸ 造成計画平面図及び断面図（１／１，０００以上） 

     ⑹ 道路計画平面図（１／５００以上）、横断図（１／１００以上）、縦断図（１／５００以上） 

     ⑺ 給水計画平面図（１／５００以上） 

     ⑻ 排水計画平面図（１／５００以上）、排水施設構造図（１／５０以上） 

       流末水路構造図（１／５０以上）、排水先流路図（１／５００以上） 

       排水施設縦断図（１／５０以上）、下水道縦断図（１／５００以上） 

     ⑼ 現況図（１／２，５００以上）及び現況の写真 

     ⑽ 公園広場等計画図（１／１００以上） 

     ⑾ 公共施設の管理に関する図面（１／５００以上） 

    ３ 申請書提出部数は、正本１部、副本は対象となる公共施設数の部数とする。 

    ４ 添付図書提出部数は、対象となる公共施設数の部数に１部加えた数とする。  
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第１４号様式（第５条関係） 

公共施設管理者同意願出書 

 開発許可の申請をしたいので、都市計画法第３２条第１項の規定により同意を願い出ます。 

平成   年   月   日 

二本松市長 三保 恵一 様 

住所（所在地）                

願出人 氏名                     

（名称及び代表者氏名）         印  

電話番号                   

１ 開発区域に含まれる地域

の名称及び地番 
  

２ 用途地域等 
□都市計画区域内・用途地域（       ） 

□都市計画区域外 

３ 開発区域の面積 ㎡ 

４ 予定建築物等の用途及び

面積 
用途 ㎡ 

５ 工事施行者の住所、氏名

及び電話 

 

 

                  電話           

６ 工事予定期間 平成   年   月   日から平成   年   月   日まで 

７ 願出代理者の住所、氏名

及び電話（担当者氏名） 

 

                            印  

（          ）電話 

８ 関係法令等   

９ 備考   

  



－５０２－ 

 

１０ 開発行為に関係がある既存の公共施設 

種類 番号 
概要 

管理者 用地の帰属 摘要 
幅員、寸法 延長 面積 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

１１ 開発行為により新たに設置する公共施設 

種類 番号 
概要 

管理者 用地の帰属 摘要 
幅員、寸法 延長 面積 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 備考 １ 摘要欄には廃止、交換の別等を記載すること。 

    ２ 次に掲げる図書を添付すること。ただし、事前協議申請書（第８号様式）と同時に提出する場合は

添付不要とする。 

     ⑴ 開発区域位置図（１／２５，０００以上） 

     ⑵ 開発区域区域図（１／２，５００以上） 

     ⑶ 開発区域及び周辺の土地の公図の写し 

     ⑷ 土地利用計画図（１／１，０００以上） 

     ⑸ 造成計画平面図及び断面図（１／１，０００以上） 

     ⑹ 道路計画平面図（１／５００以上）、横断図（１／１００以上）、縦断図（１／５００以上） 

     ⑺ 給水計画平面図（１／５００以上） 

     ⑻ 排水計画平面図（１／５００以上）、排水施設構造図（１／５０以上） 

       流末水路構造図（１／５０以上）、排水先流路図（１／５００以上） 

       排水施設縦断図（１／５０以上）、下水道縦断図（１／５００以上） 

     ⑼ 現況図（１／２，５００以上）及び現況の写真 

     ⑽ 公園広場等計画図（１／１００以上） 

     ⑾ 公共施設の管理に関する図面（１／５００以上） 

    ３ 申請書提出部数は、正本及び副本の各々について対象となる公共施設数の部数とする。 

    ４ 添付図書提出部数は、対象となる公共施設数の部数に１部加えた数とする。  



－５０３－ 

 

第１５号様式（第５条関係） 

 

公共施設管理者同意書 

第    号 

平成   年   月   日 

 

          様 

 

住所（所在地）                 

公共施設管理者 氏名                      

（名称及び代表者氏名）         印   

 

 平成  年  月  日付けで願い出があった、（開発区域に含まれる地域の名称）で開発許可の申

請をすることについて、下記のとおり措置することを条件に同意します。 

 

記 

 

公共施設名 所在及び地番 措置条件等 
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第１６号様式（第５条関係） 

公共施設管理予定者との協議一覧表 

           で行う都市計画法に基づく開発行為に関する工事により設置される公共施

設等について、同法第３２条第２項の規定により、当該公共施設等を管理することとなる者と次の

とおり協議しました。 

平成   年   月   日 

二本松市長 三保 恵一 様 

住所（所在地）                

申請者 氏名                     

（名称及び代表者氏名）         印  

電話番号                   

協議事項 
概要 公共施設管理予定者 

（協議の相手方の課名） 幅員・寸法 延長 面積 

道路施設        

河川及び水路施設        

公園、緑地及び広場        

排水及び下水道        

水道施設        

     

     

     

備考 １ 公共施設管理予定者毎の協議経過書を添付すること。 

   ２ 上記協議以外にも消防施設、農業用排水施設、ため池施設等がある場合には、その内容についても記

載すること。  
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第１７号様式（第５条関係） 

公共施設管理予定者との協議経過書 

開発区域の名称 
 

 

公共施設の名称 
 

 

協議事項 協議内容 協議結果 

設計 

 

 

 

 

 

維持管理 

 

 

 

 

 

土地の帰属 

 

 

 

 

 

費用の負担 

 

 

 

 

 

その他 

 

 

 

 

 

（協議年月日）   平成   年   月   日 

開発行為申請者   住 所 

氏 名                             印  

公共施設管理予定者 住 所 

氏 名                             印  

 

  



－５０６－ 

 

第１８号様式（第６条関係） 

開発行為協議書 

 都市計画法第３４条の２第１項の規定により、開発行為の協議をします。 

平成   年   月   日 

二本松市長 三保 恵一 様 

住所（所在地）                

協議者 氏名                     

（名称及び代表者氏名）         印  

電話番号                   

※収受欄 

開
発
行
為
の
概
要 

１ 開発区域に含まれる地域

の名称 
  

２ 開発区域の地目及び面積 地目 面積          ㎡ 

３ 予定建築物 用途 面積          ㎡ 

４ 工事施工者の住所、氏名

及び電話（ＦＡＸ） 

 

電話           ＦＡＸ 

５ 工事着手予定年月日 平成   年   月   日 

６ 工事完了予定年月日 平成   年   月   日 

７ 自己の居住又は業務の用

に供するものか否かの別 
自己用（居住・業務） その他 

８ その他必要な事項   

備考 １ ※印のある欄は記載しないこと。 

   ２ 工事施工者の住所、氏名及び電話（ＦＡＸ）の欄は事業者が決定していない場合は、その理由を記載

すること。 

   ３ その他必要な事項の欄には、開発行為を行うことについて、農地法その他の法令による許可、認可等

を要する場合には、その手続状況を記載すること。 

  



－５０７－ 

 

第１９号様式（第６条関係） 

第    号 

平成  年  月  日 

          様 

二本松市長 三保 恵一       

 

開発行為協議成立通知書 

 

 平成  年  月  日付けで協議のあった開発行為については、下記のとおり協議が成立しまし

たので都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３４条の２第１項規定により、通知します。 

 なお、都市計画法第３４条の２第１項規定により、本協議の成立をもって開発行為の許可があった

ものとみなします。 

記 

１ 協議の内容 

⑴ 開発区域に含まれる地域の名称及び面積 

 

二本松市 

 
㎡ 

⑵ 予定建築物等の用途及び面積 

 

 

 
㎡ 

⑶ 開発行為に関する設計の内容 

 

 協議書の添付図書のとおり 

 

 

２ 協議成立条件 

 （開発行為の内容） 

 ⑴ 開発行為は、協議書及び添付図書の内容に従って行うこと。 

 （開発行為の期間） 

 ⑵ 開発行為の期間は、平成  年  月  日から平成  年  月  日までとする。 

 （開発行為の着手） 

⑶ 開発行為に着手したときは、速やかに工事着手届を二本松市長に提出すること。 

 

 （開発標識の設置） 

⑷ 開発区域内の見やすい場所に、所定の開発標識を工事が完了するまでの間掲示しておくこと。 

 （防災措置等） 

⑸ 工事施行に当たっては、災害の防止のため適切な措置を講ずること。 

   工事施工中の防災対策は、必要に応じ工事着手前に関係機関と協議を行い、その方法を定め、
工事関係者に周知徹底を図ること。 

   天候その他により災害発生が予想される場合は、地区内を巡回する等警備体制を定め、防災に
努めること。 



－５０８－ 

 

   工事施工中は、交通上又は危険防止のための必要な標識、バリケード、警戒灯等を設置するこ
と。 

 （公共施設の機能保全） 

⑹ 従前からある公共施設の付替工事等の施行に当たっては、仮設工事等により交通、水利、排水
等の機能停止及び公害の発生を防止する場合を除き、あらかじめ、公共施設を新設してから旧施
設を廃止すること。 

 （災害の復旧） 

⑺ 工事施行に当たって災害が発生したとき及び公共施設等に損傷を与えたときは、直ちに応急措
置を執るとともに、二本松市長に届け出てその指示に従い、申請人の費用負担により復旧するこ
と。 

 （報告及び協議） 

⑻ 工事施行中、当初設計の予想と著しく相違した土質地盤に遭遇したときは、 

   その状況を遅滞なく本職に報告及び協議すること。 

   擁壁等の構造物の工事に当たっては、必要に応じて土質や地耐力の試験を実施し、設計条件を
確認してから施行するとともに、その結果について報告すること。 

 （工事施行状況の記録） 

⑼ 公共施設、防災措置その他の工事の当該部分の位置、構造寸法等が設計図書に適合しているこ
とを確認できる施行状況の写真（撮影年月日及びその他必要な事項が確認できるもの）、記録等を
整備し、必要に応じ提出すること。 

 （中間検査） 

⑽ 擁壁基礎工に着手するとき及び路盤工、擁壁配筋工が完了したときは、その旨を届け出て、擁
壁の基礎の状況、路盤の厚さ及び密度並びに鉄筋の組立状況等について中間検査を受けること。 

 （開発行為の廃止） 

⑾ 開発行為に関する工事を廃止するときは廃止届を提出するとともに、工事によって損なわれた
公共施設の機能を回復する措置を行うこと。 

   また土地の形質の変更等によって、周辺の地域に交通、排水等の支障を来たし、又は土砂の崩
壊等による被害を及ばさないよう適切な措置を講ずること。 

 （許可内容の変更） 

⑿ この協議の内容（開発区域、用途、設計、工事施行者等）を変更するときは、都市計画法（以
下「法」という。）第３５条の２第４項において準用する法第３４条の２第１項の規定による変更
協議を行うこと。 

 （工事の完了） 

⒀ 工事が完了したときは、工事施行状況の記録、出来型図等を添えて法第３６条第１項の規定に
よる完了届を提出し、検査を受けること。 

 （工事の手直し） 

⒁ 法第３６条第２項の規定による工事完了の検査の結果、工事がこの許可の内容に適合していな
いときは、二本松市長の指示に従い工事の手直し等その是正措置を執ること。 

 （建築行為等） 

⒂ 建築行為等は法第３７条ただし書によるものを除き、法第３６条第２項の規定による検査済証
交付及び同条第３項の規定による完了公告の後に行うこと。 

 （帰属に関する手続） 

⒃ 法第４０条第１項又は第２項の規定により二本松市に帰属することとなる公共施設の用に供す
る土地の不動産登記の嘱託を申請する際に必要な登記承諾書、印鑑証明書等の書類は、法第３６
条第１項の完了届と同時又は、公共施設を管理することとなるものの検査等の確認を受けた時に、
二本松市長に提出すること。 

  



－５０９－ 

 

第２０号様式（第７条関係） 

二本松市指令  都計第    号 

 

（令達先） 住所                

氏名                

 

 平成  年  月  日付けで申請のあった開発行為については、都市計画法（昭和４３年法律第

１００号）第２９条の規定により、下記のとおり許可します。 

 

  平成  年  月  日 

二本松市長 三保 恵一       

記 

１ 許可の内容 

⑴ 開発区域に含まれる地域の名称及び面積 

二本松市 ㎡ 

⑵ 予定建築物等の用途及び面積 

 ㎡ 

⑶ 開発行為に関する設計の内容 

 申請書の添付図書のとおり 

２ 許可条件 

  以下の条件に違反すると、許可を取り消したり罰則が適用される場合がありますので、関係法令
とともに遵守してください。 

 （開発行為の内容） 

 ⑴ 開発行為は、申請書及び添付図書の内容に従って行うこと。 

 （開発行為の期間） 

 ⑵ 開発行為の期間は、平成  年  月  日から平成  年  月  日までとする。 

 （開発行為の着手） 

 ⑶ 開発行為に着手したときは、速やかに工事着手届を二本松市長に提出すること。また、当該許
可のあった日から１年間工事が未着手の場合又はこれと同様な状態にあると認められる場合には
許可を取り消すことがあること。 

 （開発標識の設置） 

⑷ 開発区域内の見やすい場所に、所定の開発標識を工事が完了するまでの間掲示しておくこと。 

 （防災措置等） 

⑸ 工事施行に当たっては、災害の防止のため適切な措置を講ずること。 

   工事施工中の防災対策は、必要に応じ工事着手前に関係機関と協議を行い、その方法を定め、
工事関係者に周知徹底を図ること。 

   工事中における雨水、地表水の排出及び土砂の流出、がけくずれについては、周辺に被害が生
じないように措置するとともに、地区内を巡回する等警備体制を定め、防災に努めること。 

   工事施工中は、交通上又は危険防止のための必要な標識、バリケード、警戒灯並びに、必要に
応じ夜間照明を行い、事故防止に努めること。 

 （公共施設の機能保全） 

⑹ 従前からある公共施設の付替工事等の施行に当たっては、仮設工事等により交通、水利、排水
等の機能停止及び公害の発生を防止する場合を除き、あらかじめ、公共施設を新設してから旧施
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設を廃止すること。 

 （災害の復旧） 

⑺ 工事施行に当たって災害が発生したとき及び公共施設等に損傷を与えたときは、直ちに応急措
置を執るとともに、二本松市長に届け出てその指示に従い、申請人の費用負担により復旧するこ
と。 

 （報告及び協議） 

⑻ 工事施行中、当初設計の予想と著しく相違した土質地盤に遭遇したときは、その状況を遅滞な
く本職に報告及び協議すること。 

   擁壁等の構造物の工事に当たっては、必要に応じて土質や地耐力の試験を実施し、設計条件を
確認してから施行するとともに、その結果について報告すること。 

 （工事施行状況の記録） 

⑼ 公共施設、防災措置その他の工事の当該部分の位置、構造寸法等が設計図書に適合しているこ
とを確認できる施行状況の写真（撮影年月日及びその他必要な事項が確認できるもの）、記録等を
整備し、必要に応じ提出すること。 

 （中間検査） 

⑽ 擁壁基礎工に着手するとき及び路盤工、擁壁配筋工が完了したときは、その旨を届け出て、擁
壁の基礎の状況、路盤の厚さ及び密度並びに鉄筋の組立状況等について中間検査を受けること。 

 （開発行為の廃止） 

⑾ 開発行為に関する工事を廃止するときは廃止届を提出するとともに、工事によって損なわれた
公共施設の機能を回復する措置を行うこと。 

   また土地の形質の変更等によって、周辺の地域に交通、排水等の支障を来たし、又は土砂の崩
壊等による被害を及ばさないよう適切な措置を講ずること。 

 （許可内容の変更） 

⑿ この許可の内容（開発区域、用途、設計、工事施行者等）を変更するときは、都市計画法（以
下「法」という。）第３５条の２の規定による変更許可等必要な手続を行うこと。 

 （工事の完了） 

⒀ 工事が完了したときは、工事施行状況の記録、工事完了図、出来高管理図等を添えて法第３６
条第１項の規定による完了届を提出し、検査を受けること。 

 （工事の手直し） 

⒁ 法第３６条第２項の規定による工事完了の検査の結果、工事がこの許可の内容に適合していな
いときは、二本松市長の指示に従い工事の手直し等その是正措置を執ること。 

 （建築行為等） 

⒂ 建築行為等は法第３７条ただし書によるものを除き、法第３６条第２項の規定による検査済証
交付及び同条第３項の規定による完了公告の後に行うこと。 

 （帰属に関する手続） 

⒃ 法第４０条第１項又は第２項の規定により二本松市に帰属することとなる公共施設の用に供す
る土地の不動産登記の嘱託を申請する際に必要な登記承諾書、印鑑証明書等の書類は、法第３６
条第１項の完了届と同時又は、公共施設を管理することとなるものの検査等の確認を受けた時に、
二本松市長に提出すること。 

 （その他） 

⒄ 開発行為の施行にあたり、関係法令等を遵守するとともに、工事の施行に当たって疑義を生じ
たときは二本松市長の指示を受け、これに従うこと。 

（教示） 

１ この処分に不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以
内に、福島県開発審査会に対し、審査請求をすることができます（なお、その期間内であっても、
この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。 

２ この処分の取消しの訴えは、上記１の審査請求に対する採決があったことを知った日の翌日から
起算して６箇月以内に、二本松市を被告として（訴訟において二本松市を代表するものは、二本松
市長となります。）、提起することができます（なおその期間内であっても、この処分の日の翌日か
ら起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。 

３ 上記２の処分の取消しの訴えは、上記１の審査請求に対する採決を経た後でなければ提起するこ
とができませんが、次の⑴から⑶までのいずれかに該当するときは審査請求に対する採決を経ない
で提起することができます。 

 ⑴ 審査請求のあった日から３か月を経過しても採決がないとき。 

 ⑵ 処分、処分の執行又は手続きの進行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があると
き。 

 ⑶ その他採決を経ないことにつき正当な理由があるとき。  
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第２１号様式（第７条関係） 

二本松市指令  都計第    号 

 

（令達先） 住所                

氏名                

 

 平成  年  月  日付けで申請のあった開発行為については、都市計画法（昭和４３年法律第

１００号）第２９条の規定による許可はできません。 

 

  平成  年  月  日 

 

二本松市長 三保 恵一       

記 

１ 許可できない内容 

⑴ 開発区域に含まれる地域の名称及び面積 

二本松市 ㎡ 

⑵ 予定建築物等の用途及び面積 

 ㎡ 

⑶ 許可できない理由 

 

 

（教示） 

１ この処分に不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以
内に、福島県開発審査会に対し、審査請求をすることができます（なお、その期間内であっても、
この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。 

２ この処分の取消しの訴えは、上記１の審査請求に対する採決があったことを知った日の翌日から
起算して６箇月以内に、二本松市を被告として（訴訟において二本松市を代表するものは、二本松
市長となります。）、提起することができます（なおその期間内であっても、この処分の日の翌日か
ら起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。 

３ 上記２の処分の取消しの訴えは、上記１の審査請求に対する採決を経た後でなければ提起するこ
とができませんが、次の⑴から⑶までのいずれかに該当するときは審査請求に対する採決を経ない
で提起することができます。 

 ⑴ 審査請求のあった日から３か月を経過しても採決がないとき。 

 ⑵ 処分、処分の執行又は手続きの進行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があると
き。 

 ⑶ その他採決を経ないことにつき正当な理由があるとき。  
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第２２号様式（第８条関係） 

工事着手届出書 

 都市計画法に基づく開発行為について、工事着手しましたので届け出ます。 

平成   年   月   日 

二本松市長 三保 恵一 様 

住所（所在地）                

届出者 氏名                     

（名称及び代表者氏名）         印  

電話番号                   

※収受欄 

１ 開発許可番号 平成   年   月   日    都計第    号 

２ 開発区域に含まれる地域

の名称 
  

３ 工事着手年月日 平成   年   月   日 

４ 工事完了予定年月日 平成   年   月   日 

５ 工事施行者の住所、氏名

及び電話（ＦＡＸ） 

 

 

電話          ＦＡＸ 

６ 現場管理者の住所、氏名

及び電話（ＦＡＸ） 

 

 

電話          ＦＡＸ 

７ 届出代理人の住所、氏名

及び電話（ＦＡＸ） 

 

                            印  

電話          ＦＡＸ 

備考 １ ※印欄は、記入しないこと。 

   ２ 工事工程表を添付すること。 
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第２３号様式その１（第９条関係） 

← ４０㎝以上 →   

開  発  標  識 

許可番号  平成   年   月   日  第      号 

↑ 

工事予定期間 平成  年  月  日から平成  年  月  日まで 

開発区域に含まれる

地域の名称 
  

開発区域の面積 m2 

３

０ 

㎝ 

以 

上 

許可を受けた者の住

所、氏名及び電話 
  

工事施行者の住所、

氏名及び電話 
  

↓ 

工事現場管理者の氏

名及び電話 
  

許可権者 二本松市長 三保 恵一 

  

                
↑ 

１ｍ以上 

  
  

                ↓ 
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第２４号様式（第１０条関係） 

開発行為変更許可申請書 

 都市計画法第３５条の２第１項の規定により、開発行為の変更の許可を申

請します。 

平成   年   月   日 

二本松市長 三保 恵一 様 

住所（所在地）                

申請者 氏名                     

（名称及び代表者氏名）         印  

電話番号                   

※手数料欄 

※収受欄 

開発許可番号 平成  年  月  日    都計第   号 

変
更
行
為
の
概
要 

１ 開発区域に含まれる地域

の名称 
  

２ 開発区域の地目及び面積 地目 面積          ㎡ 

３ 予定建築物 用途 面積          ㎡ 

４ 工事施工者の住所、氏名

及び電話（ＦＡＸ） 

 

電話          ＦＡＸ 

５ 工事着手予定年月日 平成   年   月   日 

６ 工事完了予定年月日 平成   年   月   日 

７ 自己の居住、自己の業務

の用、その他の別 
自己用（居住・業務） その他（       ） 

８ 変更の理由  

９ その他必要な事項 
 

 

申請代理人の住所、氏名及び電話

（ＦＡＸ） 

 

                          印  

電話          ＦＡＸ 

備考 １ ※印のある欄は記載しないこと。 

   ２ その他必要な事項の欄には、開発行為を行うことについて、農地法その他の法令による許可、認可等

を要する場合には、その手続状況を記載すること。 

   ３ 前回までの許可指令書を写し、変更前後対照表及び工事の施行状況を記載した図書を添付すること。 

   ４ 変更に伴いその内容が変更されるもの及び新たに提出しなければならない図書及び変更理由書を添付

すること。 
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第２５号様式（第１０条、第１２条関係） 

変更前後対照表 

１ 開発区域の変更 

  変更前 変更後 変更する理由 

地
域
の
名
称 

    

  

面積 ㎡ ㎡ 

 

２ 設計内容の変更 

変更前の設計内容 変更後の設計内容 変更する理由 
図面番号及び図面内の

変更箇所番号 
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第２６号様式（第１０条関係） 

二本松市指令  都計第    号 

 

（令達先） 住所                

氏名                

 

 平成  年  月  日付けで申請のあった開発行為の変更については、都市計画法（昭和４３年

法律第１００号）第３５条の２第１項の規定により、下記のとおり許可します。 

 

  平成  年  月  日 

 

二本松市長 三保 恵一       

 

記 

１ 許可の内容 

⑴ 開発区域に含まれる地域の名称及び面積 

変更前 二本松市 ㎡ 

変更後 二本松市 ㎡ 

⑵ 予定建築物等の用途及び面積 

変更前  ㎡ 

変更後  ㎡ 

⑶ 開発行為に関する設計の内容 

 申請書の添付図書のとおり 

 ⑷ 工事施行者住所氏名 

変更前 
 

変更後 
 

２ 許可条件 

  以下の条件に違反すると、許可を取り消したり罰則が適用される場合がありますので、関係法令
とともに遵守してください。 

 ⑴ 開発行為は、申請書及び添付図書の内容に従って行うこと。 

 ⑵ 開発行為の期間は、平成  年  月  日から平成  年  月  日までとする。 

 ⑶ その他は、平成  年  月  日付け二本松市指令  都計第   号のとおりとする。 
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（教示） 

１ この処分に不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以
内に、福島県開発審査会に対し、審査請求をすることができます（なお、その期間内であっても、
この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。 

２ この処分の取消しの訴えは、上記１の審査請求に対する採決があったことを知った日の翌日から
起算して６箇月以内に、二本松市を被告として（訴訟において二本松市を代表するものは、二本松
市長となります。）、提起することができます（なおその期間内であっても、この処分の日の翌日か
ら起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。 

３ 上記２の処分の取消しの訴えは、上記１の審査請求に対する採決を経た後でなければ提起するこ
とができませんが、次の⑴から⑶までのいずれかに該当するときは審査請求に対する採決を経ない
で提起することができます。 

 ⑴ 審査請求のあった日から３か月を経過しても採決がないとき。 

 ⑵ 処分、処分の執行又は手続きの進行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があると
き。 

 ⑶ その他採決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 
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第２７号様式（第１０条関係） 

二本松市指令  都計第    号 

 

（令達先） 住所                

氏名                

 

 平成  年  月  日付けで申請のあった開発行為については、都市計画法（昭和４３年法律第

１００号）第２９条の規定による許可はできません。 

 

  平成  年  月  日 

 

二本松市長 三保 恵一       

 

記 

 

１ 許可できない内容 

⑴ 開発区域に含まれる地域の名称及び面積 

変更前 二本松市 ㎡ 

変更後 二本松市 ㎡ 

⑵ 予定建築物等の用途及び面積 

変更前  ㎡ 

変更後  ㎡ 

 ⑶ 工事施行者住所氏名 

変更前 
 

変更後 
 

⑷ 許可できない理由 

 

（教示） 

１ この処分に不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以
内に、福島県開発審査会に対し、審査請求をすることができます（なお、その期間内であっても、
この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。 

２ この処分の取消しの訴えは、上記１の審査請求に対する採決があったことを知った日の翌日から
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起算して６箇月以内に、二本松市を被告として（訴訟において二本松市を代表するものは、二本松
市長となります。）、提起することができます（なおその期間内であっても、この処分の日の翌日か
ら起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。 

３ 上記２の処分の取消しの訴えは、上記１の審査請求に対する採決を経た後でなければ提起するこ
とができませんが、次の⑴から⑶までのいずれかに該当するときは審査請求に対する採決を経ない
で提起することができます。 

 ⑴ 審査請求のあった日から３か月を経過しても採決がないとき。 

 ⑵ 処分、処分の執行又は手続きの進行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があると
き。 

 ⑶ その他採決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 
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第２８号様式（第１１条関係） 

開発行為変更届出書 

 都市計画法第３５条の２第３項の規定に基づき、開発行為に関する工事を

変更しましたので届け出ます。 

平成   年   月   日 

二本松市長 三保 恵一 様 

住所（所在地）                

届出者 氏名                     

（名称及び代表者氏名）         印  

電話番号                   

※収受欄 

開発許可番号 平成   年   月   日    都計第    号 

変
更
行
為
の
概
要 

１ 開発区域に含まれる

地域の名称 
  

２ 地目及び面積 地目 面積           ㎡ 

３ 予定建築物 用途 面積           ㎡ 

４ 変更の事項 

⑴ 予定建築物等の敷地の形状の変更 

⑵ 工事施行者の変更 

⑶ 工事の着手又は完了予定年月日の変更 

５ 変更内容 

変
更
前 

 

変
更
後 

 

６ 変更の理由  

届出代理人の住所、氏名及び電

話（ＦＡＸ） 

 

                           印  

電話          ＦＡＸ 

備考 １ ※印のある欄は記載しないこと。 

   ２ 前回までの許可指令書の写しを添付すること。 

   ３ 予定建築物等の敷地の形状の変更の場合は新旧対象図を添付すること。  
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第２９号様式（第１２条関係） 

開発行為変更協議書 

 都市計画法第３５条の２第１項の規定により、開発行為の変更の協議をし

ます。 

平成   年   月   日 

 二本松市長 三保 恵一 様 

住所（所在地）                

協議者 氏名                     

（名称及び代表者氏名）         印  

電話番号                   

※収受欄 

開発行為協議成立通知番号 平成   年   月   日    都計第    号 

変
更
行
為
の
概
要 

１ 開発区域に含まれる地域

の名称 
  

２ 開発区域の地目及び面積 地目 面積          ㎡ 

３ 予定建築物 用途 面積          ㎡ 

４ 工事施工者の住所、氏名

及び電話（ＦＡＸ） 

 

 

電話          ＦＡＸ 

５ 工事着手予定年月日 平成   年   月   日 

６ 工事完了予定年月日 平成   年   月   日 

７ 自己の居住、自己の業務

の用、その他の別 
自己用（居住・業務） その他 

８ 変更の理由   

９ その他必要な事項   

備考 １ ※印のある欄は記載しないこと。 

   ２ その他必要な事項の欄には、開発行為を行うことについて、農地法その他の法令による許可、認可等

を要する場合には、その手続状況を記載すること。 

   ３ 前回までの開発行為協議成立通知書の写し、変更前後対照表及び工事の施行状況を記載した図書を添

付すること。 

   ４ 変更に伴いその内容が変更されるもの及び新たに提出しなければならない図書を添付すること。 

  



－５２２－ 

 

第３０号様式（第１２条関係） 

第    号 

平成  年  月  日 

          様 

二本松市長 三保 恵一       

 

開発行為変更協議成立通知書 

 

 平成  年  月  日付けで変更協議のあった開発行為については、下記のとおり協議が成立し

ましたので都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３５条の２第１項規定により、通知します。 

 なお、都市計画法第３４条の２第１項規定により、本協議の成立をもって開発行為の変更許可があ

ったものとみなします。 

記 

１ 協議の内容 

⑴ 開発区域に含まれる地域の名称及び面積 

変更前 ㎡ 

変更後  

⑵ 予定建築物等の用途及び面積 

変更前 ㎡ 

変更後  

⑶ 開発行為に関する設計の内容 

 協議書の添付図書のとおり 

 ⑷ 工事施行者住所氏名 

変更前 

変更後 

 

２ 協議成立条件 

 ⑴ 開発行為は、変更協議書及び添付図書の内容に従って行うこと。 

 ⑵ 開発行為の期間は、平成  年  月  日から平成  年  月  日までとする。 

⑶ その他は、平成  年  月  日付け  都計第   号の開発行為協議成立通知書の通り

とする。  



－５２３－ 

 

第３１号様式（第１３条関係） 

開発行為に関する工事の施行状況報告書 

 都市計画法に基づく開発行為について、次の工程に達したのでその施行状

況等を報告します。お 

平成   年   月   日 

 二本松市長 三保 恵一 様 

住所（所在地）                

報告者 氏名                     

（名称及び代表者氏名）         印  

電話番号                   

※収受欄 

１ 開発許可番号 平成   年   月   日    都計第    号 

２ 開発区域に含まれる地

域の名称 
 

３ 報告書一連番号  

４ 工事の種類 

１ 擁壁工事（高さが３メートルを超えるものに限る。） 

２ 盛土工事 

３ 排水施設工事 

４ 道路工事 

５ 貯水施設、調整池等工事 

６ その他市長が指定する工事 

５ 工事の位置又は名称  

６ 工事の施工期間 
 

７ 施行状況 

 

８ 申請代理人の住所、氏

名及び電話（ＦＡＸ） 

 

                             印  

電話          ＦＡＸ 

備考 １ ※印のある欄は記載しないこと。 

   ２ 状況を把握するのに必要な図書を添付すること。  



－５２４－ 

 

第３２号様式（第１３条関係） 

災害等発生届 

 都市計画法に基づく開発行為について、次のとおり災害等が発生しました

ので届け出ます。 

平成   年   月   日 

二本松市長 三保 恵一 様 

住所（所在地）                

届出者 氏名                     

（名称及び代表者氏名）         印  

電話番号                   

※収受欄 

１ 開発許可番号 平成   年   月   日    都計第    号 

２ 開発区域に含まれる地

域の名称 
 

３ 発生した事項  

４ 発生した位置  

５ 災害等の状況 

 

６ 応急措置等の状況 

 

７ 届出代理人の住所、氏

名及び電話（ＦＡＸ） 

 

                             印  

電話          ＦＡＸ 

備考 １ ※印のある欄は記載しないこと。 

   ２ 現況図（発生位置表示）、現況写真及び状況を把握するのに必要な図書を添付すること。 

  



－５２５－ 

 

第３３号様式（第１３条関係） 

予想外地盤報告書 

 都市計画法に基づく開発行為について、次のとおり予想外地盤に遭遇した

ので報告します。 

平成   年   月   日 

二本松市長 三保 恵一 様 

住所（所在地）                

届出者 氏名                     

（名称及び代表者氏名）         印  

電話番号                   

※収受欄 

１ 開発許可番号 平成   年   月   日    都計第    号 

２ 開発区域に含まれる地

域の名称 
 

３ 遭遇した地盤の位 

 置 
 

４ 当初に想定した地盤の

性状 
 

５ 遭遇した地盤の性状等 

 

６ 対応方針等 

 

７ 報告代理人の住所、氏

名及び電話（ＦＡＸ） 

 

                             印  

電話          ＦＡＸ 

備考 １ ※印のある欄は記載しないこと。 

   ２ 現況図（遭遇位置表示）、現況写真及び状況を把握するのに必要な図書を添付すること。 

  



－５２６－ 

 

第３４号様式（第１５条関係） 

工事完了公告前建築等承認申請書 

 都市計画法第３７条第１号の規定により、開発行為に関する工事の完了公

告前の建築等の承認を申請します。 

平成   年   月   日 

二本松市長 三保 恵一 様 

住所（所在地）                

申請者 氏名                     

（名称及び代表者氏名）         印  

電話番号                   

※収受欄 

開
発
許
可
の
概
要 

１ 許可を受けた者の住所及

び氏名 
  

２ 開発許可番号 平成   年   月   日    都計第    号 

３ 開発区域に含まれる地域

の名称 
  

建
築
物
等
の
概
要 

４ 建築確認済証交付年月日

及び番号 
平成   年   月   日 第      号 

５ 建築しようとする土地の

所在及び面積 

所在 

 
面積           ㎡ 

６ 建築物等の構造及び規模 
構造 

 
面積           ㎡ 

７ 建築物等の用途   

申
請
の
理
由 

  

申請代理人の住所、氏名及

び電話（ＦＡＸ） 

 

                             印  

電話          ＦＡＸ 

備考 １ ※印欄は、記入しないこと。 

２ 次に掲げる図書を添付すること。 

    ⑴ 許可指令書の写し 

    ⑵ 開発区域位置図 

    ⑶ 土地利用計画図（申請箇所明示） 

    ⑷ 敷地の土地の公図の写し及び土地の登記事項証明書 

    ⑸ 建物配置図 ⑹ 予定建物の平面図及び立面図 

    ⑺ 現況図及び現況写真 

    ⑻ 建築確認済証の写し 

    ⑼ 工事の工程表 

    ⑽ 確約書（開発行為の工事完了期日、工事完了検査が終了するまで営業等を開始しない旨等を記載し

た文書） 

    ⑾ 防災計画書  



－５２７－ 

 

第３５号様式（第１５条関係） 

二本松市指令  都計第    号 

 

（令達先） 住所                

氏名                

 

 平成  年  月  日付けで申請のあった工事完了公告前建築等については、都市計画法（昭和

４３年法律第１００号）第３７条第 1 項の規定により、下記のとおり承認します。 

 

  平成  年  月  日 

 

二本松市長 三保 恵一       

記 

１ 承認の内容 

⑴ 土地の所在、地番及び面積 

二本松市 ㎡ 

⑵ 建築物等の用途及び面積 

 ㎡ 

 

２ 承認条件 

 ⑴ 建築等は、申請書及び添付図書の内容に従って行なうこと。 

 ⑵ 承認を受けた土地の見やすい場所に当該承認内容を表示した標識（第３７号様式）を、当該承
認に係る建築等に着手するときから開発行為が完了するまでの間、掲示しておくこと。 

 ⑶ 当該建築物は、開発行為の工事完了公告が行なわれるまで使用しないこと。 

 ⑷ 建築等を中止又は廃止したときは、遅滞なく二本松市長に届け出て災害等が発生しないよう措
置すること。 

（教示） 

１ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内
に、福島県知事に対して審査請求をすることができます。なお、この処分があったことを知った日
の翌日から起算して６０日以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると、
審査請求をすることができなくなります。 

２ この処分については、この処分（この処分について上記１の審査請求をしたときは、当該審査請
求に対する裁決。以下同じ。）があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、二本松市
を被告として（訴訟において二本松市を代表するものは、二本松市長となります。）、処分の取消し
の訴えを提起することができます。なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６
箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると、処分の取消しの訴えを
提起することができなくなります。  



－５２８－ 

 

第３６号様式（第１５条関係） 

二本松市指令  都計第    号 

 

（令達先） 住所                

氏名                

 

 平成  年  月  日付けで申請のあった工事完了公告前建築等については、都市計画法（昭和

４３年法律第１００号）第３７条第 1 項の規定による承認はできません。 

 

  平成  年  月  日 

 

二本松市長 三保 恵一       

 

記 

 

１ 承認の内容 

⑴ 土地の所在、地番及び面積 

二本松市 ㎡ 

⑵ 建築物等の用途及び面積 

 ㎡ 

 ⑶ 承認できない理由 

 

 

 

 

（教示） 

１ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内
に、福島県知事に対して審査請求をすることができます。なお、この処分があったことを知った日
の翌日から起算して６０日以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると、
審査請求をすることができなくなります。 

２ この処分については、この処分（この処分について上記１の審査請求をしたときは、当該審査請
求に対する裁決。以下同じ。）があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、二本松市
を被告として（訴訟において二本松市を代表するものは、二本松市長となります。）、処分の取消し
の訴えを提起することができます。なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６
箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると、処分の取消しの訴えを
提起することができなくなります。  



－５２９－ 

 

第３７号様式（第１５条・第１７条関係） 

← ４０㎝以上 →   

建  築  標  識 

許可番号  平成   年   月   日    都計第      号 

↑ 

建築予定期間 平成   年   月   日から平成   年   月   日まで 

建築に係る土地の所

在地番 
  

建築に係る土地の面

積 
m2 

３

０ 

㎝ 

以 

上 

許可を受けた者の住

所、氏名及び電話 
  

工事施行者の住所、

氏名及び電話 
  

↓ 

建築物等の用途   

許可権者 二本松市長 三保 恵一 

  

                
↑ 

１ｍ以上 

  
  

                ↓ 

  
  

  
  

  
        

 

  



－５３０－ 

 

第３８号様式（第１７条関係） 

予定建築物等以外の建築等許可申請書 

 都市計画法第４２条第１項ただし書の規定により、 ※手数料欄 

建築物 

第一種特定工作物  
の 

 新築 

 改築 

 用途の変更 

 新設 

の許可を申請します。 

※収受欄 

平成   年   月   日 

 二本松市長 三保 恵一 様 

住所（所在地）                

申請者 氏名                     

（名称及び代表者氏名）         印  

電話番号                   

１ 開発許可番号 平成   年   月   日    都計第    号 

２ 工事完了公告年月日 平成   年   月   日 

３ 許可申請に係る土地の所在   

４ 許可申請に係る土地の地目及び

面積 

地目 

 
面積         ㎡ 

５ 許可を受けようとする予定建築

物等 

用途 

 
面積         ㎡ 

６ 許可を受けた際の建築物の用途   

７ 建築等着手予定年月日 平成   年   月   日 

８ 建築等完了予定年月日 平成   年   月   日 

９ 申請代理人の住所、氏名及び電話

（ＦＡＸ） 

 

                        印  

電話          ＦＡＸ 

備考 １ ※印のある欄は記載しないこと。 

   ２ 建築物の用途の欄は、住宅、事務所、店舗、工場等具体的に記載すること。 

   ３ 次に掲げる図書を添付すること。 

    ⑴ 許可指令書の写し 

    ⑵ 開発区域位置図 

    ⑶ 開発区域区域図 

    ⑷ 土地利用計画図 

    ⑸ 現況図及び現況写真 

    ⑹ 予定建築物の配置図、平面図及び立面図 

    ⑺ 建築しなければならない理由書  



－５３１－ 

 

第３９号様式（第１７条関係） 

二本松市指令  都計第    号 

 

（令達先） 住所                

氏名                

 

 平成  年  月  日付けで申請のあった予定建築物等以外の建築等については、都市計画法（昭

和４３年法律第１００号）第４２条第 1 項の規定により、下記のとおり許可します。 

 

  平成  年  月  日 

 

二本松市長 三保 恵一       

 

記 

 

１ 許可の内容 

⑴ 土地の所在、地番及び面積 

二本松市 ㎡ 

⑵ 建築物等の用途及び面積 

 ㎡ 

 

２ 許可条件 

 ⑴ 建築等は、申請書及び添付図書の内容に従って行なうこと。 

 ⑵ 許可行為の期間は平成  年  月  日から平成  年  月  日までとする。 

 ⑶ 許可を受けた土地の見やすい場所に当該許可内容を表示した標識（第１８号様式）を、当該許
可に係る建築等に着手するときから完了するまでの間、掲示しておくこと。 

 ⑷ 許可行為を中止又は廃止したときは、遅滞なく二本松市長に届け出て災害等が発生しないよう
措置すること。 

（教示） 

１ この処分に不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以
内に、福島県開発審査会に対し、審査請求をすることができます（なお、その期間内であっても、
この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。 

２ この処分の取消しの訴えは、上記１の審査請求に対する採決があったことを知った日の翌日から
起算して６箇月以内に、二本松市を被告として（訴訟において二本松市を代表するものは、二本松
市長となります。）、提起することができます（なおその期間内であっても、この処分の日の翌日か
ら起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。 

３ 上記２の処分の取消しの訴えは、上記１の審査請求に対する採決を経た後でなければ提起するこ
とができませんが、次の⑴から⑶までのいずれかに該当するときは審査請求に対する採決を経ない
で提起することができます。 

 ⑴ 審査請求のあった日から３か月を経過しても採決がないとき。 

 ⑵ 処分、処分の執行又は手続きの進行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があると
き。 

 ⑶ その他採決を経ないことにつき正当な理由があるとき。  



－５３２－ 

 

第４０号様式（第１７条関係） 

二本松市指令  都計第    号 

 

（令達先） 住所                

氏名                

 

 平成  年  月  日付けで申請のあった予定建築物等以外の建築等については、都市計画法（昭

和４３年法律第１００号）第４２条第１項ただし書の規定による許可はできません。 

 

  平成  年  月  日 

 

二本松市長 三保 恵一       

 

記 

 

１ 許可できない内容 

⑴ 土地の所在、地番及び面積 

二本松市 ㎡ 

⑵ 建築物等の用途及び面積 

 ㎡ 

 ⑶ 許可できない理由 

 

 

 

 

（教示） 

１ この処分に不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以
内に、福島県開発審査会に対し、審査請求をすることができます（なお、その期間内であっても、
この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。 

２ この処分の取消しの訴えは、上記１の審査請求に対する採決があったことを知った日の翌日から
起算して６箇月以内に、二本松市を被告として（訴訟において二本松市を代表するものは、二本松
市長となります。）、提起することができます（なおその期間内であっても、この処分の日の翌日か
ら起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。 

３ 上記２の処分の取消しの訴えは、上記１の審査請求に対する採決を経た後でなければ提起するこ
とができませんが、次の⑴から⑶までのいずれかに該当するときは審査請求に対する採決を経ない
で提起することができます。 

 ⑴ 審査請求のあった日から３か月を経過しても採決がないとき。 

 ⑵ 処分、処分の執行又は手続きの進行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があると
き。 

 ⑶ その他採決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

  



－５３３－ 

 

第４１号様式（第１８条関係） 

予定建築物等以外の建築等協議書 

 都市計画法第４２条第２項の規定により、 ※収受欄 

建築物 

第一種特定工作物  
の 

 新築 

 改築 

 用途の変更 

 新設 

の協議をします。 

平成   年   月   日 

二本松市長 三保 恵一 様 

住所（所在地）                

申請者 氏名                     

（名称及び代表者氏名）         印  

電話番号                   

１ 開発行為協議成立通知番号 平成   年   月   日   都計第    号 

２ 工事完了公告年月日 平成   年   月   日 

３ 協議に係る土地の所在   

４ 協議に係る土地の地目及び面積 
地目 

 
面積           ㎡ 

５ 協議をしようとする予定建築物

等 

用途 

 
面積           ㎡ 

６ 協議が成立した際の建築物の用

途 
  

７ 建築等着手予定年月日 平成   年   月   日 

８ 建築等完了予定年月日 平成   年   月   日 

備考 １ ※印のある欄は記載しないこと。 

   ２ 建築物の用途の欄は、住宅、事務所、店舗、工場等具体的に記載すること。 

   ３ 次に掲げる図書を添付すること。 

    ⑴ 開発行為協議成立通知書の写し 

    ⑵ 開発区域位置図 

    ⑶ 開発区域区域図 

    ⑷ 土地利用計画図 

    ⑸ 現況図又は現況写真 

    ⑹ 予定建築物の平面図及び立面図 

    ⑺ 建築しなければならない理由書  



－５３４－ 

 

第４２号様式（第１８条関係） 

第    号 

平成  年  月  日 

          様 

二本松市長 三保 恵一       

 

予定建築物等以外の建築等協議成立通知書 

 

 平成  年  月  日付けで協議のあった予定建築物等以外の建築等については、下記のとおり

協議が成立しましたので都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第４２条第２項の規定により、通

知します。 

 なお、都市計画法第４２条第２項規定により、本協議の成立をもって予定建築物等以外の建築等の

許可があったものとみなします。 

記 

１ 協議の内容 

⑴ 土地の所在、地番及び面積 

二本松市 ㎡ 

⑵ 建築物等の用途及び面積 

 ㎡ 

 

２ 協議成立条件 

 ⑴ 建築等は、申請書及び添付図書の内容に従って行なうこと。 

 ⑵ 建築等の期間は平成  年  月  日から平成  年  月  日までとする。 

 ⑶ 建築等を行う土地の見やすい場所に当該建築等の内容を表示した標識（第１８号様式）を、当

該建築等に着手するときから完了するまでの間、掲示しておくこと。 

 ⑷ 許可行為を中止又は廃止したときは、遅滞なく二本松市長に届け出て災害等が発生しないよう

措置すること。 

  



－５３５－ 

 

第４３号様式（第１９条関係） 

地位の承継届出書 

 都市計画法第４４条の規定により、許可に基づく地位を承継したので届け

出ます。 

平成   年   月   日 

二本松市長 三保 恵一 様 

住所（所在地）               

届出者 氏名                    

（名称及び代表者氏名）         印  

電話番号                  

※収受欄 

開
発
許
可
の
概
要 

１ 開発許可を受けた者の住

所及び氏名 
  

２ 開発許可番号 平成   年   月   日    都計第    号 

３ 開発区域に含まれる地域

の名称 
  

４ 被承継人の住所及び氏名   

５ 承継年月日 平成   年   月   日 

６ 承継の理由   

７ 届出代理人の住所、氏名及び電

話（ＦＡＸ） 

 

                         印  

電話          ＦＡＸ 

備考 １ ※印欄は、記入しないこと。 

   ２ 許可指令書の写し及び土地の登記事項証明書（被承継人が法人のときは、承継したことを証する書類） 

  



－５３６－ 

 

第４４号様式（第２０条関係） 

地位の承継承認申請書 

 都市計画法第４５条の規定により、地位の承継の承認を申請します。 

平成   年   月   日 

二本松市長 三保 恵一 様 

住所（所在地）               

申請者 氏名                    

（名称及び代表者氏名）         印  

電話番号                  

※手数料欄 

※収受欄 

１ 開発許可番号 平成   年   月   日    都計第    号 

２ 開発区域に含まれる

地域の名称 
  

３ 被承継人の住所及び

氏名 
  

４ 土地の所有権等を取

得した日 
平成   年   月   日 

５ 承継の理由   

６ 工事施行者の住所、

氏名及び電話（ＦＡＸ） 

 

 

電話          ＦＡＸ 

７ 申請代理人の住所、

氏名及び電話（ＦＡＸ） 

 

                              印  

電話          ＦＡＸ 

備考 １ ※印のある欄は記載しないこと。 

   ２ 次に掲げる図書を添付すること。 

    ⑴ 許可指令書の写し 

    ⑵ 土地売買契約書等所有権その他工事施行に関する権原を承継したことを証する書類 

    ⑶ 法人の登記事項証明書、定款等 

    ⑷ 資力信用調書 

    ⑸ 事業経歴書 

    ⑹ 納税証明書（固定資産税並びに法人にあっては法人税、事業所税及び法人市民税、個人にあっては

所得税及び市県民税に係るもの） 

    ⑺ 工事能力調書 

    ⑻ 土地の登記事項証明書（地位の承継に関するもの） 

  



－５３７－ 

 

第４５号様式（第２０条関係） 

二本松市指令  都計第    号 

 

（令達先） 住所                

氏名                

 

 平成  年  月  日付けで申請のあった地位の承継については、都市計画法（昭和４３年法律

第１００号）第４５条の規定により、下記のとおり承認します。 

 

  平成  年  月  日 

 

二本松市長 三保 恵一       

 

記 

 

１ 承認の内容 

⑴ 開発区域に含まれる地域の名称及び面積 

二本松市 ㎡ 

⑵ 承継者及び被承継者の住所、氏名 

被承継者  

承継者  

 

２ 承認条件 

 開発行為は、平成  年  月  日付け二本松市指令  都計第   号の許可内容に従って行
なうこと。 

（教示） 

１ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内
に、福島県知事に対して審査請求をすることができます。なお、この処分があったことを知った日
の翌日から起算して６０日以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると、
審査請求をすることができなくなります。 

２ この処分については、この処分（この処分について上記１の審査請求をしたときは、当該審査請
求に対する裁決。以下同じ。）があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、二本松市
を被告として（訴訟において二本松市を代表するものは、二本松市長となります。）、処分の取消し
の訴えを提起することができます。なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６
箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると、処分の取消しの訴えを
提起することができなくなります。  



－５３８－ 

 

第４６号様式（第２０条関係） 

二本松市指令  都計第    号 

 

（令達先） 住所                

氏名                

 

 平成  年  月  日付けで申請のあった地位の承継については、都市計画法（昭和４３年法律

第１００号）第４５条の規定による承認はできません。 

 

  平成  年  月  日 

 

二本松市長 三保 恵一       

記 

１ 承認の内容 

⑴ 開発区域に含まれる地域の名称及び面積 

二本松市 ㎡ 

⑵ 承継者及び被承継者の住所、氏名 

被承継者  

承継者  

 ⑶ 承認できない理由 

 

 

 

 

（教示） 

１ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内
に、福島県知事に対して審査請求をすることができます。なお、この処分があったことを知った日
の翌日から起算して６０日以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると、
審査請求をすることができなくなります。 

２ この処分については、この処分（この処分について上記１の審査請求をしたときは、当該審査請
求に対する裁決。以下同じ。）があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、二本松市
を被告として（訴訟において二本松市を代表するものは、二本松市長となります。）、処分の取消し
の訴えを提起することができます。なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６
箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると、処分の取消しの訴えを
提起することができなくなります。 

 



－５３９－ 

 

第４７号様式（第２１条関係） 

開発登録簿 受付台帳番号   

開発許可番号 平成   年   月   日   都計第    号 

開発許可を受けた

者の住所及び氏名 

 

 

 

地
位
の
承
継 

承継日 平成   年   月   日 

承認番号     都計第    号 

承 継 人 の

住 所 及 び

氏名 

  工事施行者の住所

及び氏名 

 

 

開
発
区
域 

地域の名称及び

面積 

 

㎡ 
公
共
施
設 

種 類 、 位

置、区域、

面積等 

 

 

 

            ㎡ 
用途  

法第４１条第１項

の制限内容 
  

予定建築物の用途                              （用途地域内は除く。） 

法第３７条第１号

の建築等の承認 

承認年月日 平成   年   月   日 建築物の用

途及び面積 

 

㎡ 承認番号     都計第    号 

許可申請年月日 平成   年   月   日 工事着手年月日 平成   年   月   日 

工事完了届出日 平成   年   月   日 完了検査年月日 平成   年   月   日 

検査済証交付年月

日及び番号 

平成   年   月   日 

  都計第    号 

完了公告年月日

及び番号 

平成   年   月   日 

  都計第    号 

変更許可又は変更

届 

平成  年  月  日 

  都計第    号 

平成  年  月  日 

  都計第    号 

平成  年  月  日 

  都計第    号 

      

法第４２条第１項

ただし書きの建築

等の許可 

許可番号 平成   年   月   日   都計第    号 

許可を受けた

者の住所・氏

名 

 

 

土地の所在及

び面積 

 

                     面積       ㎡ 

建築物の用途

及び面積 

 

     面積       ㎡ 
新築・改築・用途の変更・新設 

法第４２条第２項

の国等との協議 

協 議 者 名  新築・改築・用途の変更・新設 

協 議 内 容  

大規模開発に係る

事務処理経過 

基本 

計画 

受付 平成  年  月  日 事前 

審査 

受付 平成  年  月  日 

回答 平成  年  月  日 回答 平成  年  月  日 

設計者の住所及び

氏名 
  

法第８１条の監

督処分 
  

備

考 

 

 

 

 

 

 

 

                        法３２条（同意書交付）平成  年  月  日 

  



－５４０－ 

 

法第４２条第１項ただし書きの建築等の許可 

１ 

許可番号 平成   年   月   日   都計第    号 

許可を受けた者の 

住所・氏名 

 

 

土地の所在及び面積 
 

                     面積       ㎡ 

建築物の用途等  新築・改築・用途の変更・新設 

建築面積        ㎡ ： 延床面積        ㎡ 

階数    階 ： 建築物の高さ        ｍ ： 外壁の後退距離     ｍ 

２ 

許可番号 平成   年   月   日   都計第    号 

許可を受けた者の 

住所・氏名 

 

 

土地の所在及び面積 
 

                     面積       ㎡ 

建築物の用途等  新築・改築・用途の変更・新設 

建築面積        ㎡ ： 延床面積        ㎡ 

階数    階 ： 建築物の高さ        ｍ ： 外壁の後退距離     ｍ 

３ 

許可番号 平成   年   月   日   都計第    号 

許可を受けた者の 

住所・氏名 

 

 

土地の所在及び面積 
 

                     面積       ㎡ 

建築物の用途等  新築・改築・用途の変更・新設 

建築面積        ㎡ ： 延床面積        ㎡ 

階数    階 ： 建築物の高さ        ｍ ： 外壁の後退距離     ｍ 

４ 

許可番号 平成   年   月   日   都計第    号 

許可を受けた者の 

住所・氏名 

 

 

土地の所在及び面積 
 

                     面積       ㎡ 

建築物の用途等  新築・改築・用途の変更・新設 

建築面積        ㎡ ： 延床面積        ㎡ 

階数    階 ： 建築物の高さ        ｍ ： 外壁の後退距離     ｍ 

５ 

許可番号 平成   年   月   日   都計第    号 

許可を受けた者の 

住所・氏名 

 

 

土地の所在及び面積 
 

                     面積       ㎡ 

建築物の用途等  新築・改築・用途の変更・新設 

建築面積        ㎡ ： 延床面積        ㎡ 

階数    階 ： 建築物の高さ        ｍ ： 外壁の後退距離     ｍ 

備考 

 

 

 

 

 

※１ 土地利用計画図を綴り込む（閲覧・写しの交付対象） 

※２ 許可指令書、検査済証、設計説明書、位置図、区域図、公図の写しを綴り込む（閲覧・写しの交付対象外） 

※３ 窓口に備え付け、公衆の閲覧に供する※１のみ（永年保存）  



－５４１－ 

 

第４８号様式（第２１条関係） 

開発登録簿の写しの交付請求書 

 都市計画法第４７条第５項の規定により、開発登録簿の写しの交付を請求

します。 

 

平成  年  月  日  

 二本松市長 三保 恵一 様 

住所（所在地）               

請求者 氏名                    

（名称及び代表者氏名）         印  

電話番号                  

※手数料欄 

※収受欄 

１ 開発許可番号 平成  年  月  日   第     号 

２ 開発許可を受けた者の住所、氏名 

  

 

３ 請求枚数           枚 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 交付年月日 平成  年  月  日 

※ 交付枚数           枚 

※ 照合者  

 備考 ※印のある欄は記載しないこと。 

  



－５４２－ 

 

第４９号様式（第２２条関係） 

確約書 

 

平成  年  月  日 

 

二本松市長 三保 恵一 様 

住所（所在地）                 

氏名                      

（名称及び代表者氏名）         印   

電話番号                    

 

私は、都市計画法第５３条第１項の規定による許可を受け、次の都市計画施設の区域又は市街地開

発事業の施行地区内に建築物を建築しますが、許可後は下記事項を遵守することを確約いたします。 

 

１ 建築物の所在及び地番 

 

 

 

 

２ 都市計画施設又は市街地開発事業の名称 

 

 

３ 遵守事項 

⑴ 都市計画法第５４条の規定どおり、容易に移転若しくは、除去できるように常に建築物を維持

管理いたします。 

⑵ 都市計画事業施行の際には、移転等に協力するとともに行政庁の指示に従います。 

⑶ 土地及び建物の所有権等を第三者に譲渡する際は、譲受人に対し本確約書を提出してあること

を通知するとともに、確約事項を継承します。 

  



－５４３－ 

 

第５０号様式（第２２条関係） 

二本松市指令  都計第    号 

（令達先） 住所                

氏名                

 

 平成  年  月  日付けで申請のあった建築等については、都市計画法（昭和４３年法律第１

００号）第５３条第１項の規定により、下記のとおり許可します。 

 

  平成  年  月  日 

二本松市長 三保 恵一       

記 

１ 許可の内容 

⑴ 都市計画施設又は市街地開発事業の種類及び名称 

 

⑵ 建築物の敷地の所在及び地番 

 

⑶ 建築物の構造 

 

⑷ 新築、増築、改築又は移転の別 

 

⑸ 敷地面積 

 

 

２ 許可条件 

⑴ 都市計画法第５４条の規定どおり、容易に移転若しくは、除去できるように常に建築物を維持
管理すること。 

⑵ 都市計画事業施行の際には、移転等に協力するとともに行政庁の指示に従うこと。 

⑶ 土地及び建物の所有権等を第三者に譲渡する際は、譲受人に対し許可の内容及び許可条件を継
承すること。 

（教示） 

１ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内
に、福島県知事に対して審査請求をすることができます。なお、この処分があったことを知った日
の翌日から起算して６０日以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると、
審査請求をすることができなくなります。 

２ この処分については、この処分（この処分について上記１の審査請求をしたときは、当該審査請
求に対する裁決。以下同じ。）があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、二本松市
を被告として（訴訟において二本松市を代表するものは、二本松市長となります。）、処分の取消し
の訴えを提起することができます。なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６
箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると、処分の取消しの訴えを
提起することができなくなります。  



－５４４－ 

 

第５１号様式（第２２条関係） 

二本松市指令  都計第    号 

 

（令達先） 住所                

氏名                

 

   年  月  日付けで申請のあった建築等については、都市計画法（昭和４３年法律第１００

号）第５３条第１項の規定による許可はできません。 

 

  平成  年  月  日 

二本松市長 三保 恵一       

記 

１ 許可できない内容 

⑴ 都市計画施設又は市街地開発事業の種類及び名称 

 

⑵ 建築物の敷地の所在及び地番 

 

⑶ 建築物の構造 

 

⑷ 新築、増築、改築又は移転の別 

 

⑸ 敷地面積 

 

⑹ 許可できない理由 

 

 

（教示） 

１ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内
に、福島県知事に対して審査請求をすることができます。なお、この処分があったことを知った日
の翌日から起算して６０日以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると、
審査請求をすることができなくなります。 

２ この処分については、この処分（この処分について上記１の審査請求をしたときは、当該審査請
求に対する裁決。以下同じ。）があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、二本松市
を被告として（訴訟において二本松市を代表するものは、二本松市長となります。）、処分の取消し
の訴えを提起することができます。なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６
箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると、処分の取消しの訴えを
提起することができなくなります。 
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第６０号様式（第２８条関係） 

開発行為又は建築等に関する証明書交付申請書 

 建築基準法第６条第１項（同法第８８条第１項又は第２項において準用する場合を含む。）又は同

法第６条の２第１項（同法第８８条第１項又は第２項において準用する場合を含む。）の規定による

確認を申請したいので、都市計画法施行規則第６０条の規定により、次のことについて都市計画法

の規定に適合している旨の証明書の交付を申請します。 

平成   年   月   日 

二本松市長 三保 恵一 様 

住所（所在地）                

申請者 氏名                     

（名称及び代表者氏名）         印  

電話番号                   

１ 建築（建設）敷地の所

在、地番、地目及び面積 

                 地目 

                 面積        ㎡ 

２ 都市計画法該当条文 
□第２９条 □第３５条の２ □第４１条 □第４２条 

□第４３条 □第５３条   □第３７条 

３ 区域 
□都市計画区域内 

□都市計画区域外 
用途地域等   

４ 開発許可番号 平成   年   月   日    都計第    号 

５ 都市計画法第４１条に

よる制限の内容 
  

６ 建築（建設）計画の概

要 

開 発 行 為  □有  □無   (       ㎡) 

用 途  敷 地 面 積 ㎡ 

工 事 の 種 別  建築 ( 建設 ) 面積 ㎡ 

そ の 他   

※ 上記の建築計画については、都市計画法の規定に適合することを証明します。 

  都計第     号 

  平成   年   月   日 

二本松市長 三保 恵一     

備考 １ 建築確認申請書の写し及び都市計画法の規定に適合していることを表する書類及び開発行為又は建築

等の内容が分かる書類を添付すること。 

   ２ ※印のある欄は記載しないこと。  
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公共施設の用に供する土地の帰属（寄附）申出書 

平成   年   月   日 

 

二本松市長 三保 恵一 様 

住所（所在地）                 

氏名                      

（名称及び代表者氏名）         印   

電話番号                    

 

 都市計画法第４０条第２項の規定により開発行為（平成   年   月   日二本松市指令  

都計第    号）に関する下記の用地及び施設を帰属（寄附）したいので申出ます。 

 

記 

 

物件の表示 

 

   用  途 

 

   所  在 

 

   地  番 

 

   地  目 

 

   地  積 

 

 

 

※ 添付書類 登記嘱託書、登記原因証明情報兼登記承諾書、印鑑登録証明書 

       土地の登記事項証明書、開発区域位置図、土地の公図の写し 

       地積測量図、土地所在図、工事完了図（出来高図）、土地境界立会確認書 

       確約書（参考様式３）、協定書（参考様式） 
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別記様式第４ 

（法第３６条第３項の公告の日の翌日前における土地の表示の登記） 

 

  登  記  嘱  託  書 

登記の目的   土地の表示の登記 

所有者     二本松市 

添附書類    嘱託所副本 

        地積測量図 

        土地所在図 

  平成   年   月   日 

   嘱託者  二本松市長 三保 恵一 

福島地方法務局二本松出張所 御中 

 

 

（別紙１） 

土
地
の
表
示 

所在 二本松市○○○○○ 

地番 地目 地積㎡ 登記原因及びその日付 
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別記様式第５ 

（法第３６条第３項の公告の日の翌日前における土地の所有権保存の登記） 

 

  登  記  嘱  託  書 

 

登記の目的   所有権保存 

所有者     二本松市 

嘱託条項    不動産登記法第百条一号 

添附書類    嘱託書副本 

  平成   年   月   日 

   嘱託者  二本松市長 三保 恵一 

福島地方法務局二本松出張所 御中 

登録免許税   登録免許税法第四条第一項 

土地の表示 

  所 在   二本松市○○○○○ 

  地 番   ○○○○○番 

  地 目   ○○ 

  地 積   ○○○○○平方メートル 
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別記様式第６ 

（徒前の公共施設の用に供していた土地の帰属による所有権移転の登記） 

 

  登  記  嘱  託  書 

登記の目的   所有権移転 

登記原因    平成  年  月  日都市計画法第四十条 

        第一項の規定による帰属 

権利者     ○○市○○町○○番 氏名 

義務者     二本松市 

添附書類    嘱託書副本 

        住所証明書 

 平成   年   月   日 

  嘱託者   二本松市長 三保 恵一 

福島地方法務局二本松出張所 御中 

不動産価格   金○○○○円 

登録免許税   金○○○○円 

土地の表示 

  所 在   二本松市○○○○○ 

  地 番   ○○○○○番 

  地 目   ○○ 

  地 積   ○○○○○平方メートル 
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別記様式第７ 

（徒前の公共施設に代えて新たに設置された公共施設の用に供する土地の帰属による所有権移転の登

記） 

 

   登  記  嘱  託  書 

登記の目的   所有権移転 

登記原因    平成   年   月   日都市計画法第四十条 

        第一項の規定による帰属 

権利者     二本松市 

義務者     ○○市○○町○○番 氏名 

添附書類    嘱託書副本 

        登記承諾書（印鑑証明書付） 

 平成   年   月   日 

  嘱託者   二本松市長 三保 恵一 

福島地方法務局二本松出張所 御中 

登録免許税   登録免許税法第四条第一項 

土地の表示 

  所 在   二本松市○○○○○ 

  地 番   ○○○○○番 

  地 目   ○○ 

  地 積   ○○○○○平方メートル 
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別記様式第８ 

（新たに設置された公共施設の用に供する土地の帰属による所有権移転の登記） 

 

  登  記  嘱  託  書 

登記の目的   所有権移転 

登記の原因   平成   年   月   日都市計画法第四十条 

        第二項の規定による帰属 

権利者     二本松市 

義務者     ○○市○○町○○番  氏名 

添附書類    嘱託書副本 

        登記承諾書（印鑑証明書付） 

 平成   年   月   日 

  嘱託者   二本松市長 三保 恵一 

福島地方法務局二本松出張所 御中 

登録免許税   登録免許税法第四条第一項 

土地の表示 

  所 在   二本松市○○○○○ 

  地 番   ○○○○○番 

  地 目   ○○ 

  地 積   ○○○○○平方メートル 
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別添１ 

 

都市計画法に基づく公共施設の用に供する土地の帰属に係る不動産嘔気嘱託書様式について 

（注） 

一 嘱託書にあらかじめ印刷された不動文字のうち、不要の文字を削除するには、単に縦線で削除す

るのみで足り、不動産登記法第７７条第３項の規定による手続きを要しない。 

二 嘱託年月日は、「算用数字」又は、「一、二、三、」のいずれかの文字によって記載しても差し支え

なく、必ずしも「壱、弍、参、拾」の文字を用いることを要しない。 

三 添附書類の表示は、添附した書類を概括的に、たとえば、会社等の法人の代表者の資格を証する

会社登記簿謄（抄）本、資格証明書、委任状等は「代表権限証書」と、所有者の住所を証する住民

票抄本等は「住所証明書」と記載すれば足りる。 

  なお、添附書類の通数を記載することを要しない。 

四 不動産登記法施行細則第４４条の８第２項の規定による登記は、嘱託者の添附書類の項の当該添

附書類の表示の下部に、前件に添附したものを援用する場合は「前件添附」と、後件に添附したも

のを援用する場合には「後件添附」と記載する。 
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平成   年   月   日 

 

二本松市長 三保 恵一 様 

 

土地所有者              

住所              

氏名          印   

住所              

氏名          印   

住所              

氏名          印   

 

土地境界立会確認書 

 

               の施行に係る開発行為によって整備された（道路・水路、公園等）

の下記記載の土地が、二本松市に帰属予定であることから、その土地の境界について、私共が現場で

立ち合いのうえ、確認しました。 

 

記 

 

１ 対象地 

所在 地番 地目 地籍 

二本松市    

 

２ 対象地に対する隣接地 

所在 地番 地目 土地所有者 摘要 

二本松市     

     

     

 

３ 立会年月日   平成   年   月   日 
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登記原因証明情報兼登記承諾書 

 

１ 当事者及び不動産 

  （１）当事者 権利者（甲）二本松市 

         義務者（乙）二本松市○○○○○○○ 

               ○○ ○○ 

 

  （２）不動産の表示 末尾記載のとおり 

 

２ 登記の原因となる事実又は法律行為 

  （１）平成  年  月  日に、都市計画法第４０条第２項に基づき乙から甲に帰属 

  （２）よって本件不動産の所有権は、同日、乙から甲に移転した。 

 

３ 所有権移転登記承諾 

  乙は、上記に基づき甲が所有権移転の登記を行うことについて、異議なく承諾します。 

 

平成   年   月   日 

 

（乙）住所               

氏名         実印    

 

不動産の表示 

所在 地番 地目 地籍（㎡） 摘要 

二本松市      

      

      

      

      

 

 

  



－５５５－ 

 

参考様式１ 

委  任  状 

 

    住所（所在地）                

代理人 氏名                     

    （名称及び代表者氏名）         印  

    電話番号                   

 

 私は、都合により、上記の者を代理人と定め、下記のことについて、都市計画法の規定に基づく許

可申請その他これに関する一切の権限を委任します。 

 

記 

 

１ 開発区域の名称  二本松市 

 

２ 開発区域の面積           ㎡ 

 

３ 建築物の用途 

 

 

 

平成   年   月   日 

 

住所（所在地）                

委任者 氏名                     

（名称及び代表者氏名）         印  

電話番号                   
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参考様式２ 

確約書 

平成   年   月   日 

 

二本松市長 三保 恵一 様 

 

住所（所在地）                

開発行為者 氏名                     

（名称及び代表者氏名）         印  

電話番号                   

 

住所（所在地）                

工事施行者 氏名                     

（名称及び代表者氏名）         印  

電話番号                   

 

住所（所在地）                

現場責任者 氏名                     

（名称及び代表者氏名）         印  

電話番号                   

 

 私が、二本松市             に建設する         工事につきましては、

開発行為による工事を完成し、工事完了検査後に検査済証を受領するまで、建物を使用しないことを

誓約いたします。 

 なお、建物の使用開始の予定日は、平成   年   月   日ごろといたしますが、工事又は

検査による手直し等で使用開始予定日を経過した場合にも、所定の手続きが終了するまで建物を使用

しないことをあわせて確約いたします。 
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参考様式３ 

防災計画書 

１ 事前調査 

 ① 気象 

 ② 地形 

 ③ 地質 

 ④ 周辺環境 

２ 工程計画 

３ 防災計画平面図 

４ 工事施工中の濁水流出防止対策 

 ① 湧水の影響度の測定・点検 

 ② 濁水流出防止施設 

  ⑴ 工事施工中の仮の防災調整池等 

  ⑵ 沈砂池 

 ③ 簡易な土砂流出防止工（流土止め工） 

 ④ 仮排水工 

５ 崖や斜面地の崩壊を防止する措置 

 ① 法面保護工 

 ② その他の措置 

６ 工事施工中の騒音・振動等の対策 

 ① 建設機械等の騒音・振動対策 

 ② 水質汚濁対策 

 ③ 塵埃対策 

 ④ 交通問題対策 

７ 防災体制の確立 

 ① ハード面 

  ⑴ 必要な資材の必要な箇所への配置計画 

  ⑵ 必要な資材の点検・補給等の計画 

 ② ソフト面 

  ⑴ 組織の確立（点検体制、情報収集体制、出動体制、災害復旧体制、連絡体制等） 

  ⑵ 防災責任の設置 

  ⑶ 市が定める防災体制との連携 

８ その他、造成の規模や地盤の性質に鑑み、開発行為と建築行為を同時に施工しても開発区域及び

その周辺の安全性に支障をきたさない理由 

９ その他、工事実施に際しての留意事項 

防災計画書作成要領 

 作成にあたっては、「宅地防災マニュアルの解説Ⅰ、Ⅱ（編集防災研究会）」を参考にして下さい。

また、算定根拠となる計算書等を添付して下さい。 
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１ 事前調査 

 ① 気象は、年間降雨量、集中豪雨の実績、年間降雨パターン等の調査内容を記入して下さい。 

 ② 地形は、水系、集水面積、地すべり地形、崩壊跡地等の調査内容を記入して下さい。 

 ③ 地質は、断層、崖すい、軟弱地盤、湧水、地下水、地層の傾斜等の調査内容を記入して下さい。 

 ④ 周辺環境は、民家、井戸水、河川、道路等の調査内容を記入して下さい。 

２ 工程計画 

  工程計画は、工事量、工種及びその内容等を十分把握したうえ、梅雨末期の集中豪雨や秋の台風

時期における降雨、冬の乾燥期における山火事の発生など、施工時期を考慮して災害発生防止につ

いて十分配慮した計画しとて下さい。 

  なお、工程計画書の工種の例としては、以下のものがあります。 

  「準備工」、「水路等改修」、「調整池等工事」、「暗渠排水・軟弱地盤処理」、「伐開・抜根」、「整地

工事」、「進入路・主要道路等の路形築造」、「防災対策工」、「排水工事」、「街築・舗装」、「のり面等

植栽工」、「仕上げ工事」 

３ 防災計画平面図 

  工事施工中の防災措置を示した防災計画平面図を作成して下さい。 

４ 工事施工中の濁水流出防止対策 

  工事施工中における土砂、濁水流出が周辺に影響を及ぼす恐れがある場合は、地形、土質、施工

時期等を考慮した適切な防止施設を施すことを記入して下さい。 

 ① 湧水の影響度の測定・点検 

   必要に応じて、工事着手前にあらかじめ水質や濁度を測定しておくとともに、工事施工中にお

いても汚濁水の影響度の測定・点検を行うこと等を記載して下さい。 

   なお、濁水が認められたときの早急な対策等についても記載して下さい。 

 ② 濁水流出防止施設 

   工事施工中の仮の防災調整池等や沈砂池などの濁水流出防止施設の設置について記入して下さ

い。 

  ⑴ 工事施工中の仮の防災調整池等 

    工事施工中の排水を放流する開発事業区域周辺に、人家や重要施設等がある場合には仮の防

災調整池等の種類・規格・構造等の決定根拠を記入して下さい。 

    なお、仮の防災調整池を設置する場合、以下の項目について詳しく記入して下さい。 

    「計画雨量」、「土砂の流出抑制対策」、「容量等」、「構造等」、「汚濁軽減措置」 

  ⑵ 沈砂池 

    集水面積が極めて小さい場合に対応するのが一般的となるが、設置する場合は採用根拠等を

記入して下さい。 

    なお、構造は原則として埋込式で堅固なもので、土砂の搬出のために底部まで自動車の乗り

入れが出来る構造として、この構造であることを記入して下さい。 

 ③ 簡易な土砂流出防止工（流土止め工） 

   工事施工中の仮の防災調整池等の施設を設置するほどでもない場合、あるいは設置が不可能な

場合に用いられるが、この施設を用いた理由等を記入して下さい。 
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   なお、簡易な土砂流出防止工の例としては、以下のものがあります。 

   「板柵マット工」、「板柵割栗石工」、「板柵工」、「ふとんかご・のり尻保護工」、「板柵土のう積

み工」、「ふとんかご工」、「土のう積み工」 

 ④ 仮排水工 

   各種関係法規、設計基準を十分考えあわせ、工事前・中の各段階に対応した雨水等の排水・濁

水処理対策について記入して下さい。 

   なお、仮排水工の基本的な設計項目については、以下のとおりであり該当項目についての対策

内容を記入して下さい。 

   「工事施工中の排水」、「盛土工事」、「仮排水施設」、「切土工事」、「宅地内排水」、「路面排水」、

「濁水による侵食洗掘防止」、「工事中の濁水対策」 

５ 崖や斜面地の崩壊を防止する措置 

  開発地に崖や斜面地がある場合で、これに関する工事が完了していない場合は、工事施工中にお

ける崩壊を防止する措置を記入して下さい。 

６ 工事施工中の騒音・振動等の対策 

 ① 建設機械等の騒音・振動対策 

   騒音については、騒音規制法で８種類の作業（特定建設作業）が対象となり、各々の建設作業

に伴って発生する騒音に対する規制基準が定められているので、騒音対策の基本的な考え方につ

いて記入して下さい。 

   なお、騒音対策の基本的な考え方の項目については、以下のとおりです。 

   「騒音の把握」、「施工機械での対策」、「中間騒音」 

   振動規制法では、特定建設作業として４種類の作業が定められているので、振動対策について

記入して下さい。 

 ② 水質汚濁 

   施工区域内に川が流れている場合で下流に対して汚濁による魚類や農作物に影響がでると考え

られる場合は、濁水の処理方法について記入されたい。 

   なお、濁水の処理方法は大別すると以下の方式に分けられる。 

   「自然沈殿方式」、「凝集沈殿方式」、「機械処理方式」 

 ③ 塵埃 

   塵埃については、地形、気候等に左右されることが多いが、砂塵が人家に影響を与えると考え

られる場合は、衝立て等で遮断する方策等について記入されたい。 

 ④ 交通問題 

   運搬路となる道路が狭かったり、生活に密着している道路であったりすると、生活環境に及ぼ

す影響が大きくなるので運搬路の選定経緯について記入して下さい。 

７ 防災体制の確立 

  防災体制を確立し必要な事項を記入して下さい。 

 ① ハード面 

  ⑴ 必要な資材を必要な箇所に配置 

    必要な資材を必要な箇所に配置した工事施工中の防災施設配置図等を作成し添付して下さい。 
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  ⑵ 必要な資材の点検・補給 

    必要な資材の点検・補給の方法等を記入して下さい。 

 ② ソフト面 

  ⑴ 組織の確立（点検体制、情報収集体制、出動体制、災害復旧体制、連絡体制等） 

    組織の確立し点検体制、情報収集体制、出動体制、災害復旧体制、連絡体制等について記入

して下さい。 

  ⑵ 防災責任の設置 

    防災責任の設置し防災責任者名を記入して下さい。 

  ⑶ 市が定める防災体制との連携 

    市が定める防災体制との連携について記入して下さい。 

８ その他、造成の規模や地盤の性質に鑑み、開発行為と建築行為を同時に施工しても開発区域及び

その周辺の安全性に支障をきたさない理由 

  上記の１～７を綜合的に勘案して、支障をきたさない理由を簡潔に記載してください。 

９ その他、工事実施に際しての留意事項 

  その他、工事実施に際しての留意事項について記入して下さい。 

  （例えば、事前に必要となる許可及び承認等の関係法令など） 
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参考様式４ 

確約書 

平成   年   月   日 

二本松市長 三保 恵一 様 

 

住所（所在地）                

開発行為者 氏名                     

（名称及び代表者氏名）         印  

電話番号                   

 

 都市計画法第４０条第２項の規定により開発行為（平成   年   月   日二本松市指令  

都計第    号）に関する下記の用地及び施設を帰属（寄附）の申出にあたって、次の事項を確約

します。 

 

１ 帰属（寄附）物件に対する租税、その他の公課は、所有権移転登記完了の日の属する当該年度分

までは（開発行為者名  ）が負担します。 

２ 帰属（寄附）する土地にある△△施設（道路、公園、水路、調整地等）について、その管理に（清

掃、草刈り等）について、地元（土地購入者又は入居者等）がすることとし、地元（土地購入者又

は入居者等）へ重要事項説明書に記載の上、（開発行為者名  ）が説明して管理義務があることを

存知させます。（※土地のみ帰属で開発者管理の場合） 

２ 帰属（寄附）する△△施設（道路、公園、水路、調整地等）の使用にあたっては、愛護意識を持

って使用し、定期的な保全管理活動を行うことを、地元（土地購入者又は入居者等）へ重要事項説

明書に記載の上、（開発行為者名  ）が説明します。 

３ 帰属（寄附）する土地にある△△施設（道路、公園、水路、調整地等）について、その管理に（清

掃、草刈り等）について、地元（土地購入者又は入居者等）に引き継ぐまでは、（開発行為者名  ）

が責任をもって管理します。（※土地のみ帰属で開発者管理の場合） 

３ 帰属（寄附）する△△施設（道路、公園、水路、調整地等）について、土地購入者又は入居者等

が全て決定するまでは、（開発行為者名  ）が定期的な保全管理活動を行います。 

４ 管理（保全管理）事項は次のとおりとします。 

 （１）（道路、公園、水路、調整地等）の除草（樹木の軽剪定含む）及び清掃 

 （２）（道路、公園、水路、調整地等）施設の点検管理 

５ 管理に際し、災害の予兆、施設の損壊、違法行為者等を発見したときは、速やかに二本松市並び

に関係機関に通報します。 
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参考様式５ 

管理協定書 

 二本松市長 三保 恵一（以下「甲」という。）と□□（以下「乙」という。）は、乙が所有する下

記所在の△△施設（道路、公園、水路、調整地等）について、その機能を維持するため、下記のとお

りその維持管理に関する協定を締結する。 

記 

第１条 この協定の対象とする△△施設は、次に所在するものとする。 

 二本松市○○○○○・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

２ △△施設の位置、範囲及び設備等は、別図のとおりとする。 

第２条 乙は善良な管理者の注意をもって△△施設の維持管理に関する一切の業務（以下「管理業務」

という。）を行わなければならない。 

２ 乙は、管理業務に当たり、△△施設の機能を維持するうえで必要な修繕及び点検・清掃等を行う

ものとする。 

※調整地等の場合 

３ 乙は、第１項に規定する管理業務のうち、次に掲げる事項について特段の注意を払わなければな

らない。 

 ⑴ 調整地（調節地等）内の堆積土砂等の除去を行うこと。 

 ⑵ 調整地（調節地等）における水の流出入口及びスクリーン等の点検及び清掃を行うこと。 

 ⑶ 調整地（調節地等）内外の危険防止措置について十分配慮するとともに、門扉、フェンスその

他の施設の補修の必要が生じたときは直ちに補修し、その実施内容を速やかに文書で甲に報告す

ること。 

 ⑷ 台風の接近等、異常降雨が予想されるときは、厳重な監視を行って災害の発生を未然に防止す

ることに努めること。 

 ⑸ 調整地（調節地等）に関して異常、事故又は災害が発生したことを発見したときは、応急措置

を行うとともに、その内容を速やかに文書で甲に報告すること。また、緊急を要する場合にあっ

ては、文書での報告に先立ちその内容を口頭で報告すること。 

３ 管理業務に要する費用は、全て乙の負担とする。 

第３条 乙は△△施設を変更又は廃止しようとするときは、あらかじめ甲と協議しなければならない。 

２ 乙は△△施設の維持管理に十分配慮する必要から甲の指示があった場合は、これに従い必要な処

置を講じるものとする。 

第４条 △△施設の設置又は管理の瑕疵及び△△施設等の破損等異常が発生したことが起因して周辺

及び下流域に被害を与えた場合等により第三者に損害を生じたときは、乙がその賠償の責めを全て

負うものとする。 

第５条 乙の一般承継人及び乙より△△施設の所有権等を取得した者は、本協定に基づく乙の地位を

承継する。 

２ 前項の規定により乙の地位を承継した者は、その承継から３０日以内に甲にその旨を届出なけれ

ばならない。 

第６条 乙が△△施設の管理業務を行う期間は、当分の間とする。 
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第７条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、甲乙が協議して決定するもの

とする。 

平成   年   月   日 

甲 二本松市金色４０３番地１      

  二本松市長 三保 恵一  印    

 

乙 福島県□□市  字□□・・・・   

株式会社□□            

代表取締役 □□□□   印    
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参考様式６ 

申請取下書 

 さきに提出した     申請を下記のとおり取り下げます。 

平成   年   月   日 

二本松市長 三保 恵一 様 

住所（所在地）                

申請者 氏名                     

（名称及び代表者氏名）         印  

電話番号                   

※収受欄 

１ 申請年月日 平成   年   月   日 

２ 開発区域に含まれる地域の名

称 

 

 

 

３ 開発区域の地目及び面積 地目 面積         ㎡ 

４ 予定建築物 用途 面積         ㎡ 

５ 取下理由 

 

 

 

 

６ 申請代理人の住所、氏名及び

電話（ＦＡＸ） 

 

                        印  

電話          ＦＡＸ 

備考 １ 申請者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

   ２ 申請者の氏名（法人にあってはその代表者の氏名）の記載を自署で行う場合においては、押印を省略

することができる。 

   ３ ※印のある欄は記載しないこと。 
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参考様式 

工  事  工  程  表 

経過月数 

月日 

工種  種別 

１月目 ２月目 ３月目 ４月目 ５月目 ６月目 ７月目 ８月目 ９月目 10 月目 11 月目 12 月目 13 月目 

月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 

10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 

                                        

                                         

                                        

                                        

                                        

                                        

                                         

                                        

                                        

                                        

                                        

                                         

                                        

                                        

                                        

                                         

                                        

                                        

 

－
５
６
５
－
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準備工 

工種 種別 

準備工 （伐開、伐木、段切り、木根等処分） 

 

防災対策工 

工種 種別 

総合 防災組織作り 

防災施設工 仮設防災調整池、沈砂池 

防災排水工〔暗渠排水管、素掘側溝、竪排水、小段排水、防災集水桝、沈砂桝、防災水路〕 

土砂流出防止工〔じゃかご、ふとんかご、土のう〕 

防護柵設置工〔板柵、立入防止柵、合成樹脂ﾈｯﾄ柵〕 

小堤工〔防災小堤設置〕 

のり面保護工、子吹付工 

 

共通 

工種 種別 

仮設工 工事用道路工（工事用道路築造撤去、法面整形（盛土部）、安定処理、砕石敷、敷鉄板設置、
仮設舗装、安定ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ設置、工事用道路補修、土のう設置、殻運搬処理） 

仮橋・仮桟橋工（床掘り、埋戻し、作業残土処理、仮橋ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎設置、橋脚設置、仮橋設
置、覆工板設置、仮設高欄設置、殻運搬処理、鋼管杭打ち、防舷材散布） 

路面覆工（覆工板受桁設置撤去、覆工板設置撤去） 

土留・仮締切工（溝堀、土留建込・引抜、矢板・杭打込・引抜、切断もしくは跡埋め、ﾀｲﾛ
ｯﾄﾞ設置・撤去、腹起し設置・撤去、ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ設置撤去、敷鉄板設置撤去、じゃかご設置、
ふとんかご設置、土のう設置、締切盛土、法面整形（盛土部）、板柵設置、止水ｼｰﾄ設置、
泥土処理、中詰盛土、殻運搬処理） 

水替工〔ﾎﾟﾝﾌﾟ排水〕（設置、運転、撤去） 

地下水位低下工〔ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ、ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｪﾙ〕（搬入、穿孔、ｽﾄﾚｰﾅｰ管挿入、ﾌｨﾙﾀｰ材（砂利）充
填、孔内洗浄、水中ﾎﾟﾝﾌﾟ・揚排水管設置、運転、撤去） 

地仮水路工中連続壁工（作業床、地中連続壁設置、ｱﾝｶｰ打設、切梁・腹起し、泥土処理、殻
運搬処理） 

仮水路工〔素掘側溝、鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管、ｺﾙｹﾞｰﾄ管、硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管、ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ、ｺﾝｸﾘｰﾄ透
水管、板柵水路、仮設鋼矢板水路〕（床掘り、埋戻し、作業残土処理、吸出し防止材設置、
板柵桝設置、土のう設置、殻運搬処理） 

作業ﾔｰﾄﾞ整備工（ﾔｰﾄﾞ造成、砕石敷） 

電力設備工（受電設備、配電設備、電動機設備、照明設備） 

橋梁足場等設備工（架設足場、床版足場、塗装足場、側面塗装足場、橋面作業車、支承設置
用足場、歩道橋用足場、桁下足場、側部足場、橋脚廻り足場、ｼｰﾄ張防護、板張防護、ﾜｲ
ﾔｰﾌﾞﾘｯｼﾞ防護、PC防護、登り桟橋、工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ） 

防塵対策工（仮設舗装、ﾀｲﾔ洗浄装置、路面清掃、散水） 

汚濁防止工（汚濁防止ﾌｪﾝｽ、濁水処理設備） 

防護施設工（発破防護柵、仮囲い、門扉） 

調査・観測 （家屋調査、騒音調査、振動調査、沈下観測、傾斜観測、水質調査、地下水観測、土質試験、
地質試験、軟弱地盤調査、アンカー試験） 

施工図書作成 竣功平面図等作成 

 

整地（宅地） 

工種 種別 

整地土工 掘削工（掘削、破砕片除去・集積押土、積込、搬出） 

盛土工（搬入、敷均し・締固め工） 

※軟弱地盤の場合の立上げ速度（まき出しと放置を含めた盛土速度） 

 ・ 厚い粘土質地盤及び泥炭質地盤・・・・・ ３cm／日 

 ・ 普通の粘土質地盤・・・・・・・・・・・ ５cm／日 

 ・ 薄い粘土質地盤及び泥炭質地盤・・・・・１０cm／日 

盛土補強工（安定ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ設置、水平ﾄﾞﾚｰﾝ設置、ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁設置） 

宅地仕上げ工 
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再生砕石工 再生砕石製造工 

再生砕石運搬工 

地盤改良工 表層安定処理工（ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ設置、安定ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ設置、安定処理、置換：軟弱土掘削・積込、
軟弱土運搬、置換土掘削・積込、置換土運搬、置換土敷均し・締固め） 

ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ工〔ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ打設、ﾍﾟｰﾊﾟｰﾄﾞﾚｰﾝ打設〕（貫入・砂投入・引抜、打込・引抜・
ﾄﾞﾚｰﾝ材切断） 

締固め改良工〔ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ打設〕（貫入・砂投入・引抜） 

固結工〔薬液注入等〕（注入設備据付・削孔・注入・引抜・解体、排水汚泥土処理、足場設
置撤去、器具洗浄） 

法面工 法面整形工 

植生工（種子散布、客土吹付、植生基材吹付、植生ｼｰﾄ、植生ﾏｯﾄ、繊維ﾈｯﾄ、法面芝付） 

※緑化植物の種類によって適切な時期を選ぶ 

法面吹付工〔ﾓﾙﾀﾙ吹付、ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付〕 

法枠工〔現場打法枠、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠〕（ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠設置、型枠設置撤去、鉄筋
設置、ｱﾝｶｰ設置、敷砂利、吸出し防止材設置、枠内吹付、枠内中詰、目地材設置、遮水・
止水ｼｰﾄ設置、足場設置撤去、） 

ｱﾝｶｰ工（削孔、ｱﾝｶｰ鋼材組立加工・挿入、注入打設、緊張定着、ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｱﾝｶｰ撤去、足場設
置撤去） 

擁壁工 構造物土工（掘削、床掘り、埋戻し、作業残土処理） 

基礎改良工（安定処理、置換） 

既製杭工（杭打ち、杭頭処理、殻運搬処理） 

場所打杭工（杭打ち、杭土処理、殻運搬処理、泥水処理） 

場所打擁壁工（基礎材設置、均しｺﾝｸﾘｰﾄ打設、鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、養生、足場設置撤去、型
枠設置撤去、目地材設置、止水板設置、暗渠排水管敷設、水抜ﾊﾟｲﾌﾟ設置、ﾌｨﾙﾀｰ材設置、
裏込罪設置、吸出し防止材設置） 

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工（基礎砕石敷設、均しｺﾝｸﾘｰﾄ打設、敷ﾓﾙﾀﾙ打設、型枠設置、ﾌﾞﾛｯｸ間の接合、
目地ﾓﾙﾀﾙ詰、排水材設置、天端ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、養生） 

ﾌﾞﾛｯｸ積（張）擁壁工（ﾌﾞﾛｯｸ積、裏込材設置、胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、養生、遮水・止水
ｼｰﾄ設置、裏込材設置、吸出し防止材設置、目地材設置、水抜ﾊﾟｲﾌﾟ設置、足場設置撤去） 

石積（張）擁壁工（基礎材設置、型枠設置、ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、石積、積込運搬、胴込・裏込ｺﾝｸ
ﾘｰﾄ打設、目地材設置、吸出し防止材設置、止水ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、裏込材設置、足場設置撤去） 

補強土壁工（壁面材設置、補強材設置、敷均し・締固め、型枠設置撤去、基礎材設置、ｺﾝｸ
ﾘｰﾄ打設、天端ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、排水管敷設） 

土留工（土留建込・引抜、矢板・杭打込・引抜、切断もしくは跡埋め、ﾀｲﾛｯﾄﾞ設置・撤去、
腹起し設置・撤去） 

水替工（ﾎﾟﾝﾌﾟ排水） 

水槽等構造物
工 

構造物土工（掘削、床掘り、埋戻し、作業残土処理） 

防火水槽工〔防火水槽、防火水槽標識〕（基礎材設置、均しｺﾝｸﾘｰﾄ、現場打防火水槽・ﾌﾟﾚｷ
ｬｽﾄ防火水槽設置） 

雑工作物工 構造物土工（掘削、床掘り、埋戻し、作業残土処理） 

ﾌｪﾝｽ工（基礎材設置、基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置・ﾓﾙﾀﾙ布設、ﾌｪﾝｽ設置） 

ごみ置場工（基礎材設置、均しｺﾝｸﾘｰﾄ打設、型枠設置撤去、ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、鉄筋組立て、足
場設置撤去） 

ﾎﾞｯｸｽｶﾞﾚｰｼﾞ工、電気等宅地桝工 

構造物撤去工 構造物土工 

構造物取壊し工（ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し、舗装版取壊し、石積み取壊し、ｺﾝｸﾘｰﾄはつり、吹
付法面取壊し、鋼材切断、鋼矢板引抜、H鋼杭引抜、殻運搬処理、発生材運搬） 

防災施設撤去工〔管撤去、側溝・水路撤去、桝撤去、土のう撤去、柵撤去、かご撤去、殻
運搬処理、発生材運搬〕 
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調整池構造物工 

工種 種別 

調整池工 周囲小堤（床掘り、埋戻し、床仕上げ、基礎材設置、均しｺﾝｸﾘｰﾄ打設、ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、型枠設
置撤去、鉄筋組立て、ﾓﾙﾀﾙ打設、左官仕上げ、石積） 

洪水吐工 構造物土工（掘削、床掘り、埋戻し、作業残土処理） 

洪水吐工（基礎材設置、均しｺﾝｸﾘｰﾄ打設、ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、鉄筋組立て、型枠設置撤去、養生、
足場設置撤去、支保設置撤去、目地材設置、止水板設置、水抜ﾊﾟｲﾌﾟ設置、吸出し防止材
設置） 

放流施設工 構造物土工（掘削、床掘り、埋戻し、作業残土処理） 

放流塔工（基礎材設置、均しｺﾝｸﾘｰﾄ打設、ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、鉄筋組立て、型枠設置撤去、養生、
ｽﾃｯﾌﾟ設置、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ設置、ｽｸﾘｰﾝ設置、ｴｱｰﾊﾟｲﾌﾟ設置、足場設置撤去、支保設置撤去） 

放流管工（基礎材設置、均しｺﾝｸﾘｰﾄ打設、ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、鉄筋組立て、型枠設置撤去、養生、
放流管敷設、目地材設置、止水板設置、足場設置撤去、支保設置撤去） 

減勢工 構造物土工（掘削、床掘り、埋戻し、作業残土処理） 

減勢工（基礎材設置、均しｺﾝｸﾘｰﾄ打設、ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、鉄筋組立て、型枠設置撤去、養生、放
流管設置、目地材設置、止水板設置、足場設置撤去、支保設置撤去、じゃかご・ふとんか
ご設置） 

 

排水工 

工種 種別 

雨水排水設備
工 

側溝工〔Ｕ型側溝、Ｌ型側溝、皿形側溝、自由勾配側溝、函渠型側溝、側溝蓋、現場打水路、
柵渠〕（床掘り、埋戻し、床仕上げ、基礎材設置、均しｺﾝｸﾘｰﾄ打設、敷ﾓﾙﾀﾙ打設、底部ｺﾝ
ｸﾘｰﾄ打設、型枠設置撤去、鉄筋組立て、目地材設置、止水板設置、側溝蓋設置、側溝設置、
柵設置、親柱設置） 

雨水本管工 

汚水本管工 

排水土工（床掘り、埋戻し、作業残土処理） 

基礎改良工（安定処理、置換、高圧噴射攪拌、薬液注入） 

管基礎工〔枕土台基礎、はしご胴木基礎、砂基礎、ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎、砕石基礎、杭基礎〕 

管布設工〔鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管、強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管、硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管、PC 管〕（管敷設、埋設標
識ﾃｰﾌﾟ設置） 

土留工（土留建込・引抜、矢板・杭打込・引抜、切断もしくは跡埋め、ﾀｲﾛｯﾄﾞ設置・撤去、
腹起し設置・撤去、敷鉄板設置撤去） 

路面覆工〔覆工板受桁、覆工板〕 

水替工〔ﾎﾟﾝﾌﾟ排水〕（設置、運転、撤去） 

地下水位低下工〔ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ〕（設置、運転、撤去） 

雨水ﾏﾝﾎｰﾙ工 

汚水ﾏﾝﾎｰﾙ工 

基礎改良工（安定処理、置換、高圧噴射攪拌、薬液注入） 

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ工（ﾏﾝﾎｰﾙ設置、基礎材設置、ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ打設、ｲﾝﾊﾞｰﾄﾓﾙﾀﾙ打設、外副管設置、
型枠設置、内副管設置、排水桝ﾌﾞﾛｯｸ設置） 

現場打ﾏﾝﾎｰﾙ工（下部築造、上部築造、床版据付、保安蓋設置） 

小型ﾏﾝﾎｰﾙ工 

土留工（土留建込・引抜、矢板・杭打込・引抜、切断もしくは跡埋め、ﾀｲﾛｯﾄﾞ設置・撤去、
腹起し設置・撤去、敷鉄板設置撤去） 

路面覆工〔覆工板受桁、覆工板〕 

水替工〔ﾎﾟﾝﾌﾟ排水〕（設置、運転、撤去） 

地下水位低下工〔ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ、ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｪﾙ〕（搬入、穿孔、ｽﾄﾚｰﾅｰ管挿入、ﾌｨﾙﾀｰ材（砂利）充
填、孔内洗浄、水中ﾎﾟﾝﾌﾟ・揚排水管設置、運転、撤去） 

雨水取付管工 

汚水取付管工 

排水土工（床掘り、埋戻し、作業残土処理） 

取付管布設工（接着、ﾓﾙﾀﾙ打設） 

土留工〔仮設軽量鋼矢板〕 

水替工〔ﾎﾟﾝﾌﾟ排水〕（設置、運転、撤去） 

雨水桝工 

汚水桝工 

構造物土工（床掘り、埋戻し、作業残土処理） 

桝設置工〔宅地桝〕（基礎設置、桝設置） 

排水土工（床掘り、埋戻し、作業残土処理） 

基礎改良工（安定処理、置換、高圧噴射攪拌、薬液注入） 

既製杭工 

場所打杭工 
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 場所打函渠工（基礎材設置、均しｺﾝｸﾘｰﾄ打設、足場設置撤去、目地材設置、止水板設置撤去、
支保設置撤去） 

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工（基礎材設置、均しｺﾝｸﾘｰﾄ打設、敷ﾓﾙﾀﾙ打設、敷砂） 

土留工（土留建込・引抜、矢板・杭打込・引抜、切断もしくは跡埋め、ﾀｲﾛｯﾄﾞ設置・撤去、
腹起し設置・撤去、敷鉄板設置撤去） 

路面覆工〔覆工板受桁、覆工板〕 

水替工〔ﾎﾟﾝﾌﾟ排水〕（設置、運転、撤去） 

地下水位低下工〔ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ〕（設置、運転、撤去） 

土留工（土留建込・引抜、矢板・杭打込・引抜、切断もしくは跡埋め、ﾀｲﾛｯﾄﾞ設置・撤去、
腹起し設置・撤去、敷鉄板設置撤去） 

推進設備工（支圧壁設置、ｸﾚｰﾝ設備設置撤去、発進立坑基礎設置、発進坑口設置撤去、坑外
ずり出し、鏡切り、推進設備設置運転撤去、中押し装置設置運転撤去、刃口撤去、殻運搬
処理） 

推進工（推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管設置、管内掘削、坑内作業、坑外作業、滑材注入、管緊結、目
地ﾓﾙﾀﾙ打設、裏込め注入、発生土処理） 

空伏工（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管設置、砂基礎設置、砕石基礎設置、ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎打設） 

浄化槽工 浄化槽工 

構造物撤去工 構造物土工（床掘り、埋戻し、作業残土処理） 

排水構造物撤去工（管撤去、ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ撤去、ﾏﾝﾎｰﾙ撤去、桝撤去、ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し、殻運搬
処理、発生材運搬） 

舗装撤去工（舗装版取壊し、殻運搬処理） 

構造物復旧工 車道舗装仮復旧工（下層路盤、上層路盤、基層、表層、溶融式区画線、ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線） 

歩道舗装仮復旧工（下層路盤、基層、表層） 

車道舗装本復旧工（舗装版取壊し、路面切削、散水、清掃、段差すりつけ、切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ、
殻運搬処理、下層路盤、上層路盤、路盤材敷均し・締固め、基層、表層、ｱｽﾌｧﾙﾄ合材敷均
し、締固め、・ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤散布、溶融式区画線、ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線、路面清掃、ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布・
養生、塗料塗布・養生） 

歩道舗装本復旧工（舗装版取壊し、殻運搬処理、下層路盤、路盤材敷均し・締固め、基層、
表層、ｱｽﾌｧﾙﾄ合材敷均し、締固め、・ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤散布、薄層ｶﾗｰ舗装、ﾌﾞﾛｯｸ舗装、石張り
舗装、ﾀｲﾙ舗装） 

 

給水設備 

工種 種別 

給水設備工 水栓類取付工（ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ、止水栓、止水栓ﾎﾞｯｸｽ） 

散水施設工（ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ、ﾄﾞﾘｯﾌﾟﾊﾟｲﾌﾟ、散水栓、散水栓ﾎﾞｯｸｽ） 

本管分水工 

給水管路工（給水管布設、床掘り、埋戻し、床仕上げ、埋設、標設置、埋設ｼｰﾄ設置） 

 

道路新設・改築 

工種 種別 

再生砕石工 再生砕石製造工 

再生砕石運搬工 

地盤改良工 路床安定処理工 

置換工（軟弱土掘削・積込、軟弱土運搬、置換土掘削・積込、置換土運搬、置換土敷均し・
締固め 

ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ工（ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ設置、安定ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ設置） 

ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ工〔ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ打設、ﾍﾟｰﾊﾟｰﾄﾞﾚｰﾝ打設〕（貫入・砂投入・引抜、打込・引抜・ﾄﾞ
ﾚｰﾝ材切断） 

締固め改良工〔ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ打設〕（貫入・砂投入・引抜） 

固結工〔薬液注入等〕（注入設備据付・削孔・注入・引抜・解体、排水汚泥土処理、足場設
置撤去、器具洗浄） 

道路土工 掘削工（掘削、土砂等運搬、軟弱土等運搬、整地、転石破砕、押土(ﾙｰｽﾞ)、積込(ﾙｰｽﾞ)、人
力積込） 

路体盛土工（路体（築堤）盛土、土砂等運搬、整地、押土(ﾙｰｽﾞ)、積込(ﾙｰｽﾞ)、人力積込） 

路床盛土工（路床盛土、土砂等運搬、整地、押土(ﾙｰｽﾞ)、積込(ﾙｰｽﾞ)、人力積込） 

法面整形工（切土部、盛土部） 
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 不陸整正工 

残土処理工（整地、土砂等運搬、残土等処分） 

擁壁工 構造物土工（掘削、床掘り、埋戻し、作業残土処理） 

基礎改良工（安定処理、置換） 

既製杭工（杭打ち、杭頭処理、殻運搬処理） 

場所打杭工（杭打ち、杭土処理、殻運搬処理、泥水処理） 

場所打擁壁工（基礎材設置、均しｺﾝｸﾘｰﾄ打設、鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、養生、足場設置撤去、型枠
設置撤去、目地材設置、止水板設置、暗渠排水管敷設、水抜ﾊﾟｲﾌﾟ設置、ﾌｨﾙﾀｰ材設置、裏
込罪設置、吸出し防止材設置） 

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工（基礎砕石敷設、均しｺﾝｸﾘｰﾄ打設、敷ﾓﾙﾀﾙ打設、型枠設置、ﾌﾞﾛｯｸ間の接合、
目地ﾓﾙﾀﾙ詰、排水材設置、天端ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、養生） 

ﾌﾞﾛｯｸ積（張）擁壁工（ﾌﾞﾛｯｸ積、裏込材設置、胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、養生、遮水・止水ｼ
ｰﾄ設置、裏込材設置、吸出し防止材設置、目地材設置、水抜ﾊﾟｲﾌﾟ設置、足場設置撤去） 

石積（張）擁壁工（基礎材設置、型枠設置、ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、石積、積込運搬、胴込・裏込ｺﾝｸ
ﾘｰﾄ打設、目地材設置、吸出し防止材設置、止水ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、裏込材設置、足場設置撤去） 

補強土壁工（壁面材設置、補強材設置、敷均し・締固め、型枠設置撤去、基礎材設置、ｺﾝｸ
ﾘｰﾄ打設、天端ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、排水管敷設） 

土留工（土留建込・引抜、矢板・杭打込・引抜、切断もしくは跡埋め、ﾀｲﾛｯﾄﾞ設置・撤去、
腹起し設置・撤去、敷鉄板設置撤去） 

水替工（ﾎﾟﾝﾌﾟ排水） 

ｶﾙﾊﾞｰﾄ工 構造物土工（掘削、床掘り、埋戻し、作業残土処理） 

基礎改良工（安定処理、置換） 

既製杭工（杭打ち、杭頭処理、殻運搬処理） 

場所打杭工（杭打ち、杭土処理、殻運搬処理、泥水処理） 

場所打擁壁工（基礎材設置、均しｺﾝｸﾘｰﾄ打設、鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、養生、足場設置撤去、型枠
設置撤去、目地材設置、止水板設置、暗渠排水管敷設、水抜ﾊﾟｲﾌﾟ設置、ﾌｨﾙﾀｰ材設置、裏
込罪設置、吸出し防止材設置） 

場所打函渠工（基礎材設置、均しｺﾝｸﾘｰﾄ打設、足場設置撤去、目地材設置、止水板設置撤去、
支保設置撤去） 

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工〔ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾊﾟｲﾌﾟ〕（基礎砕石敷設、均しｺﾝｸﾘｰﾄ打設、敷ﾓﾙﾀ
ﾙ打設、型枠設置、ﾌﾞﾛｯｸ間の接合、目地ﾓﾙﾀﾙ詰、排水材設置、天端ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、小口止ｺ
ﾝｸﾘｰﾄ打設、養生） 

土留工（土留建込・引抜、矢板・杭打込・引抜、切断もしくは跡埋め、ﾀｲﾛｯﾄﾞ設置・撤去、
腹起し設置・撤去） 

水替工（ﾎﾟﾝﾌﾟ排水） 

路面排水工 構造物土工（床掘り、埋戻し、作業残土処理） 

側溝工〔L型側溝、U型側溝、V型側溝、管（函）渠型側溝、自由勾配側溝、LU型側溝、
暗渠ﾌﾞﾛｯｸ、側溝蓋〕（基礎材設置、型枠設置撤去、ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、敷ﾓﾙﾀﾙ打設、側溝設置、
目地材設置） 

集水桝工〔L型桝、U型桝、V型桝、LU型桝〕（基礎材設置、型枠設置撤去、ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、
敷ﾓﾙﾀﾙ打設、桝設置、目地材設置） 

雨水取付管工 排水土工（床掘り、埋戻し、作業残土処理） 

取付管布設工（接着、ﾓﾙﾀﾙ打設） 

土留工〔仮設軽量鋼矢板〕 

水替工〔ﾎﾟﾝﾌﾟ排水〕（設置、運転、撤去） 

安全施設工 構造物土工（床掘り、埋戻し、作業残土処理） 

路側防護柵工〔ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ、ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ〕（削孔、基礎材設置、ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎打設、型枠設置撤
去、鉄筋組立て、目地設置、養生、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎設置、ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置） 

防止柵工〔転落防止策、立入防止柵、横断防止柵、車止めﾎﾟｽﾄ〕（床掘り、埋戻し、基礎材
設置、ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎打設、型枠設置撤去、鉄筋組立て、目地設置、養生、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎設置、
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置、柵設置） 

境界工〔境界杭、境界鋲〕（穿孔、充填、貼付け、接着） 

道路付属物工〔視線誘導標、自発光式視線誘導標、道路鋲〕（穿孔、充填、ｱﾝｶｰ取付、貼付
け、接着） 

信号機工（削孔、基礎材設置、ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎打設、型枠設置撤去、鉄筋組立て、目地設置、養
生、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎設置、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置、信号機設置） 
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標識工 構造物土工（床掘り、埋戻し、作業残土処理） 

小型標識工〔路側標識、標識板〕（床掘り、埋戻し、基礎材設置、ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎打設、型枠設
置撤去、鉄筋組立て、目地設置、養生、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎設置、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置、標識設置） 

土留工（土留建込・引抜、矢板・杭打込・引抜、切断もしくは跡埋め、ﾀｲﾛｯﾄﾞ設置・撤去、
腹起し設置・撤去、敷鉄板設置撤去） 

大型標識工〔片持標識柱、門型標識柱〕（床掘り、埋戻し、基礎材設置、ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎打設、
型枠設置撤去、鉄筋組立て、目地設置、養生、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎設置、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置） 

道路付属施設
工 

構造物土工（床掘り、埋戻し、作業残土処理） 

街築ﾌﾞﾛｯｸ工〔縁石、舗装止め、境石、並木桝、植樹帯、ｱｽｶｰﾌﾞ、集水桝ﾌﾞﾛｯｸ〕（削孔、基
礎材設置、ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎打設、型枠設置撤去、鉄筋組立て、目地設置、養生、敷ﾓﾙﾀﾙ打設、
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎設置） 

道路植栽工（植樹帯盛土、敷均し、植栽植付け、支柱設置、幹巻、客土、施肥、樹名板設置） 

照明工（削孔、基礎材設置、ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎打設、型枠設置撤去、鉄筋組立て、目地設置、養生、
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎設置、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置、照明柱設置、引込柱設置、分電盤設置、蓋版設置費、
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置、照明灯具設置） 

電線管路工（電線管布設、電線配線、ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置） 

踏掛版工（型枠設置撤去、ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、鉄筋組立て、目地材設置、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ設置、路盤紙設
置、ﾗﾊﾞｰｼｭｰ設置、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置） 

構造物撤去工 構造物土工（掘削、床掘り、埋戻し、作業残土処理） 

構造物取壊し工（ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し、舗装版取壊し、石積み取壊し、ｺﾝｸﾘｰﾄはつり、殻運
搬処理、発生材運搬） 

道路施設撤去工（側溝撤去、集水桝撤去、防護柵撤去、防止柵撤去、小型標識柱撤去、大型
標識柱撤去、ﾌﾞﾛｯｸ撤去、道路植栽撤去、照明施設撤去、床掘り、埋戻し、殻運搬処理、
発生材運搬） 

水槽等構造物
工 

構造物土工（掘削、床掘り、埋戻し、作業残土処理） 

給水塔槽工〔受水槽、ｺﾝｸﾘｰﾄ高架水槽、鋼高架水槽〕 

水処理施設工〔下水処理槽、流末処理施設、浄水施設〕 

雑工作物工 構造物土工（床掘り、埋戻し、作業残土処理） 

ﾌｪﾝｽ工〔ﾌｪﾝｽ、扉〕（基礎材設置、鉄筋組立て、型枠設置撤去、ﾓﾙﾀﾙ打設、ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、加
工仕上げ、塗装仕上げ） 

 

舗装工 

工種 種別 

車道舗装工 舗装準備工（路床整正、路盤整正、ﾏﾝﾎｰﾙ調整） 

橋面防水工（下地処理、防水材施工、端部処理） 

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（下層路盤、上層路盤、基層、表層） 

透水性舗装工（ﾌｨﾙﾀｰ材敷均し、下層路盤、上層路盤、基層、表層） 

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工（下層路盤、上層路盤、ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装、縦目地設置、横目地設置） 

薄層ｶﾗｰ舗装工（下層路盤、上層路盤、薄層ｶﾗｰ舗装） 

ﾌﾞﾛｯｸ舗装工（ﾌﾞﾛｯｸ舗装、石張り舗装、ﾀｲﾙ舗装） 

歩道舗装工 舗装準備工（路床整正、路盤整正、ﾏﾝﾎｰﾙ調整） 

橋面防水工（下地処理、防水材施工、端部処理） 

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（下層路盤、基層、表層） 

透水性舗装工（ﾌｨﾙﾀｰ材敷均し、下層路盤、基層、表層） 

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工（下層路盤、ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装、縦目地設置、横目地設置） 

薄層ｶﾗｰ舗装工（下層路盤、薄層ｶﾗｰ舗装） 

ﾌﾞﾛｯｸ舗装工（ﾌﾞﾛｯｸ舗装、石張り舗装、ﾀｲﾙ舗装） 

道路付属施設
工 

区画線工〔溶融式区画線、ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線、高視認性区画線〕（作図、路面清掃、ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布、
養生、塗料塗布、貼付、区画線消去） 

視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ設置工（舗装版破砕、舗装版切断、ﾌﾞﾛｯｸ設置費） 

街渠ﾌﾞﾛｯｸ工（縁石ﾌﾞﾛｯｸ、ｱｽｶｰﾌﾞ） 
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公園緑地整備 

工種 種別 

施設撤去工 構造物取壊し工（ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し、舗装版切断、舗装版破砕、石積み取壊し、ｺﾝｸﾘｰﾄ
はつり、鋼材切断、殻運搬処理、発生材運搬） 

移設工〔鋼製遊具移設、木製遊具移設、複合遊具移設、ベンチ移設、小工作物移設、景石移
設〕（床掘り、埋戻し、残土処分、床仕上げ、基礎材設置費、均しｺﾝｸﾘｰﾄ、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、
遊具移設） 

伐採工（伐採、除根、木掘取、支柱撤去、発生木材処理、積込、運搬） 

伐開工（人力伐開、機械伐開除根、積込、運搬、処分） 

敷地造成工 表土保全工（掘削、積込、運搬、整地、処分、養生） 

整地工（敷均し） 

掘削工（掘削、積込、運搬、整地、残土処分） 

路体盛土工（盛土材採取、運搬、敷均し、締固め） 

路床盛土工（盛土材採取、運搬、敷均し、締固め） 

法面整形工 

路床安定処理工（改良材散布、混合、敷均し、締固め） 

植栽基盤工 透水層工〔開渠排水、暗渠排水、縦穴排水〕（床掘り、埋戻し、床仕上げ、遮水・止水ｼｰﾄ
張、排水管設置、ﾌｨﾙﾀｰ材設置、遮断砂、排水材投入、板柵設置、） 

土層改良工（普通耕、深耕、深層耕、心土破砕） 

土性改良工（人力かき均し、土性改良、改良材投入、中和剤施用、除塩、施肥） 

表土盛土工（盛土材運搬、敷均し、締固め） 

人工地盤工〔人工地盤排水層、ﾌｨﾙﾀｰ、人工地盤客土〕（排水層材設置、排水管設置、透水ｼ
ｰﾄ敷設、ﾌｨﾙﾀｰ材設置、客土投入） 

造形工（表面仕上げ、築山） 

法面工 法面ﾈｯﾄ工（埋設ﾈｯﾄ、被覆ﾈｯﾄ、樹脂ﾈｯﾄ） 

法枠工〔現場打法枠、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠、軽量法枠、吹付枠〕（法面清掃、法枠設置、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型
枠、鉄筋、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠設置、間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ充填、ｱﾝｶｰ設置、敷砂利、吸出防止材設置、枠
内中詰、客土中詰枠内吹付、目地材、遮水ｼｰﾄ設置費（ｺｰﾅｰｼｰﾄ設置）、張芝設置、法枠吹
付、枠内吹付、土のう留金網設置） 

編柵工 

かご工〔じゃかご、ふとんかご〕（法面整形、床拵え、埋戻し、止杭設置、吸出し防止材） 

植生工（種子散布、客土吹付、植生基材吹付、繊維ﾈｯﾄ、植生ﾏｯﾄ、植生ｼｰﾄ、種子帯張芝、
筋芝、植生筋、市松芝、人工張芝、植生穴） 

公園ｶﾙﾊﾞｰﾄ工 作業土工（床掘り、埋戻し、床仕上げ） 

場所打函渠工（基礎材設置、均しｺﾝｸﾘｰﾄ、ｺﾝｸﾘｰﾄ、鉄筋、型枠、足場、支保、目地材、止水
板、水抜パイプ） 

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工〔ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾊﾟｲﾌﾟ〕（床掘り、埋戻し、床仕上げ、基礎材、均
しｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、敷ﾓﾙﾀﾙ費、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ設置、縦締） 

擁壁工 緑化ブロック工〔緑化ﾌﾞﾛｯｸ、天端ｺﾝｸﾘｰﾄ〕（ﾌﾞﾛｯｸ設置、客土、裏込材、胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ
打設、目地材・水抜ﾊﾟｲﾌﾟ設置、吸出し防止材設置、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠） 

これ以外は整地（宅地）の擁壁工を参照 

植栽工 高木植栽工（植栽、土壌改良、幹巻、支柱、客土、施肥） 

中低木植栽工（植栽、土壌改良、幹巻、支柱、客土、施肥） 

特殊樹木植栽工（植栽、土壌改良、幹巻、支柱、客土、施肥） 

支柱設置工 

地被類植栽工〔草本類、つる性類、ササ類、高麗芝、西洋芝、野芝〕（土壌改良、植付け） 

播種工（播種、施肥、養生） 

花壇植栽工 

樹木養生工（防風ﾈｯﾄ、寒冷紗巻き、植穴透水層、空気管、ﾏﾙﾁﾝｸﾞ） 

樹名板工（床掘り、埋戻し、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置、埋込型樹名板設置、幹
巻型樹名板設置） 

根囲い保護工（床掘り、埋戻し、床仕上げ、基礎材設置、均しｺﾝｸﾘｰﾄ、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、根囲
い保護ﾌﾞﾛｯｸ設置、根囲い保護設置） 
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移植工 根回し工（床掘り、埋戻し、高中木根回し） 

高木移植工（掘取、植栽、支柱、客土、施肥、運搬、移植機械掘取、掘取穴復旧） 

根株移植工（根株掘取、根株植栽、客土、土壌改良、樹木運搬、移植機械掘取、掘取穴復旧） 

中低木移植工（掘取、植栽、支柱、客土、施肥、運搬、掘取穴復旧） 

地被類移植工（掘取、植栽、支柱、客土、土壌改良、掘取穴復旧）） 

樹木養生工（防風ﾈｯﾄ、寒冷紗巻き、植穴透水層、空気管、ﾏﾙﾁﾝｸﾞ） 

樹名板工（床掘り、埋戻し、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置、埋込型樹名板設置、幹
巻型樹名板設置） 

根囲い保護工（床掘り、埋戻し、床仕上げ、基礎材設置、均しｺﾝｸﾘｰﾄ、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、根囲
い保護ﾌﾞﾛｯｸ設置、根囲い保護設置） 

樹木整姿工 高中木整姿工（基本剪定、軽剪定、機械剪定、発生木材処分） 

低木整姿工（手刈、機械刈、発生木材処分） 

樹勢回復工（施肥、樹勢回復、樹木修復、発生木材処分） 

園路広場整備
工 

路床仕上げ工 

路盤工（下層路盤、路盤、上層路盤） 

舗装準備工（不陸整正） 

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（基層、表層、ｱｽﾌｧﾙﾄ薄層ｶﾗｰ舗装、排水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装） 

ｺﾝｸﾘｰﾄ系舗装工（ﾌﾞﾛｯｸ舗装、ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装、透水性ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装、ｺﾝｸﾘｰﾄ平板舗装、擬石平板
舗装、洗い出し舗装、縦目地、横目地） 

土系舗装工（土舗装、芝舗装、砂舗装、ダスト舗装） 

ﾚﾝｶﾞ・ﾀｲﾙ系舗装工 

木系舗装工（ﾁｯﾌﾟ舗装、木ﾚﾝｶﾞ舗装、木道） 

樹脂系舗装工 

石材系園路工（砂利舗装、砕石舗装、平石張り舗装、ごろた石舗装、玉石張舗装、野面平石
張舗装、修景割板石張舗装、修景切板石張舗装、割板石張舗装、小舗石張舗装、切板石張
舗装、延段、飛石） 

園路縁石工（縁石ﾌﾞﾛｯｸ、舗装止め、植樹桝縁石ﾌﾞﾛｯｸ、擬石縁石、ﾚﾝｶﾞ縁石、木縁石、ｱｽｶ
ｰﾌﾞ、見切石（仕切材）、ごろた石縁石、玉石縁石、野面平石縁石、割石縁石、小舗石縁石、
雑割石縁石、切石縁石） 

区画線工〔溶融式区画線、ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線、高視認性区画線〕（作図、路面清掃、ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布、
養生、塗料塗布、貼付、区画線消去） 

階段工（ｺﾝｸﾘｰﾄ階段、ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ階段、丸太階段、擬木階段、野面石階段、割石階段、切
石階段） 

公園橋工（公園橋橋台、公園橋設置、八ッ橋、石橋、木橋） 

ﾃﾞｯｷ工、点字ﾌﾞﾛｯｸ工 

修景施設整備
工 

石組工（石組、景石） 

添景物工（つくばい、井筒、灯篭、石塔） 

袖垣・垣根工（鉄砲袖垣、建仁寺袖垣、光悦寺袖垣、蓑袖垣、四ッ目垣、建仁寺垣、金閣寺
垣、銀閣寺垣、御簾垣、鉄砲垣） 

花壇工（下段、ﾌﾟﾗﾝﾀｰ） 

モニュメント工（ﾓﾆｭﾒﾝﾄ、記念碑） 

流れ工、滝工、池工、州浜工、壁泉工、ｶｽｹｰﾄﾞ工、ｶﾅｰﾙ工 

遊戯施設整備
工 

遊具組立設置工（ﾌﾞﾗﾝｺ、ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ、滑台、ｼｰｿｰ、鉄棒、ﾗﾀﾞｰ、はん登棒、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ遊具、
複合遊具、ｱｽﾚﾁｯｸ遊具、健康遊具施設） 

砂場工、徒渉池工 

ｻｰﾋﾞｽ施設工 時計台工、水飲み場工、洗い場工、ﾍﾞﾝﾁ･ﾃｰﾌﾞﾙ工、ｻｲﾝ施設工 

管理施設工 門扉工、柵工、車止め工、園名板工、掲揚ポール工 

施設設置工 四阿工、ﾊﾟｰｺﾞﾗ工、ｼｪﾙﾀｰ工、ｷｬﾋﾞﾝ(ﾛｯｼﾞ)工、温室工、観察施設工、更衣室工、便所工、倉
庫工、自転車置場工 
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参考様式 

実務経歴証明書 

 下記の者は、宅地開発に関する業務に関し、下記のとおり実務の経歴を有することを証明します。 

平成   年   月   日 

 

証 明 者  職    名                    

 

氏    名                  印 

記 

被証明者氏名  生年月日     年  月  日 証明期間 
    年  月から 

    年  月まで 

職  名 主な経験の内容 期  間 

      年  月から     年  月まで 

      年  月から     年  月まで 

      年  月から     年  月まで 

      年  月から     年  月まで 

      年  月から     年  月まで 

      年  月から     年  月まで 

      年  月から     年  月まで 

      年  月から     年  月まで 

合  計   年  か月 

備考 １ この証明書は、証明者が証明することができる期間のみ１枚にまとめて記載すること。証明者が異なる場合には、２枚以上に書き分けること。 

   ２ 「証明者」は、被証明者が「職名」欄に記載した役職を管理すべき役職にある方です。例えば、会社であれば「代表取締役」「○○支店長」等です。 

   ３ 「証明期間」欄は、月単位で記入するものとし、その初日が毎月の１日でないときは、最初の月数を参入しないこと。 

   ４ 「職名」欄は、具体的に（例えば「××部○○課△△係技術吏員」「××部○○課△△係事務職」等）記入すること。 

   ５ 「主な経験の内容」欄は、具体的な業務の名称を、概ね２年毎に一つ以上記載してください。 

－
５
７
４
－
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第２章 開発許可事務の処理 
第１節 事前相談 
 二本松市（以下「市」という。）は、開発行為又は建築等の行為（以下「開発等の行為」という。）

をしようとする者から、開発の構想段階において事前に相談があった場合は、許可要件その他の開発

行為に関する要件について十分説明を行い、その後の手続きの円滑化を図らなければならない。 

 

第２節 協議及び事前審査の指導 
 ① 市は、開発行為を行おうとする者に対し、その開発行為が、次に掲げるものに該当するときは、

当該各号に定める機関等と協議するよう指導するものとする。 

  ⑴ 二本松市景観条例第１２条に定める景観形成重点地区内における行為又は同条例第２０条に

定める大規模行為に該当する開発行為にあっては、建設部都市計画課 

  ⑵ 福島県大規模土地利用事前指導要綱に定める事前協議が必要な開発行為にあっては、福島県

県北地方振興局企画商工部地域づくり・商工労政課 

  ⑶ 福島県ゴルフ場開発指導要綱に定める事前協議が必要な開発行為にあっては、福島県県北地

方振興局企画商工部地域づくり・商工労政課 

  ⑷ 福島県産業廃棄物処理指導要綱に定める事前協議が必要な開発行為にあっては、福島県県北

地方振興局県民環境部環境課 

  ⑸ 農業振興地域の整備に関する法律に定める農用地区域の土地を含む開発行為にあっては、産

業部農政課 

  ⑹ 大規模小売店舗立地法の対象となる開発行為にあっては、産業部商工課 

  ⑺ 環境影響評価法の対象となる開発行為にあっては、福島県生活環境部環境共生課 

  ⑻ 福島県環境影響評価条例の対象となる開発行為にあっては、福島県生活環境部環境共生課 

 ② 市は、開発行為を行おうとする者に対し、その開発行為の規模が５ヘクタール以上（以下「大

規模開発行為」という。）の場合には、二本松市大規模開発事前審査要綱に定める事前審査を受

けるよう指導するものとする。 

 

第３節 申請書等の提出先及び収受 
 ① 開発許可の申請等を行おうとする者（以下「申請者」という。）は、省令又は施行細則の定める

ところにより、申請書及びその他必要な図書等（以下「申請書等」という。）を建設部都市計画課

に提出するものとする。 

 ② 前項により提出のあった申請書等を受領した職員は、二本松市文書取扱規程（平成１７年二本

松市訓令第１３号）第１３条第１項第２号の規定により、文書整理簿に必要事項を記載し、処理

するものとする。 

 ③ 市は、第１項により提出のあった申請書等について、速やかに、その記載内容及び添付書類の

有無を確認し、誤記、添付書類の不足等の不備がある場合には、申請者に対して相当の期間を定

めて補正を求めなければならない。 
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第４節 手数料の徴収 
 市は、第３節②のの申請書等を受領した職員は、申請書等の受領に際して手数料の徴収が必要なと

きは、二本松市都市計画法関係事務手数料条例に規定する手数料の額を現金で徴収しなければならな

い。 

名称 手数料の額 
開発許可

申請 開発区域の面積（ha） 
自己居住用住

宅のための開

発行為 

自己業務用建

築物のための

開発行為 
その他 

0.3 以上 0.6 未満 
0.6 以上 1.0 未満 
1.0 以上 3.0 未満 
3.0 以上 6.0 未満 
6.0 以上 10.0 未満 
10.0 以上     

43,000 円 
86,000 円 

130,000 円 
170,000 円 
220,000 円 
300,000 円 

65,000 円 
120,000 円 
200,000 円 
270,000 円 
340,000 円 
480,000 円 

190,000 円 
260,000 円 
390,000 円 
510,000 円 
660,000 円 
870,000 円 

開発変更

許可申請 
右欄に掲げるそれ

ぞれの額の合計の

額（８７万円を超

えるときは８７万

円） 

既に許可を受けた開発

区域に変更がなく、設計

の変更を行うとき 
前号に掲げる額の 1/10 

開発区域の増を伴う設

計の変更を行うとき 

変更前の区域面積に応じた前号

に掲げる額の 1/10 に増加面積に

応じた前号に掲げる額 
開発区域の増に伴い設

計の変更があるが、変更

の理由が新たな土地の

編入に起因するもの 

増加面積に応じた前号に掲げる

額 

開発区域の減に伴い設

計の変更を行うとき 
減少後の面積に応じた前号に掲

げる額の 1/10 
その他 10,000 円 

予定建築物等以外の建築等許可申請 26,000 円 
地位の承

継の承認

申請 

開発区域の面積（ha） 自己居住用 自己業務用 その他 
1.0 未満 
1.0 以上 

1,700 円 
2,700 円 

1,700 円 
2,700 円 

17,000 円 

開発登録簿の写しの交付 用紙１枚につき 470 円 
開発行為又は建築に関する証明書等の交付申請 
（６０条証明） 

470 円 

その他の証明書等の交付 300 円 
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第５節 審査及び処分の決定 
 ① 市は、第４条により提出のあった開発許可の申請等について、当該申請に係る開発行為を審査

表（第１号様式）及び技術審査表（第２号様式）を用いて速やかに審査を行い、必要がある場合

には、申請者に対して申請書等の補正要求及び行政指導を行うものとする。 

 ② 市は、前項による審査等を行った結果、当該申請に係る開発行為が、法第３３条に掲げる基準

に適合しており、かつ、その申請の手続が法又は法に基づく命令の規定に違反していないと認め

るときは、開発許可をしなければならない。なお、これ以外の場合は、不許可とする。この場合

において、その理由を申請者に提示しなければならない。 

 ③ 前項による許可及び不許可の処分の決定は、二本松市職務権限規程（平成１７年二本松市訓令

第５号）第２４条の規定により、副市長が処理するものとする。 

 

第６節 災害発生等の通報 
 開発許可を受けた者は、当該開発許可に係る工事の施工に当たり災害が発生したとき又は災害等の

発生のおそれがあるときは、施行細則第１３条第２項に定める災害等発生届を提出する前に、速やか

に市に通報するよう努めなければならない。 

 

第７節 大規模開発行為の変更 
 市は、大規模開発行為であって、開発許可を受けた者が、法第３５条の２第１項に規定する変更を

しようとするときは、第３条に定める協議及び事前審査を行うよう指導するものとする。 

 

第８節 開発行為の廃止 
 市は、開発許可を受けた者が、当該開発許可に係る開発行為を廃止しようとする場合、開発許可を

受けた者に対して、当該開発行為によって損なわれた公共施設の機能を回復し、又は土地の形質の変

化等によって周辺の地域に排水及び水利上の支障をきたし、若しくは土砂くずれ等による被害を及ぼ

さないよう適切な措置を講ずるよう指導するものとする。 

 

第９節 大規模開発行為の承継 
 市は、大規模開発行為であって、法第４５条に規定する承認を受けようとする者に対して、第２節

に定める協議及び事前審査を行うよう指導するものとする。 

 

第１０節 完了検査 
 市は、省令第２９条に規定する工事完了の届出を受理したときは、速やかに、二本松市開発工事完

了検査要綱の規定により、開発工事の完了検査を行うものとする。 

 

第１１節 進行管理 
 市は、法第８０条第１項の規定により、法の施行のため必要な限度において、報告又は資料の提出

を求めて開発行為の進行管理に努めるものとする。 
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第１２節 監督処分 
 市は、法第８１条に規定する監督処分を行うときは、二本松市違反開発行為等事務処理要綱の規定

により行うものとする。 

 

第１３節 標準処理期間 
 申請等の受理から当該処分までの期間（以下「処理日数」という。）は、おおむね別表の期間内に行

うものとする。 

許認可等の事務 処理日数 備考 

法第２９条の規定による開発行為の許可（５ha 以上の第２種特

定工作物に係るもの） 
４０ 

 

同上（上記以外のもの） ３０  

法第３５条の２第１項の規定による開発行為の変更許可 ２５  

法第３６条の規定による開発行為の工事完了の検査及び検査済

証の交付並びに工事完了公告 
２０ 

他の法令による検査

に要する日数を除く。 

法第３７条第１号の規定による工事完了公告前の建築等の承認 ２０  

法第４１条第２項ただし書の規定による建築物の建築の特例許

可 
１５ 

 

法第４２条第１項ただし書の規定による予定建築物等以外の建

築等の許可 
１５ 

 

法第４５条の規定による地位の承継承認 ８  

法第５３条第１項の規定による建築の許可 １５  

法第６５条第１項の規定による建築等の許可 ２０  

省令第６０条の規定による適合の証明 
１５ 

他部局との調整に要

する日数を除く。 
注１ 処理日数は、申請書等の受理をした日の翌日から、処分等の文書を申請者に発送若しくは窓口

で交付した日までの期間とする。 
注２ 処理日数には、申請の補正等に要する日数、二本松市の休日を定める条例（平成１７年二本松

市条例第２号）に規定する市の休日は含まない。 
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第１号様式（第６条関係） 

審  査  表 

１ 申請書の記載方法 

審査事項 適否 

「申請年月日」の記載内容  

「申請者の住所、氏名又は名称、押印」の記載内容  

「開発区域に含まれる区域の名称」を公図の写し及び登記事項証明書と照合  

「開発区域の面積」を求積図と照合  

「予定建築物等の用途」を土地利用計画図と照合  

「工事施工者住所氏名」の記載内容  

「工事着手予定年月日」の記載内容  

「工事完了予定年月日」の記載内容  

「その他必要な事項」の記載内容  

２ 申請手数料の納付 

審査事項 適否 

二本松市都市計画法関係事務手数料条例に規定する手数料の額を確認  

３ 添付書類 

審査事項 適否 

委任状（代理人委任の場合）の記載内容  

申請者の印鑑登録証明書の発行時期、申請書及び委任状の印影との照合  

資金計画書の記載内容（開発目的が１ｈａ以上の自己業務用の場合又はその他の場合）  

工事費等に関する積算資料の記載内容（特殊工事がある場合）  

申請者の資力信用調書の記載内容、申請書との照合（開発目的が１ｈａ以上の自己業務用の

場合又はその他の場合） 

 

住民票の写しの発行時期、申請書との照合（個人の場合）  

法人の登記事項証明書の発行時期、申請書との照合（法人の場合）  

定款に記載された法人の名称、所在地等と申請書との照合、開発計画と業務内容の整合（法

人の場合） 

 

預金残高証明書又は融資証明書の発行時期、申請書及び資金計画書との照合  

納税証明書の発行時期及び内容、申請書との照合  

設計者の資格に関する申告書の記載内容（１ｈａ以上の場合）  

設計者の資格に関する卒業証明書又は免許証等の写しの発行時期及び内容、申告書との照合

（１ｈａ以上の場合） 

 

実務経歴証明書又は在職証明書の発行時期及び内容、申告書との照合（１ｈａ以上の場合）  

工事施工者の工事能力調書の記載内容及び過去に違反事案がないか確認（あった場合、確約

書等を提出）、申請書との照合 

 

建設業等の許可証明書又は建設業等の許可書の写しの発行時期及び内容、申請書及び工事能  
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力調書との照合 

工事施工者の法人の登記事項証明書の発行時期及び内容、申請書及び工事能力調書との照合  

土地等の登記全部事項証明書の発行時期、申請書及び開発行為同意書の権利関係との照合（未

登記建物の場合は資産証明書） 

 

開発行為同意書の同意の年月日、記載内容、土地等の登記全部事項証明書との照合（権利者

が死亡している場合は相続関係が分かる書類） 

 

同意者の印鑑登録証明書の発行時期、同意書の印影との照合  

公共施設管理者同意書の発行時期、内容、求積図との照合（同意書の内容の詳細が不明確な

場合は、協議・打合せ記録簿等を追加） 

 

公共施設管理予定者との協議一覧表の内容、協議経過書との照合  

公共施設管理予定者との協議経過書の内容、協議一覧表及び求積図との照合  

工事の工程表の内容（自己用住宅以外の場合）  

義務教育施設設置義務者協議書の内容（２０ｈａ以上の場合）  

水道事業者協議書の内容（給水区域外で２０ｈａ以上の場合)  

一般電気、ガス事業者協議書の内容（４０ｈａ以上の場合）  

鉄道事業者等協議書の内容（４０ｈａ以上の場合）  

その他、関係法令に基づく許可、認可等が必要な場合はその許可等に関する書面  

４ 設計図書 

審査事項 適否 

設計説明書（開発目的が自己用住宅以外の場合）  

開発区域位置図の縮尺、標記、申請書等との整合  

開発区域区域図の縮尺、標記、申請書等との整合  

現況図の縮尺、標記、設計説明書等との整合（樹木若しくは樹木の集団又は表土の状況にあ

っては、１ｈａ以上の場合） 

 

開発区域及び周辺の土地の公図の写しの発行日又は転載日、申請書との照合  

開発区域求積図の縮尺、標記、申請書及び設計説明書との照合  

新旧公共施設求積図の縮尺、標記、公共施設管理者同意書、公共施設管理予定者との協議経

過書との照合 

 

区画割求積図の縮尺、標記、設計説明書との照合  

土地利用計画図の縮尺、標記、申請書、設計説明書及び他の図面との照合  

造成計画平面図の縮尺、標記、設計説明書及び他の図面との照合  

がけの断面図の縮尺、標記、他の図面との照合  

擁壁の断面図（構造図）の縮尺、標記、他の図面との照合  

擁壁の展開図の縮尺、標記、他の図面との照合  

排水施設計画平面図の縮尺、標記、他の図面との照合  

排水施設構造図の縮尺、標記、他の図面との照合  
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排水施設縦断図の縮尺、標記、他の図面との照合（１ｈａ以上の場合）  

流末水路構造図の縮尺、標記、他の図面との照合  

排水先流路図の縮尺、標記、他の図面との照合  

道路計画平面図の縮尺、標記、他の図面との照合  

道路横断図の縮尺、標記、他の図面との照合  

道路縦断図の縮尺、標記、他の図面との照合  

公園広場等計画図の縮尺、標記、他の図面との照合（自己用住宅以外の場合）  

貯水施設詳細図の縮尺、標記、他の図面との照合  

防災工事計画平面図の縮尺、標記、他の図面との照合（１０ｈａ以上の場合は、防災設計図

を別途作成） 

 

防災施設構造図の縮尺、標記、他の図面との照合  

給水施設計画平面図の縮尺、標記、他の図面との照合  

下水道縦断図の縮尺、標記、他の図面との照合  

電気施設等計画平面図の縮尺、標記、他の図面との照合（自己用住宅以外で、２０ｈａ以上

の場合） 

 

予定建築物等の立面及び平面図の縮尺、標記、他の図面との照合（分譲目的の場合等、建築

物の規模等が未定の場合は不要） 

 

その他の公共公益施設計画平面図の縮尺、標記、他の図面との照合（自己用住宅以外の場合）  

公共施設の管理者に関する図面の縮尺、標記、他の図面との照合（自己用住宅以外の場合）  

５ 計算書等 

審査事項 適否 

擁壁の構造計算書の内容、図面との照合（二次製品はカタログの写し）  

斜面（地盤）の安定計算書の内容、図面との照合  

土地調査書及び地盤改良計算図書の内容、図面との照合（軟弱地盤等を含む場合）  

水理計算書の内容、図面との照合  

仕様書の内容、図面との照合（１０ｈａ以上の場合）  

土量計算書の内容、図面との照合（自己用住宅以外で１ｈａ以上の造成又は切土、盛土の面

積が３，０００㎡以上の場合） 

 

防災計画書の内容、図面との照合（自己用住宅以外で１ｈａ以上の場合）  

工作物等の施設の能力に関する計算書の内容、図面との照合（自己用住宅以外で１ｈａ以上

の場合） 

 

ごみ収集施設の位置、寸法等の内容、図面との照合（自己用住宅以外で１ｈａ未満の場合も

含む） 

 

残土処理場に関する計画書の内容（自己用住宅以外で１ｈａ以上の場合）  

樹木の保存、表土の保全に関する計画書の内容、図面との照合（自己用住宅以外で１ｈａ以

上の場合） 
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６ 開発許可基準 

審査事項 適否 

用途地域への適合  

公共空地の適切な配置  

街区画地の適切な配置  

排水施設の適切な配置  

給水施設の適当な配置  

地区計画等の内容に即する  

公益的施設の適切な用途配分（２０ｈａ以上の場合）  

防災、安全措置の適切な措置  

災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域の除外  

樹木の保存、表土の保全の適切な措置（１ｈａ以上の場合）  

緩衝帯等の適切な配置（環境の悪化をもたらす予定建築物で１ｈａ以上の場合）  

輸送施設の支障の有無（４０ｈａ以上の場合）  

開発行為を行うために必要な資力及び信用の有無（その他の開発行為で１ｈａ以上の場合）  

工事施工者の工事完成に必要な能力の有無（その他の開発行為で１ｈａ以上の場合）  

権利者の相当数の同意の有無  

７ 審査職員 

統括 所属  職  氏名 印  

事務 所属  職  氏名 印  
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第２号様式（第６条関係） 

技  術  審  査  表 

１ 開発区域及び周辺の状況 

開発位置  面積  

開発目的  

都市計画区域 内・外 用途地域名  地区計画名  

関連都市施設  その他公共施設  

接続道路名 線（幅員    m） □改良済み ・ □未改良 

下流水系     級     川 □改修済み ・ □未改修 

他法令による地域指定  

２ 開発計画の技術審査 

⑴ 街区画地計画 

項目 評価 

街区画地計画の諸条件  

⑵ 画地計画 

項目 評価 

画地計画の諸条件  

⑶ 道路 

項目 評価 

開発区域内に新たに配置する道路で、同一の接続道路に２以上接続する場合、接続する部分

において各々の道路中心線の間隔 

 

新設道路内への電柱類の設置計画  

予定建築物等の敷地が接する道路（政令第２５条第２号道路）のうち開発区域内道路の幅員、

形状、配置 

 

 通行上支障がない小区間の道路（政令第２５条第２号括弧書き）の要件  

接続道路のうち一敷地の単体的な開発行為における敷地が接する道路（政令第２５条第２号

道路）の幅員、形状、交差点配置 

 

 ４ｍにできる場合（政令第２５条第２号ただし書き）の要件  

開発区域内の主要な道路が接続する開発区域外の道路（政令第２５条第４号道路）の幅員、

形状、交差点配置、接続先道路の要件、既存道路の形状 

 

 
４ｍ以上にできる場合の要件  

開発区域に接する既存の道路が複数ある場合の主要な道路以外の道路の取扱  

歩車道の分離  

道路の舗装  

横断勾配  

道路の排水  

道路の縦断勾配  
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階段状道路の構造、配置等  

行き止まり道路（袋路状）にすることが出来る場合の要件  

道路の平面交差  

新たに配置する道路で、連続する屈曲点を設ける場合の、幅員、屈曲点間の距離  

隅切り  

歩道の安全  

立体横断施設（横断歩道橋（地下横断歩道を含む。））  

防護施設（ガードレール、カーブミラー、照明灯等を設置）  

道路照明施設  

道路標識及び区画線  

道路反射鏡  

植栽  

※ 自己の居住の用に供する目的で行う開発行為については、本節（道路）の規定は適用されず、建

築物の接道は、建築基準法第４２条に規定する道路に、規定幅以上接すれば足りる。 

⑷ 公園 

項目 評価 

開発区域の面積、用途に応じた公園の規模、種類、配置  

公園が補助幹線以上の道路に接しているときの歩道設置  

移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準への適合  

公園の出入口の配置  

公園の有効面積とする部分の算定  

公園の形状及び勾配  

公園の造成計画（高低差、構造物の配置）  

園路の経路、線形、幅員、勾配、構造  

公園内広場の規模、形状、勾配、設備  

公園施設の種類、個数、規模（遊具、注意版、ベンチ類、便所）  

公園等の給水設備  

公園等の排水施設  

公園等の植栽及び植栽帯  

公園施設以外の施設等の有無  

公園の掲示板及び標識  

⑸ 消防施設 

項目 評価 

消防水利の能力  

消火栓  

消防水利の配置  

消防水利の構造  



－５８５－ 
 

防火水槽  

標識等  

⑹ その他の公共の用に供する空地 

項目 評価 

ゴミ収集施設  

その他の公共の用に供する空地  

⑺ 排水施設 

項目 評価 

排水施設の管渠の勾配及び断面積  

 設定した降雨強度、計画雨水量・計画汚水量の計算  

管渠内の流速及び勾配、管渠の余裕  

排水設備（排水路）の構造、土地、境界から隔離、放流先（接続先）  

排水施設の構造及び施工方法  

管渠の接合  

マンホールの構造及び施工方法  

汚水桝、雨水桝の構造及び施工方法  

公共下水道施設（汚水）となる場合の規格及び構造  

下流河川等の流量増対策（流出抑制対策）  

調整池・調節池 ※別途審査  

雨水の浸透施設 ※別途審査  

⑻ 給水施設 

項目 評価 

公営水道  

専用水道  

その他の給水施設  

⑼ 宅地防災 

① 開発事業実施の基礎となる調査 

項目 評価 

特異な地形・地質構造、軟弱地盤の有無  

各種調査・試験データの整理  

調査の方法、位置、箇所  

地質調査等（必要な項目の調査）  

特に詳細な調査を要するもの  

軟弱地盤の判定  

② 設計・施工計画上の措置 

項目 評価 

土地利用計画上、防災と環境への配慮、がけの上端の地盤面の処理  
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切盛土量のバランス。あるいは、土の搬出入が必要となる場合、土の有効利用、周辺への影

響等が考慮された適切な計画 

 

土質等に応じた適切な切土のり面、法面の土質、法高、勾配  

切土法面の勾配・土質に応じた擁壁の設置  

切土のり面の安定性の検討、施工方法  

切土した後の地盤のすべり防止措置  

安全な盛土（高盛土の有無、勾配）、防護措置  

盛土材の選択とその土質に応じた締固め方法  

盛土内排水層及び地水排除対策  

盛土と地山の接続  

盛土全体の安定性の検討（安定計算、間隙水圧、最小安全率）  

のり面の安定性の検討（安定計算、設計強度定数、間隙水圧、最小安全率）  

盛土を施工する箇所の原地盤の状況把握、適切な対策  

傾斜地盤上の施工方法（表土処理、地山を段切り、排水勾配、地すべり安定解析、土留め等）  

のり面保護工の適切な工法選定、また、施工計画  

のり面排水工の配置、断面、流末処理  

施工が速やかに行われ、裸地が長期間放置されることのないよう配慮  

擁壁の安全性、設置箇所、土質、基礎、根入れ、水抜穴、伸縮目地、隅角部の補強（構造計

算、大臣認定） 

 

宅地の部分に設置する擁壁の構造  

地盤が軟弱地盤である場合、その特性が十分把握され、必要な措置  

  ③ 工事施工中の防災措置 

項目 評価 

防災措置の実施時期  

工程計画の決定に当たって、工事施工中における防災措置への配慮  

施工方法の選定  

工事施工中の仮の防災調整池等  

簡易な土砂流出防止工（板棚マット工、板柵土のう積工、ふとんかご工）  

仮排水工（素掘水路、板柵水路、）  

のり面からの土砂流出等の防止対策  

道路の舗装が完成しない場合、道路面の洗掘を防止するため格子蓋付の横断開渠等の施工  

地形上流土が予想される場合の措置（土俵、杭しがら、板柵等で、泥・雑芥等を泥澱・濾過）  

表土等を仮置きする場合の措置  

工事施工中の濁水防止対策  

工事施工中の騒音・振動対策等  

工事中の交通対策、誘導員の配置、標識の設置等  

防災体制の確立（組織、防災責任者の設置、市町村が定める防災体制との連携）  
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⑽ 関係機関協議 

項目 評価 

道路管理者：  

河川管理者：  

鉄道等管理者：  

農業施設管理者：  

農林計画：  

上水道事業者：  

下水道事業者：  

消防署：  

ゴミ処理：  

埋蔵文化財：  

⑾ 総合評価 

 

 

３ 審査職員 

統括 所属  職  氏名 印  

事務 所属  職  氏名 印  
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第３章 大規模開発指導 
 

二本松市大規模開発指導要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、５ヘクタール以上の開発行為（以下「大規模開発行為」という。）の計画に係る

総合的な事前指導について法令等に定めがあるもののほか必要な事項を定めることにより、地域の

自然的、社会的、経済的及び文化的諸条件に応じた適正かつ合理的な土地利用を図ることを目的と

する。 

（事前相談） 

第２条 市は、大規模開発行為を行おうとする者（以下「事業者」という。）から、開発の構想段階に

おいて事前に相談があった場合は、事業者に対し、許可要件その他の開発行為に関する要件につい

て十分説明を行い、その後の手続の円滑化を図らなければならない。 

（事前審査） 

第３条 事業者は、事前相談等の際に指示された事項、調整を要するとされた事項等を整備の上、大

規模開発事前審査願（第１号様式）に必要な図面等を添付のうえ市に提出し、事前審査を受けるも

のとする。 

２ 市は、前項の大規模開発行為の計画について、当該開発行為に係る法等に基づく許認可等の手続

を行うに当たり必要な手続、設計基準その他の事項を次の表に掲げる事項を基に総合的に審査し、

必要な指導及び教示等を行うものとする。 

区分 審査内容 

１ 全体の計

画に関する

こと 

⑴ 施設配置 

⑵ 道路網 

⑶ 排水系統 

⑷ 周辺地域との調整 

⑸ 開発区域決定の妥当性 

２ 造成の計

画に関する

こと 

⑴ 土工計画（切土、盛土、構造物、耐震対策、軟弱地盤対策、区域外の土工） 

⑵ 道路計画（現道交差条件、区域内道路計画、区域外周辺道路条件、区画道路

計画、縦断曲線計画） 

⑶ 排水計画（治水、排水対策、区域内の排水施設、下流河川等の治水対策、流

量増対策） 

⑷ 公園緑地（配置計画、緑道緩衝地帯、植栽計画） 

⑸ 施設計画（下水処理計画、上水道、ガス供給施設） 

⑹ 防災計画（工事中の防災計画、完成後の防災計画、消防計画） 

⑺ 施工計画（施工計画、工程表、防災対策、安全対策） 

⑻ 環境保全対策（工事中の騒音・振動等の対策、工事中の汚水対策、工事中の

塵埃対策、周辺地域との調和） 
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⑼ 関係機関との協議 

 

３ 事業者は、事前審査と同時に関係機関と都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」と

いう。）第３２条第１項又は第２項の規定による協議を行うことができるが、協議書の締結は事前審

査終了後とする。ただし、特定の公共施設の協議に長期間を要することが予想される場合には、事

前審査手続に入る以前に協議を開始することができる。 

（適用除外） 

第４条 前条の規定は、次の各号に掲げる大規模開発行為には適用しない。 

 ⑴ 国又は地方公共団体の大規模開発行為 

 ⑵ 国又は地方公共団体が２分の１以上を出資している公益法人の大規模開発行為 

 ⑶ 法第８条第１項第１号に規定される用途地域内における大規模開発行為 

 ⑷ その他市長が別に定める大規模開発行為 

（結果の通知） 

第５条 第３条第２項の規定に基づく市長の指導、教示等は、事業者に文書により通知するものとす

る。 

２ 前項の文書には、事前審査表（第２号様式）を必要に応じ添付するものとする。 
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第１号様式（第３条関係） 

大規模開発事前審査願 

平成  年  月  日 

二本松市長 三保 恵一 様 

住所（所在地）                 

事業者 氏名                      

（名称及び代表者氏名）         印   

電話番号                    

 下記の開発行為の設計等について審査願います。 

記 

１ 計画概要 

１ 開発事業の名称 
 

 

２ 開発区域に含まれる土地の所在 
 

 

３ 開発区域の面積 
 

 

４ 工事着手予定年月日 
 

 

５ 工事完了予定年月日 
 

 

６ 担当者の職、氏名、電話番号 
 

 

備考 事前審査を受けたい内容が記載された設計説明書及び設計図書を適宜添付すること。 
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第２号様式（第５条関係） 

事  前  審  査  表 

１開発区域及び周辺の状況 

開発位置  面積  

開発目的  

都市計画区域 内・外 用途地域名  地区計画名  

関連都市施設  その他公共施設  

接続道路名 線（幅員    m） □改良済み ・ □未改良 

下流水系     級     川 □改修済み ・ □未改修 

他法令による地域指定  

２ 開発計画の技術審査 

項目 評価 指導、教示等 

⑴全体計画   

 ア 施設配置計画：   

イ 道路網計画：   

ウ 排水系統計画：   

エ 周辺地域との調整：   

オ 全体としての区域決定の妥当性：   

⑵造成計画   

ア 土工計画   

 ①切土量     ㎥   

 切土勾配 1:   

 切土法面工事   

 小段処理   

②盛土量     ㎥   

 盛土勾配 1:   

 盛土法面工事   

 小段処理   

③構造物計画（安定条件・基礎条件）   

 耐震対策   

 軟弱地盤対策   

④区域外土工（残土・採取土）   

土工計画の審査結果 
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項目 評価 指導、教示等 

イ 道路計画   

 ①現道交差条件   

 現道条件 W= (WP= )   

 現道勾配    ％   

 付加車線   

 現道交差計画   

 隅切り長   

   

②区域内道路計画   

 幹線道路計画   

 道路網形成   

 標準幅員   

 標準幅員 W=    

 平面線形計画   

③区域外周辺道路条件   

   

④区画道路計画   

 道路網の形成   

 幅員 W= (WP= )   

 最大勾配  %:L= m   

 構造物計画   

 区画道路計画   

   

⑤縦断曲線計画   

 最大勾配  %:L= m   

 交差勾配  %:L= m   

 現道交差箇所 ヶ所   

 構造物計画   

 幹線道路計画   

   

道路形成の審査結果 
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項目 評価 指導、教示等 

ウ 排水計画   

  降雨強度  mm/hr   

 降雨確立   

 下流流下能力 Qa=  ‰/S   

 算定根拠   

 洪水調節施設   

 Qomax=    ‰/S   

 洪水調節施設の構造計画   

 放流先の構造   

 下流河川等の治水対策   

 流量増対策   

 排水施設計画   

 降雨強度  mm/hr   

 排水構造計画   

 側溝   

 合流処理   

   

排水計画の審査結果 

 

  

エ 公園緑地   

  公園配置計画  ％   

 公園施設計画   

 緑地配置計画  ％   

 緑地施設計画   

 緑道・緩衝緑地等   

 植栽計画   

   

公園緑地計画の審査結果 
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項目 評価 指導、教示等 

オ 施設計画   

 ①下流処理計画   

 上位計画整合   

 処理施設   

 設置届出手続き   

 下水管渠計画   

 処理施設計画   

②上水道計画   

 給水施設   

③ガス供給施設計画   

   

   

カ 防災計画   

 ①工事中の防災計画   

 防災ダム計画   

 単位流出量   ㎥/ha･year   

 土砂流出防止工   

   

②完成後の防災計画   

 沈砂池計画   

 単位流出量   ㎥/ha･year   

   

③消防計画   

 消火栓   

 防火水槽   

   

キ 施工計画   

  施工計画書   

 工程表   

 防災計画   

 安全計画   

 公害防止計画   
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項目 評価 指導、教示等 

ク 環境保全対策   

  工事中の騒音対策   

 工事中の振動対策   

 工事中の汚水対策   

 工事中の塵埃対策   

 周辺地域との調和   

   

ケ 関係機関との協議   

 道路管理者：   

河川管理者：   

鉄道等管理者：   

農業施設管理者：   

農林計画：   

上水道事業者：   

下水道事業者：   

消防署：   

ゴミ処理：   

埋蔵文化財：   

   

   

   

３ その他の指導、教示等 
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第４章 工事完了検査 
 完了検査の実施に当っては、施工区域の安全及び機能に重大な影響を及ぼすものを主体に適宜測定

する。 

 なお、この工事検定の方法に含まれないものについては、市契約管財課の検査の方法を準用して行

うものとする。 

 測定の結果、設計図書と相違する箇所が発見された場合は、工事手直し指示書により手直し工事を

命ずる。 

 ただし、敷地の機能、維持上支障をきたさないと認められる軽微なものについては、検査員の判定

により指示事項とする。 

 基礎工事等工事の進捗により、明視できない工事部分については別表「工事写真の整備について」

に従い、写真の整備をしておくこと。 

 

第１節 検査の種類 

 工事の検査の種類は、中間検査、完了検査、再検査及び立入検査とする。 

 ⑴ 中間検査とは、工事の中途において実施する検査をいう。 

 ⑵ 完了検査とは、法第３６条第２項の規定による検査をいう。 

 ⑶ 再検査とは、完了検査の結果、当該工事が開発許可の内容に適合しないものとして、工事の手

直し等必要な措置を講じるよう求めた工事の完了後に行う検査をいう。 

 ⑷ 立入検査とは、法第８２条第１項の規定による検査をいう。 

 

第２節 検査の方法 

 ⑴ 検査は、当該工事が開発許可の内容に適合しているものか否かを判定するために行う。 

 ⑵ 当該工事により設置される公共施設の検査については、当該公共施設を管理することとなるも

のの定める検査の方法により行う。 

 

第３節 検査員 

 ⑴ 検査員は、建設部都市計画課の職員とする。ただし、特に専門的な知識又は技能を必要とする

ことその他の理由により建設部都市計画課の職員によって検査を行うことが困難であり、又は適

当でないと認められるときは、建設部都市計画課の職員以外の二本松市の職員、又は二本松市の

職員以外の者に委託して当該検査を行わせることができる。 

 ⑵ 建設部長は、前項の職員のうち技術職員であるものの中から、検査ごとに検査員を指定するも

のとする。ただし、二本松市の職員以外の者に委託する場合は、この限りでない。 

 

第４節 検査日時等の通知 

 検査を実施しようとするときは、当該開発許可を受けた者に対し、工事検査通知書（第１号様式）

で次の事項を通知します。ただし、通知を受けるべき者が了承している場合は、文書によらない場合

もあります。 
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第５節 検査立会人 

 ⑴ 工事の検査に必要があると認めるときは、法第３２条の規定による公共施設の管理者（管理す

ることとなる者を含む。以下「検査立会人」という。）に、検査の立会を求めることがあります。 

 ⑵ 検査員が、検査立会人に対して当該工事の検査の内容について意見を求めることがあります。 

 ⑶ 検査の立会を求めるときは、原則として開発行為に関する工事検査立会依頼書（第２号様式）

により依頼します。 

 

第６節 検査の内容 

 ⑴ 工事が許可の内容に適合しているものか否かを判定するために行う検査の方法は、次の事項に

ついて行います。 

  ① 完了検査は、開発区域の安全及び機能に重大な影響を及ぼすものを主体に測定するものとし、

完了検査の基準については、次表に掲げる事項とする。ただし、将来、災害又は公害が発生し

周辺の環境に重大な影響を及ぼすおそれがあると検査員が判断したときは、完了検査の基準に

係わらず是正を命じます。 

検査箇所 内容 

開発区域の位置、区域、区画、面積 開発許可に係る位置、区域が申請どおりであるか、境界の辺長

を確認 

土地利用計画図どおりに公共施設及びその他の区画の配置形

成が適正であるか、また、それぞれ面積は確保されているか、

境界の辺長を確認 

街区の造成勾配（街区内の最高点と最低点との間の勾配）及び

向傾斜は適当か 

整地 宅地又は公共施設（公園等）において、地盤に極端な落ち込み

等がないか 

造成高及び排水勾配がとれているか確認 

盛土 地山の排水処理状況確認（基礎地盤の伐開除根処理含む） 

締め固め、段切り等の施工状況を確認 

法面 法勾配、犬走り及びはらみ等を確認 

法面の種子吹付けの活着及び発芽状況、張芝の活着状況を確認 

湧水による浸食、崩れ、雨水による洗掘状況を確認 

擁壁共通 使用材料の材質、規格、寸法を確認（二次製品は設計のものを

用いているか） 

天端幅、基礎高、根入れ、地上高、積み方等を確認 

土圧によるはらみ、不良地盤による沈下、亀裂、傾き、ｸﾗｯｸ等

が発生していないか確認 

現場打ち擁壁で規模の大きいものは、ｼｭﾐｯﾄﾊﾝﾏｰで強度を測定 

伸縮目地、水抜き穴の配置及び詰まりの有無を確認 
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配筋の状況が管理写真では、不明である場合、最小限必要な面

積分、擁壁表面をはつったうえで確認 

石積（張）、ブ

ロック積（張）

工 

法長 

 

原則としては法長変化点で主として根入長を測定する。根入深

さの許容範囲は－５ｃｍ以内 

石積天端部の高さが設計書と相違して宅地の機能、維持に支障

をきたす場合は改造を命ずる。 

法勾配 適宜測定し、許容範囲は－０．５分以内、＋緩は検査員の判定

による。 

胴、裏コンクリー

ト 

１箇所／３００㎡で測定し、許容範囲は－２ｃｍ（３００㎡未

満の場合は１箇所） 

裏込礫 裏込めコンクリート及び裏込め栗石（砕石）の充填状況を確認 

伸縮目地、水抜穴 伸縮目地、水抜穴の配置及び詰まりの有無を確認 

擁壁コンクリ

ート 

法長 原則としては法長変化点で主として根入長を測定、根入深さの

許容範囲は、－５ｃｍ以内、擁壁の高さが設計書と相違して宅

地の機能、維持に支障をきたす場合は改造を命ずる。 

法勾配 適宜測定し、許容範囲は－０．５分以内、＋緩は検査員の判定

による。 

天端幅、敷幅 適宜測定し、許容範囲は天端幅で±２ｃｍ、敷幅で±２ｃｍ 

道路 道路構造 申請どおりの道路形状（延長、幅員、線形、隅切り、転回広場、

待避所、避難通路、交差点間隔、屈曲部直線距離等）に施工さ

れているか 

付属施設が、各種関係機関の指示どおりに設置されているか 

敷砂利 最低２箇所程度で測定し、許容範囲は敷砂利の厚さの－３ｃｍ

以内、転圧は検査員の判定とする。 

防塵処理及び表面

処理舗装 

十分転圧してあり、浮石がなく、処理材が一様に散布してある

こと。滑り止め舗装の施工状況 

簡易舗装、アスフ

ァルト舗装 

路盤工は最低２箇所以上測定し、許容範囲は厚さの－１０％以

内 

表層工は最低２箇所以上測定し、許容範囲は厚さの－１０％以

内 

平坦性及び線形は適宜観察し、路面排水に支障がある場合は改

造を命ずる。 

縦横断勾配、骨材、結合材の品質形状、粒度、不陸、亀裂等の

有無 

幅員 適宜測定し、許容範囲は－２．５ｃｍ（建築確認に支障がある

場合を除く。） 
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側溝 側溝高の確認、排水勾配がとれているか確認 

底盤厚、蓋受部の不陸を確認 

規格寸法の測定、破損の有無、目地仕上げ、勾配、街渠桝の取

付状態、舗装面とのすりつけ、グレーチング間隔等を確認 

各集水桝は確実につながっているか（もしくは閉塞すべきは閉

塞してあるか） 

橋梁 基準高、幅員、桁間隔、桁断面、横断勾配、高欄、地覆等を確

認 

コンクリートの品質は、品質管理試験資料又はテストハンマー

で確認 

伸縮継手、支承部の取付状況を確認 

排水管、その他付属部の取付状況を確認 

管渠 管渠 材料、規格寸法を確認 

管底高及び土被りの状況を確認 

勾配、通り及び管内清掃状況を確認 

埋戻し、突固めの状態を確認 

マンホール、桝 材料、規格寸法、形状、位置、個数を確認 

仕上げ高及び深さを確認 

内部仕上がり状況を確認 

足掛金具の取付位置の良否を確認 

埋め戻し及び周辺地盤とのなじみ具合を確認 

防災施設等 調整池等の防災施設及び外周施設については、特に十分な確認 

オリフィスの大きさ、敷高を確認 

消防施設の配置を確認 

公園 公園施設（遊具、便益、植栽、園路、出入り口、標識）の配置

を確認 

その他 ごみ収集施設の配置を確認 

給水施設の施工状況を確認 

掘削、抜き取りによる検査の結果、適正でない場合は、確認寸

法を撮影し、保管する 

施工方法の適否を確認 

工程管理の状況を確認 

現場の整理及び安全管理を確認 

提出書類の整備状況を確認 

通行者、周辺住民等に対する安全確保の処置を確認 

その他開発事業者、施工業者の義務履行を確認 
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  ② 中間検査は、宅地の安全に密接な関連のある工種の中間工程における施工管理の状況、品質

管理状況及び施工地区周辺との関連を把握することを目的とし、重点検査事項については、次

表に掲げる事項です。 

重点検査事項 内容 

施
工
管
理 

盛土、切土 沈下又は崩壊が生じないよう締め固め又は段切り等が設計に

基づき適切に実施されているか 

切取法長と小段の設置、法面保護の適否 

石積、ブロ

ック積工 

法長、法勾配 根入深さの掘削及び写真判定 

胴、裏込コンクリ

ート 

１箇所／３００㎡ごとに抜取し、充填状況や品質の確認。（３

００㎡未満の場合は１箇所） 

裏込礫 透水層としての質量、機能の確認（土砂の混入、礫の粒径そ

の他） 

水抜穴 寸法、数量及び設置状況の確認（在石使用は品質、空石積は

施工状況も確認） 

擁壁工 石積工に準じた確認方法で行う外さく孔注水及び強度試験

（テストハンマー等） 

管渠工 接合、マンホール等の取付部及び縦断勾配を確認 

埋設深度、埋戻しの適否の確認 

側溝工 敷圧及び溝蓋受部の不陸等について確認 

コンクリート柵工 線形、支柱頭部の損傷の有無（両岸施工の際は柵工杭間隔の

確認） 

路盤工 縦横断勾配、骨材、結合材の品質、形状、粒度、路盤の厚さ

不陸、亀裂等の適否の確認 

橋梁 基準高、幅員、桁間隔、桁断面、横断勾配、高欄、地覆等の

確認 

コンクリートの品質は、管理試験資料又はテストハンマー等

で確認 

伸縮継手、支承部、排水管、その他附属部の取付状況の確認 

防災調整池等 床塀寸法、放流管施設状況、盛土のまき出し厚さ及び転圧状

況の確認 

現場管理 土砂及び地区内水の排除と周辺との関係、防災措置の確認 

進入路、材料運搬道路の保全措置の確認、材料の保管状況の

確認 
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  ③ 品質管理について、完了検査時においては、別表第３に掲げる製品の種類ごとに必要な書類

等を整備しておくものとする。 

なお、完了届には、検査員と協議の上、必要書類を添付すること。ただし、公共施設の管理

者の検査が終了しているものについては、原則として添付する必要はない。 

製品の種類 必要な書類等 

レディーミクス

トコンクリート 

JIS 表示許可工場の

製品使用の場合 

JIS 表示許可書の写し 

配合報告書 

配合計算書 

骨材試験成績書 

アルカリ骨材反応性試験成績表 

JIS 表示許可工場以

外の製品使用の場

合 

プラント施設概要書 

計量器の検定済証明書 

品質管理データ 

配合報告書 

配合計算書 

アルカリ骨材反応性試験成績表 

セメントの品質証明書 

コンクリート コンクリート強度試験成績報告書 

コンクリート強度管理表 

気温及びコンクリート打設記録表 

コンクリート中の塩化物含有量測定表 

その他 アスファルトコンクリート配合報告書 

路盤材承認願 

鋼材検査証明書 

品質規格証明書（コンクリートブロック） 

二次製品等承認図書（グレーチング、マンホール、ガード

レール等） 
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  ④ 前２号の検査の際基礎工事等工事の進捗により検査時に明視できない工事部分については、

工事写真により行う。この場合、工事施工者は、次表に掲げる撮影種目ごとの工事写真を整備

しておかなければなりません。 

撮影種目 

 

工
事
状
況
写
真 

工事着手前写真 

 

工
事
施
工
中
の
写
真 

 

施
工
状
況
写
真 

給水施設（給水管の布設状況、埋め戻し状況） 

汚水、雑排水処理施設（桝・管の床付け、配管のサイズ、埋め戻し等の施工状況） 

雨水排水管（桝・管の床付け、配管のサイズ、埋め戻し等の施工状況） 

貯留浸透施設（施設全体の大きさ、掘削の状況〔幅×長さ×深さ〕、透水シート、フ

ィルター層、砕石、トレンチ等の施工状況〔出来形の状況 幅×長さ×深さ〕） 

浸透施設（施設全体の大きさ、掘削の状況〔幅×長さ×深さ〕透水シート、砕石トレ

ンチ等、フィルター層、入れ替え層の施工状況〔保護壁が１ｍ以上の工作物の場合、

擁壁に準じた写真〕） 

調整池（施設全体の大きさ、掘削の状況〔幅×長さ×深さ〕オリフィス、余水吐きの

大きさ（保護壁が１ｍ以上の工作物の場合、擁壁に準じた写真） 

切土工事（切土厚の測定状況、地滑り抑止ぐい等の設置状況） 

盛土工事（切株、雑草及び腐しょく土の除去状況、盛土厚の確定状況、段切りの施工

状況〔地盤勾配２０％以上、高さ２ｍ以上の場合〕、転圧状況及び地滑り抑止ぐい等

の設置状況、地下排水溝の施工状況〔地下浸透水が生じる場合〕） 

擁壁（根伐り底の状況、地業〔杭（材種、長さ、径、継手等）、地盤改良、土の入れ

替え等〕の状況、基礎、止水コンクリート（厚さ５ｃｍ以上）、裏込砕石の施工状況

〔全面施工、厚さ、材料〕、水抜きの設置状況、二次製品の施工状況〔寸法等〕） 

鉄筋コンクリート造擁壁（配筋の状況〔鉄筋の径、ピッチ等〕、鉄筋のかぶり〔４ｃ

ｍ以上、底盤は６ｃｍ以上〕、型枠の施工状況） 

間知石練積み造その他練積み造擁壁（擁壁の下端部分の施工状況〔下端部の厚さ〕、

控え長さ〔３０ｃｍ以上〕の確認、胴込及び裏込コンクリートの施工状況） 

防火水槽（施設全体の大きさ、掘削の状況〔幅×長さ×深さ〕根伐り底の状況、地業

〔杭、地盤改良、土の入れ替え、転圧状況等〕の状況、配筋の状況〔鉄筋の径、ピッ

チ等〕、出来形の確認〔内法寸法４０㎥以上〕、既製品ラベル等の確認、水張りの状況） 

道路工事（道路側溝等の施工状況、道路の舗装状況、〔下層路盤、上層路盤の材料、

厚さと転圧状況、舗装仕上げの厚さの確認〕） 

検品写真 

品質確認写真 

計画と現地との不一致の写真 

その他施工中の写真 

工事中の安全管理関係写真 

工事完成後写真 
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出
来
形
管
理
用
写
真 

石積（張）工、コンクリート工、擁壁工、地下排水工、吹付け工、側溝工、管（函）渠工等の

出来形寸法及びこれらの基礎工で完成後明視できなくなるもの 

トンネル支保工（埋設）建込間隔、防水工覆工厚、排水竪工、しゃ水膜、集水桝、インバート

巻厚の出来形寸法及びこれらの基礎工で完成後明視できなくなるもの 

抗門工、水門、ひ門、ひ管、床固め、せき橋台、橋脚等の出来形寸法及び井筒その他基礎工で

完成後明視できなくなるもの 

床堀、置換工、段切り、まき出し厚、表土厚、地盤線の変化点等における寸法 

路盤工の厚さ、のり覆工、根固工、のり留工等の基礎又はコンクリート等で完成後明視できな

くなるもの 

コンクリート工等の鉄筋、鉄網、伸縮継手等の位置、組立寸法 

その他のもので完成後明視できなくなるもの 

 

工
事
中
の
災
害
写
真 

被災前の写真（上記の各種目の写真と兼用できる。） 

被災中の写真 

被災後の全ぼう写真 

被災後の部分写真 

復旧工事に関する写真（工事状況写真及び出来形管理用写真） 

 

  ⑤ 前号の工事写真を整備する場合の撮影基準は、次のアからエよるものとする。 

   ア 撮影された写真が状況、場所、時期、寸法等の確認、判定等ができるよう工夫する。 

   イ 写真の目的を明確にするため必要な事項を記入した小黒板を写し込む。 

   ウ 小黒板は、縦４５センチメートル横３０センチメートルの長方形とし、次の事項を記入す

る。（工事名、工種、位置、設計寸法、実測寸法、略図） 

   エ 写真は、縦９センチメートル横６センチメートルの長方形の大きさを標準とする。 

ただし、必要によりサービス版又はつなぎの写真とすることができる。 

  ⑥ 第４号の工事写真は、次のアからエの方法により管理するものとする。 

   ア 工事写真は工種、種別及び細別ごと、並びに施工順に応じて整理する。 

   イ 提出用の工事写真を貼付する台紙の大きさは原則Ａ４判とする。 

   ウ 提出用の工事写真を綴り込む場合の表紙には、工事名、工事箇所、着工年月日、竣工年月

日、写真全枚数及び施工者名を記入する。 

   エ 提出用の工事写真の整理は、初めに竣工写真を、次に着工前写真を貼付し、対照できるよ

うにする。 

  ⑦ 第４号の工事写真を現像焼付けした後に目的どおりの撮影でない場合には、速やかに撮り直

しを行うものとする。ただし、再撮影不可能のものや撮り落とした場合は、直ちに市に報告し、

その対応についての指示を受けるものとする。 

 

 ⑵ 検査は、工事検査チェックリスト（第３号様式）により整理する。 

  



－６０４－ 

 

第７節 工事の手直し等の指示 

 ⑴ 検査員は、検査の結果、設計と相違する箇所を発見した場合は、工事手直し指示書（第４号様

式）により工事の是正を命じます。ただし、敷地の機能、維持上支障をきたさないと認められる

軽微なものについては、検査員の判定により指示事項とします。 

 ⑵ 前項の工事の手直しを指示するときは、法第３６条第２項に規定する検査済証を交付できない

旨を併せて通知します。 

 

第８節 検査結果の報告 

  検査員は、第２条の検査を実施したときは、遅滞なく市長に検査報告書（第５号様式）に工事検

査チェックリストを添えて報告しなければならない。 

 

第９節 手直し工事の完了届 

 ⑴ 開発許可を受けた者は、第８条第１項の手直しを指示された工事が完了したときは、手直し工

事完了届出書（第６号様式）を提出してください。 

 ⑵ 手直し工事完了届に関する工事の検査については、第２節から第８節により行います。 

 

第１０節 工事完了検査済証及び工事完了の公告 

 ⑴ 当該工事が当該開発許可の内容に適合していると認められたときは、法第３６条第２項に規定

する検査済証を当該開発許可を受けた者に交付します。 

 ⑵ 市長は、前項の検査済証を交付したときは、開発行為に関する工事完了公告（第７号様式）を

二本松市公告式条例（平成１７年二本松市条例第３号）第２条に定める方法により公告します。 
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第１号様式（第５条関係） 

都計第   号 

平成  年  月  日 

          様 

 

二本松市長 三保 恵一       

 

工事検査通知書 

 

 都市計画（法第３６条第２項・砲台８２条第１項）の規定により、下記のとおり検査を実施します。 

 

記 

１ 検査の日時    平成  年  月  日 午前・午後   時  分頃 

 

２ 検査対象の開発区域の名称  二本松市 

 

３ 検査の種類 

 

４ 参集者 開発許可を受けた者 

      工事施工者 

      設計者 

 

５ 参集場所     二本松市 

 

６ 準備するもの 

 

７ その他 代理出席する場合には、委任状を用意してください。 
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第２号様式（第６条関係） 

都計第   号 

平成  年  月  日 

          様 

 

二本松市長 三保 恵一       

 

開発行為に関する工事検査立会依頼書 

 

 このことについて、下記のとおり検査を実施しますので、立会いをお願いします。 

 

記 

１ 検査の日時    平成  年  月  日 午前・午後   時  分頃 

 

２ 検査対象の開発区域  二本松市 

 

 

３ 検査の種類 

 

４ 参集場所   二本松市  
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第３号様式（第７条関係）         （１面） 

工事検査チェックリスト 

検査箇所 設計内容 検査結果 検査の基準 適否 

開発区域の位

置、区域、区

画、面積 

  開発許可に係る位置、区域が申請どおりであるか、

境界の辺長を確認 

 

  土地利用計画図どおりに公共施設及びその他の区

画の配置形成が適正であるか、また、それぞれ面積

は確保されているか、境界の辺長を確認 

 

  街区の造成勾配（街区内の最高点と最低点との間の

勾配）及び向傾斜は適当か 

 

整地   宅地又は公共施設（公園等）において、地盤に極端

な落ち込み等がないか 

 

造成高及び排水勾配がとれているか確認  

盛土   地山の排水処理状況確認（基礎地盤の伐開除根処理

含む） 

 

  締め固め、段切り等の施工状況を確認  

法面   法勾配、犬走り及びはらみ等を確認  

  法面の種子吹付けの活着及び発芽状況、張芝の活着

状況を確認 

 

  湧水による浸食、崩れ、雨水による洗掘状況を確認  

擁壁共通   使用材料の材質、規格、寸法を確認（二次製品は設

計のものを用いているか） 

 

  天端幅、基礎高、根入れ、地上高、積み方等を確認  

  土圧によるはらみ、不良地盤による沈下、亀裂、傾

き、クラック等が発生していないか確認 

 

  現場打ち擁壁で規模の大きいものは、シュミットハ

ンマーで強度を測定 

 

  配筋の状況が管理写真では、不明である場合、最小

限必要な面積分、擁壁表面をはつったうえで確認 
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（２面） 

検査箇所 設計内容 検査結果 検査の基準 適否 

 

石
積
（
張
）、
ブ
ロ
ッ
ク
積
（
張
）
工 

法長   原則としては法長変化点で主として根

入長を測定する。根入深さの許容範囲

は－５ｃｍ以内 

 

  石積天端部の高さが設計書と相違して

宅地の機能、維持に支障をきたす場合

は改造を命ずる。 

 

法勾配   適宜測定し、許容範囲は－０．５分以

内、＋緩は検査員の判定による。 

 

胴、裏コンクリート   １箇所／３００㎡で測定し、許容範囲

は－２ｃｍ（３００㎡未満の場合は１

箇所） 

 

裏込礫   裏込めコンクリート及び裏込め栗石

（砕石）の充填状況を確認 

 

伸縮目地、水抜穴   伸縮目地、水抜穴の配置及び詰まりの

有無を確認 

 

 

擁
壁
コ
ン
ク
リ
ー
ト 

法長   原則としては法長変化点で主として根

入長を測定、根入深さの許容範囲は、

－５ｃｍ以内、擁壁の高さが設計書と

相違して宅地の機能、維持に支障をき

たす場合は改造を命ずる。 

 

法勾配   適宜測定し、許容範囲は－０．５分以

内、＋緩は検査員の判定による。 

 

天端幅、敷幅   適宜測定し、許容範囲は天端幅で±２

ｃｍ、敷幅で±２ｃｍ 
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（３面） 

検査箇所 設計内容 検査結果 検査の基準 適否 

 

道
路 

道路構造   申請どおりの道路形状（延長、幅員、

線形、隅切り、転回広場、待避所、避

難通路、交差点間隔、屈曲部直線距離

等）に施工されているか 

 

  付属施設が、各種関係機関の指示どお

りに設置されているか 

 

敷砂利   最低２箇所程度で測定し、許容範囲は

敷砂利の厚さの－３ｃｍ以内、転圧は

検査員の判定とする。 

 

防塵処理及び表面

処理舗装 

  十分転圧してあり、浮石がなく、処理

材が一様に散布してあること。滑り止

め舗装の施工状況 

 

簡易舗装、アスファ

ルト舗装 

  路盤工は最低２箇所以上測定し、許容

範囲は厚さの－１０％以内 

 

  表層工は最低２箇所以上測定し、許容

範囲は厚さの－１０％以内 

 

  平坦性及び線形は適宜観察し、路面排

水に支障がある場合は改造を命ずる。 

 

  縦横断勾配、骨材、結合材の品質形状、

粒度、不陸、亀裂等の有無 

 

幅員   適宜測定し、許容範囲は－２．５ｃｍ

（建築確認に支障がある場合を除く。） 
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（４面） 

検査箇所 設計内容 検査結果 検査の基準 適否 

側溝   側溝高の確認、排水勾配がとれているか確認  

  底盤厚、蓋受部の不陸を確認  

  規格寸法の測定、破損の有無、目地仕上げ、

勾配、街渠桝の取付状態、舗装面とのすりつ

け、グレーチング間隔等を確認 

 

  各集水桝は確実につながっているか（もしく

は閉塞すべきは閉塞してあるか） 

 

橋梁   基準高、幅員、桁間隔、桁断面、横断勾配、

高欄、地覆等を確認 

 

  コンクリートの品質は、品質管理試験資料又

はテストハンマーで確認 

 

  伸縮継手、支承部の取付状況を確認  

  排水管、その他付属部の取付状況を確認  

 

管
渠 

管渠   材料、規格寸法を確認  

  管底高及び土被りの状況を確認  

  勾配、通り及び管内清掃状況を確認  

  埋戻し、突固めの状態を確認  

マンホー

ル、桝 

  材料、規格寸法、形状、位置、個数を確認  

  仕上げ高及び深さを確認  

  内部仕上がり状況を確認  

  足掛金具の取付位置の良否を確認  

  埋め戻し及び周辺地盤とのなじみ具合を確

認 

 

防災施設等   調整池等の防災施設及び外周施設について

は、特に十分な確認 

 

  オリフィスの大きさ、敷高を確認  

  消防施設の配置を確認  
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（５面） 

検査箇所 設計内容 検査結果 検査の基準 適否 

公園   公園施設（遊具、便益、植栽、園路、出入り

口、標識）の配置を確認 

 

その他   ごみ収集施設の配置を確認  

  給水施設の施工状況を確認  

  掘削、抜き取りによる検査の結果、適正でな

い場合は、確認寸法を撮影し、保管する 

 

  施工方法の適否を確認  

  工程管理の状況を確認  

  現場の整理及び安全管理を確認  

  提出書類の整備状況を確認  

  通行者、周辺住民等に対する安全確保の処置

を確認 

 

  その他開発事業者、施工業者の義務履行を確

認 
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（６面） 

検査箇所 設計内容 検査結果 検査の基準 適否 

 

施
工
管
理 

盛土、切土   沈下又は崩壊が生じないよう締め固

め又は段切り等が設計に基づき適切

に実施されているか否か。 

 

  切取法長と小段の設置、法面保護の

適否 

 

 

石
積
、
ブ
ロ
ッ
ク
積
工 

法長、法 

勾配 

  根入深さの掘削及び写真判定  

胴、裏込コン

クリート 

  １箇所／３００㎡ごとに抜取し、充

填状況や品質の確認。（３００㎡未満

の場合は１箇所） 

 

裏込礫   透水層としての質量、機能の確認（土

砂の混入、礫の粒径その他） 

 

水抜穴   寸法、数量及び設置状況の確認（在

石使用は品質、空石積は施工状況も

確認） 

 

擁壁工   石積工に準じた確認方法で行う外さ

く孔注水及び強度試験（テストハン

マー等） 

 

管渠工   接合、マンホール等の取付部及び縦

断勾配を確認 

埋設深度、埋戻しの確認 

 

側溝工   敷圧及び溝蓋受部の不陸等について

確認 

 

コンクリート柵工   線形、支柱頭部の損傷の有無（両岸

施工の際は柵工杭間隔の確認） 

 

路盤工   縦横断勾配、骨材、結合材の品質、

形状、粒度、路盤の厚さ不陸、亀裂

等の適否の確認 
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（７面） 

検査箇所 設計内容 検査結果 検査の基準 適否 

 

施
工
管
理 

橋梁   基準高、幅員、桁間隔、桁断面、横断

勾配、高欄、地覆等の確認 

 

  コンクリートの品質は、管理試験資料

又はテストハンマー等で確認 

 

  伸縮継手、支承部、排水管、その他附

属部の取付状況の確認 

 

防災調整池等   床塀寸法、放流管施設状況、盛土のま

き出し厚さ及び転圧状況の確認 

 

現場管理   土砂及び地区内水の排除と周辺との

関係、防災措置の確認 

 

  進入路、材料運搬道路の保全措置の確

認、材料の保管状況の確認 
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（８面） 

検査箇所 適否 

 

品
質
管
理 

製品の種類 添付書類  

レディーミ

クストコン

クリート 

JIS 表示許可工

場の製品使用の

場合 

JIS 表示許可書の写し 

配合報告書 

配合計算書 

骨材試験成績書 

アルカリ骨材反応性試験成績表 

 

JIS 表示許可工

場以外の製品使

用の場合 

プラント施設概要書 

計量器の検定済証明書 

品質管理データ 

配合報告書 

配合計算書 

アルカリ骨材反応性試験成績表 

セメントの品質証明書 

 

コンクリート コンクリート強度試験成績報告書 

コンクリート強度管理表 

気温及びコンクリート打設記録表 

コンクリート中の塩化物含有量測定表 

 

その他 アスファルトコンクリート配合報告書 

路盤材承認願 

鋼材検査証明書 

品質規格証明書（コンクリートブロック） 

二次製品等承認図書（グレーチング、マンホール、ガ

ードレール等） 
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（９面） 

撮影種目 適否 

 

工
事
状
況
写
真 

工事着手前写真  

 

工
事
施
工
中
の
写
真 

 

施
工
状
況
写
真 

給水施設（給水管の布設状況、埋め戻し状況）  

汚水、雑排水処理施設（桝・管の床付け、配管のサイズ、埋め戻し等の施工

状況） 

 

雨水排水管（桝・管の床付け、配管のサイズ、埋め戻し等の施工状況）  

貯留浸透施設（施設全体の大きさ、掘削の状況〔幅×長さ×深さ〕、透水シー

ト、フィルター層、砕石、トレンチ等の施工状況〔出来形の状況 幅×長さ

×深さ〕） 

 

浸透施設（施設全体の大きさ、掘削の状況〔幅×長さ×深さ〕透水シート、

砕石トレンチ等、フィルター層、入れ替え層の施工状況〔保護壁が１ｍ以上

の工作物の場合、擁壁に準じた写真〕） 

 

調整池（施設全体の大きさ、掘削の状況〔幅×長さ×深さ〕オリフィス、余

水吐きの大きさ（保護壁が１ｍ以上の工作物の場合、擁壁に準じた写真） 

 

切土工事（切土厚の測定状況、地滑り抑止ぐい等の設置状況）  

盛土工事（切株、雑草及び腐しょく土の除去状況、盛土厚の確定状況、段切

りの施工状況〔地盤勾配２０％以上、高さ２ｍ以上の場合〕、転圧状況及び地

滑り抑止ぐい等の設置状況、地下排水溝の施工状況〔地下浸透水が生じる場

合〕） 

 

擁壁（根伐り底の状況、地業〔杭（材種、長さ、径、継手等）、地盤改良、土

の入れ替え等〕の状況、基礎、止水コンクリート（厚さ５ｃｍ以上）、裏込砕

石の施工状況〔全面施工、厚さ、材料〕、水抜きの設置状況、二次製品の施工

状況〔寸法等〕） 

 

鉄筋コンクリート造擁壁（配筋の状況〔鉄筋の径、ピッチ等〕、鉄筋のかぶり

〔４ｃｍ以上、底盤は６ｃｍ以上〕、型枠の施工状況） 

 

間知石練積み造その他練積み造擁壁（擁壁の下端部分の施工状況〔下端部の

厚さ〕、控え長さ〔３０ｃｍ以上〕の確認、胴込及び裏込コンクリートの施工

状況） 
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（１０面） 

撮影種目 適否 

工
事
状
況
写
真 

工
事
施
工
中
の
写
真 

施
工
状
況
写
真 

防火水槽（施設全体の大きさ、掘削の状況〔幅×長さ×深さ〕根伐り底の状

況、地業〔杭、地盤改良、土の入れ替え、転圧状況等〕の状況、配筋の状況

〔鉄筋の径、ピッチ等〕、出来形の確認〔内法寸法４０㎥以上〕、既製品ラベ

ル等の確認、水張りの状況） 

 

道路工事（道路側溝等の施工状況、道路の舗装状況、〔下層路盤、上層路盤の

材料、厚さと転圧状況、舗装仕上げの厚さの確認〕） 

 

検品写真  

品質確認写真  

計画と現地との不一致の写真  

その他施工中の写真  

工事中の安全管理関係写真  

工事完成後写真  

 

出
来
形
管
理
用
写
真 

石積（張）工、コンクリート工、擁壁工、地下排水工、吹付け工、側溝工、管（函）渠

工等の出来形寸法及びこれらの基礎工で完成後明視できなくなるもの 

 

トンネル支保工（埋設）建込間隔、防水工覆工厚、排水竪工、しゃ水膜、集水桝、イン

バート巻厚の出来形寸法及びこれらの基礎工で完成後明視できなくなるもの 

 

抗門工、水門、ひ門、ひ管、床固め、せき橋台、橋脚等の出来形寸法及び井筒その他基

礎工で完成後明視できなくなるもの 

 

床堀、置換工、段切り、まき出し厚、表土厚、地盤線の変化点等における寸法  

路盤工の厚さ、のり覆工、根固工、のり留工等の基礎又はコンクリート等で完成後明視

できなくなるもの 

 

コンクリート工等の鉄筋、鉄網、伸縮継手等の位置、組立寸法  

その他のもので完成後明視できなくなるもの  

 

工
事
中
の
災
害
写
真 

被災前の写真（上記の各種目の写真と兼用できる。）  

被災中の写真  

被災後の全ぼう写真  

被災後の部分写真  

復旧工事に関する写真（工事状況写真及び出来形管理用写真）  

  



－６１７－ 

 

第４号様式（第８条関係） 

工事手直し指示書 

都計第   号 

平成  年  月  日 

          様 

 

二本松市長 三保 恵一       

（検査員             ） 

 平成  年  月  日に実施した検査の結果、下記のとおり工事の手直しを指示します。 

記 

開発許可年月日及び番号 平成  年  月  日   都計第   号 

開発区域に含まれる地域

の名称 

二本松市 

工事期間 平成  年  月  日着手  平成  年  月  日完了 

開発者  

設計者  

工事施工者  

検査立会人  

手直し箇所  

 

 

指示事項  

 

 

手直し期限 平成  年  月  日 

手直し完了後の検査 （ 実地検査 ・ 書類検査 ）により行う。 

注意 手直し工事が完了したときは、別添手直し工事完了届により届け出てください。 

なお、検査に合格するまでは、検査済証が交付できません。 

また、この指示に従わないときは、都市計画法第８１条に規定する監督処分として是正命令を

行うことがあります。 
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第５号様式（第９条関係）       （表面） 

 

工事検査報告書 

 

開発許可年月日及び番号 平成  年  月  日   都計第   号 

完了届出の受付年月日 平成  年  月  日 

検査の種類  

検査日時 平成  年  月  日 午前・午後   時  分頃 

検

査

立

会

人 

許可受人  

工事施工者  

設計者  

検査立会人  

検査員  

 

１ 開発行為の内容 

開発区域に含まれる地域

の名称及び面積 

二本松市 

                    （      ㎡） 

開発許可を受けた者の住

所氏名 

 

 

工事施工者の住所氏名  

 

 

２ 検査所見 
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                   （裏面） 

３ 手直し指示事項等 

手直し箇所 指示事項 結果 

   

   

   

   

   

   

   

手直し期限  

手直し完了後の検査 （ 実地検査 ・ 書類検査 ）により行う。 

 

４ 判定 

 

合   格     ・     不 合 格 

 

備考 

 

 

 

 上記のとおり検査しました。 

 平成  年  月  日 

 

検査員 都市計画課         印   
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第６号様式（第１０条関係） 

手直し工事完了届出書 

平成  年  月  日 

二本松市長 三保 恵一 様 

住所（所在地）                

届出者 氏名                     

（名称及び代表者氏名）         印  

電話番号                   

 平成  年  月  日付け  都計第   号で指示のあった工事の手直しについて、工事を完

了したので、下記のとおり届け出ます。 

記 

１ 手直し工事完了年月日   平成  年  月  日 

 

２ 工事を完了した開発区域    二本松市 

 又は工区に含まれる地域の名称 

 

３ 手直し箇所及び措置内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※受付番号 平成  年  月  日   都計第   号 

※再検査年月日 平成  年   月   日 

※再検査結果 合 格  ・  不合格 

※検査済通知番号 平成  年  月  日   都計第   号 

※工事完了公告年月日 平成  年  月  日   公告第   号 

備考 １ ※印のある欄は記載しないこと。 

   ２ 手直し箇所を表示した平面図並びに手直し前及び手直し後の写真を添付すること。 
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第７号様式（第１１条関係） 

公告第   号 

 

開発行為に関する工事完了公告 

 

 下記の開発行為に関する工事は平成  年  月  日に実施した検査の結果、完了していると認

められるので、都市計画法第３６条第３項の規定により公告する。 

 

 平成  年  月  日 

 

二本松市長 三保 恵一     

 

記 

 

開発許可番号 平成  年  月  日   都計第   号 

開発区域又は工区に含

まれる地域の名称 

二本松市 

開発許可を受けた者の

住所氏名 

 

公共施設 

種類 
 

 

位置 
二本松市 

 

区域 
二本松市 

 

備考 

 

 

 

 

（参考） 開発登録簿の閲覧場所：二本松市建設部都市計画課 
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第５章 違反開発行為等の事務処理 
第１節 目的 
 違反開発行為について、都市計画法（以下「法」という。）第３章第１節に係る開発行為等の規制に

違反する開発行為及び建築物の建築等（以下「違反行為等」という。）の是正等に関する事務手続を、

事務の迅速かつ適切な処理を行うことにより違反行為等の防止を図ることを目的とする。 

 

第２節 職員の責務 
 ⑴ 違反行為等の是正等に関する事務手続を行う職員（以下「職員」という。）は、厳正な態度で臨

み、公正な処理を行うよう努めなければならない。 

 ⑵ 職員は、この要綱に定める事務を適切に行うため、市民部生活環境課、産業部農政課、農業委

員会事務局、建設部土木課、建設部都市計画課、建設部建築住宅課等の市の機関及び福島県県北

建設事務所等の他の機関との連携を図らなければならない。 

 

第３節 パトロールの実施 
 ⑴ 市長は、違反行為等の発見に努めるため、職員を定期的又は必要に応じて市内を巡回させるも

のとする。 

 ⑵ 職員は、住人から通報等を受けたときは、通報等受信簿（第１号様式）を作成し、前項の巡回

を行うものとする。 

 ⑶ 市長は、許可したもの又は違反行為等のものの施工状況又は是正状況を、職員に定期的又は必

要に応じて確認させるものとする。 

 ⑷ 職員は、違反の疑いのある行為等を発見したときは、当該行為に関する外観、周囲の状況等必

要な事項を目視又は写真撮影により確認するものとする。 

 ⑸ 巡回した職員は、巡回パトロール報告書（第２号様式）を作成するものとする。 

 

第４節 現地調査 
 ⑴ 市長は、違反の疑いのある行為等に関し、職員に現地で必要な調査（以下「現地調査」という。）

を行わせるものとする。この場合、法以外の法令等に違反すると思われるときは、当該法令を所

管する課の職員を同行させるものとする。 

 ⑵ 前項の現地調査を行う場合は、開発事業者、工事施工者、土地、建築物、工作物等の所有者、

使用者その他権利を有する者（以下「関係者」という。）に対し、任意の調査である旨を説明し、

調査の承諾、立会の協力等を求めるものとする。 

 ⑶ 現地調査が必要であるにもかかわらず前項の承諾等を得ることができない場合は、法第８２条

第１号の規定に基づく立入検査を行うものとする。 

 ⑷ 前項の立入検査を行う職員は、二本松市都市計画法施行細則（平成２７年二本松市規則第 号）

第２７条に規定する身分証明書を携帯し、関係者からの要求に応じて、これを提示しなければな

らない。 

 ⑸ 現地調査は、現地調査票（第３号様式）に記載された事項に基づいて行うものとする。 
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 ⑹ 現地調査を行った職員は、違反行為等調査報告書（第４号様式）を作成するものとする。 

 ⑺ 第１項による現地調査又は第３項による立入検査で、違反行為等が確認された場合は、違反台

帳（第５号様式）に記載しなければならない。 

 

第５節 事情聴取 
 ⑴ 市長は、前節による現地調査又は立入検査で確認された違反行為等について是正指導のため、

関係者から事情聴取を職員に行わせるものとする。 

 ⑵ 前項の事情聴取を行う場合は、事情聴取実施通知書（第６号様式）により関係者を呼び出すも

のとする。また、これに応じない場合は、再度、事情聴取実施通知書（第６号の２様式）により

関係者を呼び出すものとする。また、再度の呼び出しに応じない場合は、再々度、事情聴取実施

通知書（第６号の３様式）により関係者を呼び出すものとする。 

 ⑶ 前項による呼び出しに際して、違反行為等に関係する土地の登記簿謄本、土地の売買契約書、

賃貸借契約書及び重要事項説明書等の土地関係書類並びに工事概要図面等を持参させるものとす

る。 

 ⑷ 事情聴取は、事情聴取票（第７号様式）に記載されている事項に基づき行うものとする。 

 ⑸ 関係者が再三の呼び出しにもかかわらず応じないときは、都市計画法に係る質問通知書（第８

号様式）及び質問書（第９号様式）により照会する。 

 

第６節 違反対応処理方針 
 ⑴ 市長は、第４節の現地調査及び前節の事情聴取等の結果を踏まえ、違反行為等の事実の様態に

応じ、次に掲げる基本方策に基づき具体的な対応処理方針を検討するものとする。 

  ① 許可申請又は届出の指導 

    未許可又は未届出の違反ではあるが、開発行為等の内容が法令等に定める基準に適合するも

ので、許可申請又は届出を行うことにより是正できると判断するもの。 

  ② 改修、移転、除却その他必要な措置の命令 

    そのままでは違法状態が解消できないと判断するもの。 

 ⑵ 違反行為が、法のほか次に掲げる他の法令等に違反すると思われるときは、当該法令等を所管

する部課等と協議するものとする。 

  ① 市長が直接指導し又は当該各号に掲げる機関等と協議及び指導するもの 

   ア 福島県屋外広告物条例 建設部都市計画課 

   イ 建築基準法 福島県県北建設事務所建築住宅部建築住宅課 

   ウ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 福島県県北建設事務所建築住宅部建築住

宅課 

   エ 国土利用計画法 福島県企画調整部土地・水調整課 

  ② 当該法令等を所管する部課等と協議を要するもの 

   ア 農業振興地域の整備に関する法律 産業部農政課 

   イ 農地法 農業委員会事務局 

   ウ 森林法 産業部農林課 
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   エ 地すべり等防止法 建設部建築住宅課 

   オ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 建設部建築住宅課 

   カ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 建設部建築住宅課 

   キ 文化財保護法及び福島県文化財保護条例 教育委員会文化課 

  ③ 違反事実の確認等の連絡を行うもの 

   ア 自然公園法及び福島県立自然公園条例 福島県県北地方振興局県民環境部県民生活課 

   イ 二本松市給水施設等条例 上下水道部水道課 

   ウ 水質汚濁防止法 市民部生活環境課 

   エ 福島県自然環境保全条例 福島県地方振興局県民環境部県民生活課 

   オ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 市民部生活環境課 

   カ 駐車場法 建設部都市計画課 

 

第７節 是正指導及び是正計画 
 ⑴ 市長は、前節の対応処理方針に基づき、是正指導通知書（第１０号様式）により違反行為者に

対して違反状態を是正するように指導を行うものとする。 

 ⑵ 市長は、違反行為者から前項の指導により自主的な是正の意志が示された場合には、是正措置

の履行確保のための是正計画書（第１１号様式）の提出を求めるものとする。 

 ⑶ 前項の是正計画書は、必ず履行期限を年月日の表示で明らかにさせるものとする。 

 ⑷ 市長は、是正計画書の提出があった場合、是正措置の完了を確認するまでの間は、違反行為者

から必要に応じて中間報告を求めるとともに、職員に現地調査を行わせ是正措置の進捗状況を確

認するものとする。 

 

第８節 是正勧告等 
 ⑴ 市長は、違反行為者が自主的な是正の意志を示さない場合、前節の是正計画書を提出しない場

合又は是正計画書に基づく自主的な処理を行わない場合であって、是正措置を行う必要があると

判断したときは、是正措置勧告書（第１２号様式）により、是正措置のための勧告を行うものと

する。 

 ⑵ 前項による是正措置勧告書の交付方法は、原則として配達証明付き郵便によることとする。 

 ⑶ 市長は、違反行為者が法に基づく許可を受けた者であり、是正措置を行う必要があると判断し

たときは法第８０条第１号の規定に基づく報告及び資料の提出並びに勧告及び助言を行うものと

する。 

 

第９節 監督処分の検討 
 市長は、違反行為者が是正勧告に従わない場合には、法第８１条第１項の規定に基づく許可の取消

し等の処分又は命令（以下「監督処分」という。）の実施について検討するものとする。 
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第１０節 聴聞等 
 市長は、前節の検討結果により監督処分を行おうとするときは、行政手続法及び二本松市行政手続

条例の規定により、聴聞又は弁明の機会の付与をしなければならない。 

 

第１１節 監督処分 
 ⑴ 市長は、前節の聴聞等を実施した後に、違反の内容、違反の程度等に応じて、監督処分を行わ

なければならない。 

 ⑵ 監督処分は、第１３号様式により行うものとする。 

 

第１２節 監督処分に係る公示 
 ⑴ 市長は、監督処分にあたり、当該監督処分に係る土地又は工作物等若しくは工作物等の敷地内

に第１４号様式の標識を設置するとともに、その旨を公示しなければならない。 

 

第１３節 水道事業者等に対する協力の依頼 
 ⑴ 市長は、第１１節の監督処分を受けた土地又は建物若しくは工作物に係る水道、電気又はガス（以

下「水道等」という。）の供給の申込みの承諾に関して当該水道事業者、電気事業者又はガス事業

者（以下「水道事業者等」という。）に対して承諾の保留の要請を行うことができる。 

 ⑵ 前項の要請は、水道等供給申込承諾保留依頼書（第１５号様式）により行うものとする。 

 

第１４節 処分の解除 
 ⑴ 市長は、監督処分をした場合において、当該処分を解除する必要があるときは、速やかに、被

処分者に対して第１６号様式及び前節の水道等の供給の申込みの承諾の保留の要請を行っている

場合は、水道事業者等に対して水道等供給申込承諾保留依頼解除通知書（第１７号様式）を送付

するものとする。 

 ⑵ 市長は、前項の場合において、第１２節の規定により設置した標識を除去するものとする。 

 

第１５節 告発 
 ⑴ 市長は、監督処分に従わない者で著しく悪質なものについては、刑事訴訟法（昭和２３年法律

第１３１号）第２３９条第２項の規定に基づき、二本松警察署長に対して告発状（第１８号様式）

により告発できるものとする。 

 ⑵ 市長は、告発しようとする場合は、事前に福島県土木部都市計画課と協議するものとする。 

 

第１６節 行政代執行 
 ⑴ 市長は、監督処分として行った命令に従わない案件については、行政代執行法の規定により、

行政代執行を行うことができる。 

 ⑵ 行政代執行法第３条第１項の文書は、戒告書（第１９号様式）とする。 

 ⑶ 行政代執行法第３条第２項の代執行令書は、代執行令書（第２０号様式）とする。 

 ⑷ 行政代執行法第５条の文書は、代執行費用納付命令書（第２１号様式）とする。 
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 ⑸ 市長は、第１項の代執行を行おうとするときは、事前に、福島県土木部都市計画課と協議する。

また、二本松警察署長に対して要請書（第２２号様式）により、警察官の派遣を要請するものと

する。 

 

第１７節 緊急措置 
 市長は、違反行為等に関する処理について、特殊又は緊急を要する案件については、第３節から第

１６節までに定める手続の一部を省略することができる。 

 

第１８節 違反行為者等不明の場合 
 市長は、違反行為等に関して違反状態を是正するための措置を命ずべき者を確 

知することができない場合は、法第８１条第２項の規定に基づく手続を行うものとする。 

 

第１９節 是正措置の完結 
 ⑴ 市長は、違反行為等の是正措置について、原状回復その他の是正措置の終了をもって是正措置

の完結とする。 

 ⑵ 市長は、是正措置の完結までの経過を違反台帳に記載しなければならない。 
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第１号様式（第 3 条関係） 

通報等受信簿 

受信年月日 平成  年  月  日 

受信者  

通報者の住所・氏名  

 

連絡先電話番号 

通報の場所  

行為者の住所・氏名  

 

施行者の住所・氏名  

 

事案の内容  

 

 

 

対応方針  

 

 

対応の結果  
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第２号様式（第３条関係） 

巡回報告書 

巡回日 平成  年  月  日 

巡回者  

巡回実施区域  

許可事案の確認 要確認件数 

件 

適正に進行中 

件 

（不適正と判断される事案の概要） 

内確認件数 

件 

不適正 

件 

（不適正と判断される事案に対する対応方針） 

 

指導事案の確認 要確認件数 

件 

適正に進行中 

件 

（不適正と判断される事案の概要） 

内確認件数 

件 

不適正 

件 

（不適正と判断される事案に対する対応方針） 

 

新規事案の発見 区域の別 

 

建築物等の態様 

   造   階建   棟 

違反の概要（第   条第   項違反） 

 

（違反事案に対する対応方針） 
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第３様式（第４条関係） 

現地調査票 

（調査員         ） 

実施日時 平成  年  月  日（  ） 午前・午後  時  分 

違反の場所 二本松市 

違反行為者の住所・氏

名 

 

調査項目 調査結果 資料等 

所在地 二本松市 都市計画図、登記事項証明書、

公図等 

開発区域の規模 

㎡ 

設計図、計画図、現地測量図、

図上で測量 

建築物の規模 建築面積           ㎡ 

床面積            ㎡ 

設計図、平面図等、実測 

建築物の構造     造  階建  

目的（用途）  現地の事業主、工事施工者、

看板、チラシ等 

着工時期  契約書、聞き取り 

工事進捗度 ％ 目視 

周辺の状況  住宅・工場等の立地状況 

技 術

基 準

上 の

問題 

公共施設の設

置状況 

 道路（接道、区域内）、排水、

給水、消防 

安全・防災措

置 

 地盤、崖崩れ、擁壁、危険地

域の有無 

環境保全  

 

表土保全、緩衝帯等 

写真撮影 日付入りとすること。建築物の用途、構造等が判明できるように工夫する

こと。 
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第４号様式（第４条関係）      （１面） 

違反行為等調査報告書 

平成  年  月  日 

調査員         印   

発見日時 平成  年  月  日（  ） 午前・午後  時  分 

発見方法 パトロール・通報・投書・陳情・その他（    ） 

違反場所 二本松市 

開発行為の目的 

開発行為の規模 

 

（      ㎡） 

都市計画区域 内・外 用途地域  

他法令指定区域  

違反条項  

違反概要 造成  

 

 

建築物 造地上 

地上階建 

建築面積㎡ 

延べ面積㎡ 

敷地面積㎡ 

許可の 

□有・□無 

都市計画法第  条 平成  年  月  日   第   号 

許可を受けた者 

予定建築物 

所有者の住所・氏

名 

土地 

建物 

違反行為者の住

所・氏名 

 

工事施工者の住

所・氏名 
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（２面） 

処理方針  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市計画課の指導状況 

項目 年月日 内容 

 H  /  /  

 H  /  /  

 H  /  /  

 H  /  /  

 H  /  /  

 H  /  /  

 H  /  /  

他機関の指導状況 

項目 年月日 内容 

 H  /  /  

 H  /  /  

 H  /  /  

 H  /  /  

 H  /  /  

 H  /  /  

 H  /  /  
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（３面） 

位置図（50,000 分の 1）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区域図（2,500 分の 1）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－６３３－ 

 

（４面） 

撮影年月日 平成  年  月  日 撮影者  
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第５号様式（第４条関係） 

違反台帳 

No 内容 処理年月日 

 違反行為者の

住所氏名 
 

違反確認 H  /  / H  /  / 

現地調査 H  /  / H  /  / 

違反の場所 二本松市 聴聞 H  /  / H  /  / 

違反内容  
是正計画 H  /  / H  /  / 

監督処分 H  /  / H  /  / 

処理内容  是正完了 H  /  / 

 違反行為者の

住所氏名 
 

違反確認 H  /  / H  /  / 

現地調査 H  /  / H  /  / 

違反の場所 二本松市 聴聞 H  /  / H  /  / 

違反内容  
是正計画 H  /  / H  /  / 

監督処分 H  /  / H  /  / 

処理内容  是正完了 H  /  / 

 違反行為者の

住所氏名 
 

違反確認 H  /  / H  /  / 

現地調査 H  /  / H  /  / 

違反の場所 二本松市 聴聞 H  /  / H  /  / 

違反内容  
是正計画 H  /  / H  /  / 

監督処分 H  /  / H  /  / 

処理内容  是正完了 H  /  / 

 違反行為者の

住所氏名 
 

違反確認 H  /  / H  /  / 

現地調査 H  /  / H  /  / 

違反の場所 二本松市 聴聞 H  /  / H  /  / 

違反内容  
是正計画 H  /  / H  /  / 

監督処分 H  /  / H  /  / 

処理内容  是正完了 H  /  / 
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第６号様式（第５条関係） 

都計第   号 

平成  年  月  日 

     様 

二本松市長 三保 恵一       

 

事情聴取実施通知書 

 

 あなたが所有している二本松市         の土地に所在する建築物について、都市計画法

の関係でお尋ねしたい事項がございますので、次のとおりご来庁ください。 

その際、建築主が別の場合は、その方も伴い来庁してください。 

 なお、指定の日時に来庁できない場合は、来庁できる日時を調整いたしますのでご連絡ください。 

 

１ 日  時  平成  年  月  日（  ）  時  分 

２ 場  所  二本松市役所都市計画課 

        福島県二本松市金色４０３番地１ 

３ 聴取事項  ⑴ 造成（建築）行為の目的 

        ⑵ 土地の所在、面積、地目 

        ⑶ 建築面積、延べ面積、構造 

        ⑷ 工事内容 

        ⑸ 建築主、工事施工者の住所 

        ⑹ その他必要事項 

４ 持参品    本状、土地関係書類（土地の登記簿謄本、土地の売買契約書、重要事項説明書な

ど）、工事概要図面等 

 

 



－６３６－ 

 

第６号の２様式（第５条関係） 

都計第   号 

平成  年  月  日 

     様 

二本松市長 三保 恵一       

 

事情聴取実施通知書（再） 

 

 あなたが所有している二本松市         の土地に所在する建築物について、平成  年 

  月  日付けで事情聴取実施通知書を送付しましたが来庁されていません。 

 都市計画法の関係でお尋ねしたい事項がございますので、次のとおりご来庁ください。 

 その際、建築主が別の場合は、その方も伴い来庁してください。 

 なお、指定の日時に来庁できない場合は、来庁できる日時を調整いたしますのでご連絡ください。 

 

１ 日  時  平成  年  月  日（  ）  時  分 

２ 場  所  二本松市役所都市計画課 

        福島県二本松市金色４０３番地１ 

３ 聴取事項  ⑴ 造成（建築）行為の目的 

        ⑵ 土地の所在、面積、地目 

        ⑶ 建築面積、延べ面積、構造 

        ⑷ 工事内容 

        ⑸ 建築主、工事施工者の住所 

        ⑹ その他必要事項 

４ 持参品    本状、土地関係書類（土地の登記簿謄本、土地の売買契約書、重要事項説明書な

ど）、工事概要図面等 

 

 



－６３７－ 

 

第６号の３様式（第５条関係） 

都計第   号 

平成  年  月  日 

     様 

二本松市長 三保 恵一       

 

事情聴取実施通知書（再々） 

 

 あなたが所有している二本松市         の土地に所在する建築物について、平成  年 

  月  日及び平成  年  月  日付けで事情聴取実施通知書を送付しましたが来庁されてい

ませんので、必ず来庁願います。 

 なお、ご連絡なくご来庁されない場合は、都市計画法に基づく「是正勧告」などの厳しい処置を執

ることがありますので、念のため申し添えます。 

 

１ 日  時  平成  年  月  日（  ）  時  分 

２ 場  所  二本松市役所都市計画課 

        福島県二本松市金色４０３番地１ 

３ 聴取事項  ⑴ 造成（建築）行為の目的 

        ⑵ 土地の所在、面積、地目 

        ⑶ 建築面積、延べ面積、構造 

        ⑷ 工事内容 

        ⑸ 建築主、工事施工者の住所 

        ⑹ その他必要事項 

４ 持参品    本状、土地関係書類（土地の登記簿謄本、土地の売買契約書、重要事項説明書な

ど）、工事概要図面等 

 

 



－６３８－ 

 

第７号様式（第５条関係）      （１面） 

事情聴取票 

日時 平成  年  月  日（  ） 

午前・午後  時  分 
調査員 

出頭者の住所氏名  

 

 

聴取項目 出頭者の発言内容 根拠資料 

１ 所在地 二本松市 公図、登記事項証明書 

２ 土地所有者の

住所氏名 

 登記事項証明書、売買契約書、

領収書等 

３ 建物所有者の

住所氏名 

  

４ 登記名義人（所

有者と異なる理

由） 

 登記事項証明書、売買契約書

等 

５ 開発行為者の

住所氏名 

 工事請負契約書、登記原因証

書、登記申請書添付書類等 

６ 建築行為者の

住所氏名 

  

７ 造成工事施工

者の住所氏名 

  

８ 建築工事施工

者の住所氏名 

  

９ 開発目的  

 

 

 

設計図、計画図、現地測量図 

10 建築物の用 

 途 

  



－６３９－ 

 

（２面） 

聴取項目 出頭者の発言内容 根拠資料 

11 建築物の使用

者の住所氏名 

 契約書等 

12 所有者と使用

者が異なる理由 

  

13 設計者の住所

氏名 

 契約書等 

14 手続き関係 都市計画法 

建築基準法 

農地法 

その他 

許可申請書、許可書等 

15 手続き代理人

の住所氏名 

  

16  土地建物売

買・賃貸借仲介者

の住所氏名 

  

17 元土地所有者

住所氏名 

  

18 工事期間  契約書等 

19 経緯  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－６４０－ 

 

（３面） 

聴取項目 出頭者の発言内容 

20 違反行為を行

った理由 

 

 

 

 

 

 

21 法による制限

の知識 

 

 

 

 

 

22 是正意志  

 

 

 

 

23 是正計画  

 

 

 

 

24 その他  

 

 

 

 

 

 以上の内容に相違ありません。 

 

 平成  年  月  日 

住所               

氏名           印   



－６４１－ 

 

第８号様式（第５条関係） 

都計第   号 

平成  年  月  日 

     様 

二本松市長 三保 恵一       

 

都市計画法に係る質問について（通知） 

 

 あなたが所有している二本松市         の土地に所在する建築物について、平成  年 

  月  日、平成  年  月  日及び平成  年  月  日付けで事情聴取実施通知書を送

付しましたが来庁されませんでしたので、別紙質問書に記載のうえ、次のとおり質問書を持参してく

ださい。 

 なお、やむを得ず来庁できない場合は、質問書に記名押印又は署名のうえ返送してください。 

 

１ 持参（返送）期日   平成  年  月  日（  ）  時  分 

２ 持参（返送）場所   二本松市役所都市計画課 

             福島県二本松市金色４０３番地１ 

３ 持 参 品      本状、質問書、土地関係書類（土地の登記簿謄本、土地の売買契約書、

重要事項説明書など）、工事概要図面等 

 

 



－６４２－ 

 

第９号様式（第６条関係）      （１面） 

質問書 

質問事項 回答欄 

１ 所在地 二本松市 

 

２ 土地の所有者は誰ですか 住所 

氏名 

３ 建物の所有者は誰ですか 住所 

氏名 

４ 登記名義人は誰ですか（所有

者と異なる場合、その理由を教

えて下さい） 

住所 

氏名 

理由 

５ 土地の造成主（工事発注者）

は誰ですか 

住所 

氏名 

６ 建築主（工事発注者）は誰で

すか 

住所 

氏名 

７ 造成工事施工者（工事請負者）

は誰ですか 

住所 

氏名 

８ 建築工事施工者（工事請負者）

は誰ですか 

住所 

氏名 

９ 造成工事（開発）の目的を教

えて下さい 

 

10 建築物の用途、使用方法を教

えて下さい。 

 

11 建築物の使用者は誰です 

 か 

住所 

氏名 

12 土地又は建物の所有者と使

用者が異なる場合、その理由を

教えて下さい 

 

13 建築物の設計者は誰です 

 か 

住所 

氏名 



－６４３－ 

 

（２面） 

質問事項 回答欄 

14 手続き関係について教えて

下さい。 

都市計画法の許可は（得ている・得ていない） 

※許可を得ている場合 

（許可日平成  年  月  日 都計第   号） 

建築確認申請は（している・していない） 

※申請をしている場合 

（申請日 平成  年  月  日） 

（建築確認日 平成  年  月  日） 

農地法の許可は（得ている・得ていない） 

※許可を得ている場合 

（許可日 平成  年  月  日 許可番号   号） 

その他の手続き名 

（許可日 平成  年  月  日 許可番号等  号） 

15 手続き代理人は誰ですか 住所 

氏名 

16 土地建物売買・賃貸借仲介者

は誰ですか 

住所 

氏名 

17 元の土地所有者は誰です 

 か 

住所 

氏名 

18 工事期間を教えて下さい  

 

19 経緯を教えて下さい  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－６４４－ 

 

（３面） 

質問事項 回答欄 

20 違反行為を行った理由を教

えて下さい 

 

 

 

 

 

 

21 法に基づく規制があったこ

とを知っていましたか 

 

 

 

22 是正の意志はありますか  

 

 

23 是正の方法、時期等を教えて

下さい 

 

 

 

 

 

 

24 その他（特に表明したことが

あれば記入してください） 

 

 

 

 

 

 

 

 以上の内容に相違ありません。 

 

 平成  年  月  日 

住所               

氏名           印   



－６４５－ 

 

第１０号様式（第７条関係） 

都計第   号 

平成  年  月  日 

     様 

二本松市長 三保 恵一       

 

是正指導通知書 

 

 下記の行為は、都市計画法第  条第  項の規定に違反していますので、直ちに下記のとおり措

置してください。 

 なお、これに従わないときは、都市計画法第８１条第１項の規定により監督処分をする場合があり

ますので申し添えます。 

記 

１ 違反の場所  二本松市 

２ 違反行為 

３ 違反内容 

４ 是正指導の内容及び時期等 

 

 

 

  



－６４６－ 

 

第１１号様式（第７条関係） 

平成  年  月  日 

二本松市長 三保 恵一 様 

住所              

氏名          印   

 

是正指導計画書 

 

 私は、    年  月  日付けで指導のあった、都市計画法第  条第  項の規定に違反し

ている行為については、下記のとおり是正します。 

 また、是正が完了した場合には、直ちに報告します。 

記 

１ 違反の場所 

２ 違反行為 

３ 違反内容 

４ 是正方法 

５ 是正内容 

６ 是正工程 

７ 是正完了期限   平成  年  月  日までに是正します。 

 



－６４７－ 

 

第１２号様式（第８条関係） 

都計第   号 

平成  年  月  日 

     様 

二本松市長 三保 恵一       

 

是正措置勧告書 

 

 あなたが、二本松市        の土地で行った開発行為は、都市計画法第  条第  項の

規定に違反しているので、都市計画法第８０条第１項の規定により、直ちに下記のとおり措置するこ

とを勧告します。 

なお、この勧告に従わない場合には、都市計画法第８１条第１項の規定により監督処分をする場合

がありますので申し添えます。 

記 

１ 違反の場所 

２ 違反行為 

３ 違反内容 

４ 勧告する措置 

５ 勧告した措置の完了期限   平成  年  月  日までに完了すること。 

 

 

 



－６４８－ 

 

第１３号様式（第１１条関係） 

二本松市指令  都計第    号 

 

（令達先） 住所                

氏名                

 

 あなたが、二本松市        で行った（約    平方メートルの開発行為をしたことは・

延べ面積約    平方メートルの     を建築・    したことは）は、都市計画法第  条

第  項の規定に違反しているので、都市計画法第８１条第１項の規定に基づき、（下記の措置をとる

ことを命ずる・平成  年  月  日付け  都計第   号の許可を取り消す）。 

 

  平成  年  月  日 

 

二本松市長 三保 恵一        

 

記 

１ 命ずる措置 

 

１ 取り消す許可の内容 

⑴ 開発区域に含まれる地域の名称及び面積 

二本松市 ㎡ 

⑵ 予定建築物等の用途及び面積 

 ㎡ 

 

２ 事由 

 

（教示） 

１ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内

に、二本松市長に対して異議申立てをすることができます。なお、この処分があったことを知った

日の翌日から起算して６０日以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると、

異議申立てをすることができなくなります。 

２ この処分については、この処分（この処分について上記１の異議申立てをしたときは、当該異議

申立てに対する決定。以下同じ。）があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、二本

松市を被告として（訴訟において二本松市を代表する者は、二本松市長となります。）、処分の取消

しの訴えを提起することができます。なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して

６箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると、処分の取消しの訴え

を提起することができなくなります。 



－６４９－ 

 

第１４号様式（第１２条関係） 

← ８０㎝程度 →   

都市計画法による命令の公示 

 

１ （土地又は建物等の）所在地 

 

２ 命令を受けたものの氏名 

 

３ 違反行為の内容 

 

 この（土地又は建物等）は都市計画法に違反しているので平成  年  月  日付で都市

計画法第８１条第１項に規定に基づき     を命じたので、同条第３項の規定により公示

する。 

 

（注意） 

１ この標識を毀棄した者は、刑法第２５８条に規定する公文書毀棄罪で罰せられます。 

２ この命令に違反した者は、罰せられることがあります。 

３ 平成  年  月  日に（水道事業管理者名・電気事業者名・ガス事業者名）に対して

（水道・電気・ガス）供給の申し込みの承諾を保留するよう要請しています。 

       

※この標識は道路占用許可を得て設置しています。 

 

   平成  年  月  日 

 

二本松市長 三保 恵一       

 

 

↑ 

５

０ 

㎝ 

程

度 

↓ 

 



－６５０－ 

 

第１５号様式（第１３条関係） 

都計第   号 

平成  年  月  日 

     様 

二本松市長 三保 恵一       

 

水道等供給申込承諾保留依頼書 

 

下記により行われている行為は、都市計画法第  条第  項の規定に違反しており、下記のとお

り処分いたしましたので、当該土地・建物への（水道・電気・ガス）の供給の申し込みがあった場合

には、別に連絡するまでの間、承諾を保留するようお願いします。 

なお、この件について受付窓口等でトラブルが生じた場合には、本職で対応いたしますので、申込

者に対しては本職に問い合わせるようお伝え下さい。 

記 

１ 違反の場所（位置図添付） 

２ 違反者の住所・氏名 

３ 予定建築物の用途 

 

 



－６５１－ 

 

第１６号様式（第１４条関係） 

二本松市指令  都計第    号 

 

（令達先） 住所                

氏名                

 

 都市計画法第８１条第１項の規定に基づき、平成  年  月  日付け  都計第   号で、

二本松市         の開発行為の                  を 

命じていたものであるが、違反が是正されたものと認めるので命令を解除する。 

 

  平成  年  月  日 

 

二本松市長 三保 恵一        

 



－６５２－ 

 

第１７号様式（第１４条関係） 

都計第   号 

平成  年  月  日 

     様 

二本松市長 三保 恵一       

 

水道等供給申込承諾保留依頼解除通知書 

 

このことについて、平成  年  月  日付け  都計第   号により、下記の者に対する（水

道・電気・ガス）の供給の停止を依頼していたところですが、違反が是正されましたので、これを解

除してください。 

記 

１ 違反の場所（位置図添付） 

２ 違反者の住所・氏名 

３ 予定建築物の用途 
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－６５４－ 

 

第１９号様式（第１６条関係） 

都計第   号 

平成  年  月  日 

     様 

二本松市長 三保 恵一       

 

戒告書 

 

あなたが行った（行っている）下記の建築物の建築行為（用途変更行為・開発行為）は、都市計画

法第  条第  項に違反していることから、平成  年  月  日付け  都計第   号によ

り、是正（除去等）するよう命じましたが、いまだ履行されていません。 

したがって、行政代執行法第３条第１項の規定に基づき、当該義務の代執行を実施し、これに要す

る費用は、あなたから徴収します。 

なお、代執行により現場に所在する物件及びその他の資材について損害が生じても、その責任は一

切負いませんので、念のため申し添えます。 

記 

１ 建築物等の場所 

２ 建築物等    用途   構造   規模   ㎡ 

 

（教示） 

１ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内

に、二本松市長に対して異議申立てをすることができます。なお、この処分があったことを知った

日の翌日から起算して６０日以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると、

異議申立てをすることができなくなります。 

２ この処分については、この処分（この処分について上記１の異議申立てをしたときは、当該異議

申立てに対する決定。以下同じ。）があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、二本

松市を被告として（訴訟において二本松市を代表する者は、二本松市長となります。）、処分の取消

しの訴えを提起することができます。なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して

６箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると、処分の取消しの訴え

を提起することができなくなります。 



－６５５－ 

 

第２０号様式（第１６条関係） 

都計第   号 

平成  年  月  日 

     様 

 

二本松市長 三保 恵一       

 

代執行令書 

 

あなたが行った（行っている）下記の建築物の建築行為（用途変更行為・開発行為）は、都市計画

法第  条第  項に違反していることから、平成  年  月  日付け  都計第   号によ

り、是正（除去等）するよう命じましたが、いまだ履行されていません。 

したがって、行政代執行法第３条第２項の規定に基づき、下記のとおり代執行を実施することを通

知します。 

なお、代執行に要する費用は、あなたから徴収します。 

また、代執行により現場に所在する物件及びその他の資材について損害が生じても、その責任は一

切負いませんので、念のため申し添えます。 

記 

１ 代執行の対象物件 

 ⑴ 建築物等の場所  

 ⑵ 建築物等    用途   構造   規模   ㎡ 

２ 代執行の時期 

  平成  年  月  日から平成  年  月  日（予定）まで 

３ 執行責任者 

４ 代執行に要する費用の概算見積額 

 

（教示） 

１ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内

に、二本松市長に対して異議申立てをすることができます。なお、この処分があったことを知った

日の翌日から起算して６０日以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると、

異議申立てをすることができなくなります。 

２ この処分については、この処分（この処分について上記１の異議申立てをしたときは、当該異議

申立てに対する決定。以下同じ。）があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、二本

松市を被告として（訴訟において二本松市を代表する者は、二本松市長となります。）、処分の取消

しの訴えを提起することができます。なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して

６箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると、処分の取消しの訴え

を提起することができなくなります。 



－６５６－ 

 

第２１号様式（第１６条関係） 

都計第   号 

平成  年  月  日 

     様 

二本松市長 三保 恵一       

 

代執行費用納付命令書 

 

 平成  年  月  日付け   第   号の代執行令書による代執行に要した費用を決定した

ので、行政代執行法第５条の規定に基づき、下記のとおり納入するよう命令します。 

なお、指定した期日までに納入しないときは、国税滞納処分の例により徴収することがありますの

で、念のため申し添えます。 

 

記 

 

１ 納付期日  平成  年  月  日まで 

２ 納付金額  金      円 

３ 納付方法   

４ 代執行日  平成  年  月  日施行 

 

（教示） 

１ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内

に、二本松市長に対して異議申立てをすることができます。なお、この処分があったことを知った

日の翌日から起算して６０日以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると、

異議申立てをすることができなくなります。 

２ この処分については、この処分（この処分について上記１の異議申立てをしたときは、当該異議

申立てに対する決定。以下同じ。）があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、二本

松市を被告として（訴訟において二本松市を代表する者は、二本松市長となります。）、処分の取消

しの訴えを提起することができます。なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して

６箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると、処分の取消しの訴え

を提起することができなくなります。 

 



－６５７－ 

 

第２２号様式（第１６条関係） 

都計第   号 

平成  年  月  日 

     様 

二本松市長 三保 恵一       

 

要  請  書 

 

日頃から、二本松市政に対し、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、下記のとおり、都市計画法第  条第  項の違反者に対し都市計画法第８１条第１項に基

づく工事施行停止（除去等）を命令するに当たり、妨害行為等が予想されますので、警察官の派遣を

下記のとおりお願いいたします。 

 

記 

 

１ 場所 

２ 建築主 

３ 要請事項 警察官の派遣（２名程度） 

４ 内容 工事施行停止（除去等）を命令をするに当たり、妨害行為等事件発生を未然に防ぐための

現場立会い及び警備 

５ 派遣要請日 日時・時間を特定することができません。 

６ 派遣要請日を特定できない理由 

   二本松市      の土地について、現在、別紙の「写真」のように基礎部分の工事が終了

しており、今後、柱・屋根等を施工する工事に着手した時点で、都市計画法第  条に抵触する

こととなり、この工事着手日が未定であるため｡ 

 


	20101開発許可の手引き（第２編第１章第１節）P444～P449
	20102開発許可の手引き（第２編第１章第２節）P450～P452
	20103開発許可の手引き（第２編第１章第３節）P453～P462
	20104開発許可の手引き（第２編第１章第４節～第２２節）P463～P480
	20199開発許可の手引き（第２編第１章様式集）P481～P574
	20201開発許可の手引き（第２編第２章）P575～P587
	20301開発許可の手引き（第２編第３章）P588～P595
	20401開発許可の手引き（第２編第４章）P596～P621
	20501開発許可の手引き（第２編第５章）P622～P657

